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第12章 環境影響評価準備書からの相違点 

環境影響評価書の作成にあたっては、環境影響評価法第 20 条 1 項に基づく岐阜県知事意見を

勘案するとともに、同法第 18 条第 1 項に基づく環境の保全の見地からの意見に配意して、環境

影響評価準備書の記載事項について検討を加え、必要な追記・修正を行った。 

環境影響評価準備書からの主な相違点を、表 12-1 に示す。 

なお、表現の適正化及び誤字・脱字等の訂正については、適宜行っている。 

 

表 12-1 環境影響評価準備書からの主な相違点 

■本編 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ3-9 

ｲ）地形・地質等の制約

条件 

・活断層は、回避する、もしくは、やむ

を得ず通過する場合は通過する延長をで

きる限り短くする。また、近接して平行

することは避けて計画する。 

・トンネル坑口は、地形・地質的に安定

した箇所を選定する。 

・地上部で交差する主要河川は、約 60 度

以上の交差角とすることを基本とする。 

・湖をできる限り回避する。 

・活断層は、回避する、もしくは、やむ

を得ず通過する場合は通過する延長をで

きる限り短くする。また、近接して平行

することは避けて計画する。 

・トンネル坑口は、地形・地質的に安定

した箇所を選定する。 

・地上部で交差する主要河川は、約 60 度

以上の交差角とすることを基本とする。 

・トンネルの勾配は、湧水の自然流下に

よる排水が可能となるよう設定する。 

・湖をできる限り回避する。 

ｐ3-11 

3）岐阜県内における路

線概要 

阿木川から愛知県境までは、主にトン

ネル構造とした。ウラン鉱床、防災ダム

等を回避し、重要湿地（沖ノ洞・上ノ洞、

大湫）（環境省：日本の重要湿地 500）、

松野湖周辺の飛騨木曽川国定公園をでき

る限り回避するとともに、可児市皐ヶ丘

と桂ヶ丘の間の住宅地化されていない地

区をトンネルで通過し、愛知県境に至る

計画とした（図 3-4-3 (3)～(4)参照）。

阿木川から愛知県境までは、主にトン

ネル構造とした。ウラン鉱床、防災ダム

等を回避し、重要湿地（沖ノ洞・上ノ洞、

大湫）（環境省：日本の重要湿地 500）、

松野湖周辺の飛騨木曽川国定公園をでき

る限り回避するとともに、可児市皐ヶ丘

と桂ヶ丘の間の住宅地化されていない地

区をトンネルで通過し、愛知県境に至る

計画とした（図 3-4-3 (3)～(4)参照）。

なお、ウラン鉱床や住宅地化が進展し

ている地域を回避するようルートを計画

した結果、可児市内においては、久々利

大萱地区をルートが通過することとなっ

た。大萱地区は、窪んだ地形となってい

ることから、当該地区を地上区間とする

こととし、これによりこの付近のトンネ

ル区間においては、自然流下による排水

が可能となる。加えて、資料編に記載の

とおり、防災上、長大トンネルの前後に

は列車長 400m 程度以上の地上区間を設置

する必要があるため、名古屋市ターミナ

ル駅から続く長大トンネルが都市部を抜

けた後は、できるだけ早く地上に出るよ

う路線を選定した。さらに、過去に可児

市内において黄鉄鉱を含んだ美濃帯の掘

削土により重金属が流出した事象が発生

している事実を踏まえ、事業者としてで

きる限り発生土量を少なくするよう、環

境に配慮して計画した。 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ3-29 

（3）各施設 
－ 追記 

ｐ3-32 

2）地上駅（岐阜県駅） 
（平面図） 

－ 

（平面図） 

追記 

ｐ3-34 

6）車両基地（工場）（中

部車両基地（工場）） 

中部車両基地（工場）には、車両の留

置、検査、整備等を行うため、留置線、

検査庫、臨時修繕庫等の設備及び工場を

設置する。また、保守基地を併設すると

ともに、本線と車両基地を接続する回送

線を敷設する。敷地面積は、約 65ha を想

定している。中部車両基地（工場）の概

要を図 3-4-16 に、併設する保守基地を図

3-4-17 に示す。 

中部車両基地（工場）には、車両の留

置、検査、整備等を行うため、留置線、

検査庫、臨時修繕庫等の設備及び工場を

設置する。また、保守基地を併設すると

ともに、本線と車両基地を接続する回送

線を敷設する。敷地面積は、約 65ha を想

定している。保守基地は、構造物や電気

設備の検査、交換等に必要な保守用車両

について、留置、検査、整備を行うため

の施設であり、保守用車両（規格は通常

の大型トラックと同程度）を留置するた

めのスペースの他、車庫、検修庫、作業

庫、資材庫等を設置する。なお、整備等

に使用する機器は従来の新幹線と同様の

ものを考えており、それらは建屋の中に

設置する。中部車両基地（工場）の概要

を図 3-4-16 に、併設する保守基地を図

3-4-17 に示す。 

ｐ3-40 

ウ．山岳トンネル部（非

常口含む） 

山岳トンネルの施工に際しては、坑口

部からの施工を開始することを基本とす

るが、一部区域においては、図 3-4-23 に

示すように、非常口からトンネル本坑へ

掘り進める。 

工事の実施にあたり、非常口等に工事

施工ヤード等を設ける。工事施工ヤード

では、周囲に工事用のフェンスを設置す

るとともに、発生土の仮置き、濁水処理

設備の設置、必要に応じてコンクリート

プラント等を設置する予定としている。

なお、工事施工ヤードの面積は 0.5～

1.0ha を標準として考えている。 

 

山岳トンネルの施工に際しては、坑口

部からの施工を開始することを基本とす

るが、一部区域においては、図 3-4-23 に

示すように、非常口からトンネル本坑へ

掘り進める。非常口のトンネル断面は本

坑より小さい 30～60 ㎡程度を考えてお

り、本坑と同様の方法で施工を行うが、

防水工や覆工コンクリートについては必

要に応じて設置する。 

工事の実施にあたり、非常口等に工事

施工ヤード等を設ける。工事施工ヤード

では、周囲に工事用のフェンスを設置す

るとともに、発生土の仮置き、濁水処理

設備の設置、必要に応じてコンクリート

プラント等を設置する予定としている。

また、周辺に住居等が存在する場合は、

非常口出口に防音扉を設置する。なお、

工事施工ヤードの面積は 0.5～1.0ha を標

準として考えている。 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ4-2-1-114 

イ．地質 
対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質を図 4-2-1-13 に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質は、領家帯花崗岩類、濃飛流紋岩類

及び美濃帯の堆積岩類が基盤岩を構成

し、それらを不整合に覆って新第三紀中

新世の瑞浪層群、新第三紀鮮新世の瀬戸

層群が分布している。領家帯花崗岩類は、

中津川市、瑞浪市及び御嵩町に分布し、

中生代白亜紀にマグマの貫入によって生

成されたもので、苗木花崗岩、土岐花崗

岩と呼ばれている。濃飛流紋岩類は、中

津川市、恵那市及び瑞浪市に分布し、流

紋岩、石英安山岩及び溶結凝灰岩を主体

とする流紋岩質岩石で構成されている。

美濃帯の堆積岩類は、瑞浪市、御嵩町、

可児市及び多治見市に分布し、チャート、

砂岩、粘板岩及びこれらの互層で構成さ

れている。瑞浪層群（御嵩～可児地域で

は可児層群と呼ばれている）は瑞浪市、

御嵩町、可児市及び多治見市に分布し、

礫岩、砂岩、泥岩、凝灰岩、夾炭層及び

それらの互層で、下部は陸成の堆積物、

上部は海成の堆積物で構成されている。

下部の堆積物には土岐夾炭累層（瑞浪層

群）、可児夾炭累層（可児層群）と呼ば

れる褐炭層が頻繁に挟在する地層が分布

している。瀬戸層群はほぼ全域にわたっ

て分布しており、下部の土岐口陶土層（蛙

目粘土、木節粘土、珪砂、白粘土及びシ

ルトよりなり、褐炭層や火山灰層が挟在）

と上部の土岐砂礫層（主に砂礫であり、

よく円磨されたチャート、砂岩、花崗岩

及び濃飛流紋岩礫よりなる）に区分され

る。また、中津川市、恵那市、御嵩町及

び可児市の低地部には第四紀更新世、完

新世にまたがり河成の円礫層を主体とす

る段丘堆積物及び氾濫原堆積物が分布し

ている。 

対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質を図 4-2-1-13 に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質は、伊奈川花崗岩、苗木花崗岩、土

岐花崗岩、濃飛流紋岩類及び美濃帯堆積

岩類が基盤岩を構成し、それらを不整合

に覆って新第三紀中新世の瑞浪層群、新

第三紀鮮新世の瀬戸層群が分布してい

る。伊奈川花崗岩は、中津川市東部に分

布し、角閃石黒雲母花崗閃緑岩で構成さ

れている。苗木花崗岩は、中津川市及び

恵那市に分布し、主に黒雲母花崗岩で構

成されている。土岐花崗岩は、瑞浪市、

御嵩町、可児市及び多治見市に分布し、

角閃石黒雲母花崗閃緑岩で構成されてい

る。伊奈川花崗岩、苗木花崗岩及び土岐

花崗岩は、いずれも中生代白亜紀末にマ

グマの併入によって生成されたものであ

る。濃飛流紋岩類は、中津川市、恵那市

及び瑞浪市に分布し、流紋岩、石英安山

岩及び溶結凝灰岩を主体とする流紋岩質

岩石で構成されている。美濃帯堆積岩類

は、主に瑞浪市、御嵩町、可児市及び多

治見市に分布し、チャート、砂岩、粘板

岩及びこれらの互層で構成されている。

その内、粘板岩を主体とする地層には、

黄鉄鉱が含まれている可能性がある。瑞

浪層群（御嵩～可児地域では可児層群と

呼ばれている）は瑞浪市、御嵩町、可児

市及び多治見市に分布し、礫岩、砂岩、

泥岩、凝灰岩、凝灰質砂岩、凝灰質泥岩、

夾炭砂岩などで構成されている。瑞浪層

群の堆積物は、基底部から上方に向かっ

て淡水成、汽水成、海成へと変化してお

り、瑞浪層群堆積時代に当該地域に海域

が徐々に広がっていったことを示してい

る。瑞浪層群の下部に分布する土岐夾炭

累層、可児層群の下部に分布する可児夾

炭累層（中村層）には、褐炭層が頻繁に

挟在している。これら夾炭累層と花崗岩

との境界部分等にウラン鉱床が存在する

可能性がある。瀬戸層群はほぼ全域にわ

たって分布しており、下部の土岐口陶土

層（砂層、シルト層、粘土層よりなり、

粘土層中には蛙目粘土や木節粘土が挟

在）と上部の土岐砂礫層（主に礫層であ

り、チャート、砂岩、花崗岩及び濃飛流

紋岩礫などの円礫を含む）に区分される。

また、中津川市、恵那市、御嵩町、可児

市及び多治見市の低地部には第四紀更新

世、完新世にまたがり河成の礫層を主体

とする段丘堆積物及び氾濫原堆積物が分

布している。中津川市、恵那市及び瑞浪

市の一部地域には、扇状地堆積物が分布

する。 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ4-2-1-116 

図 4-2-1-13（1）表層

地質図 

－ 

 

手賀野断層、蕨平断層、屏風山断層の名

称を追記。 

ｐ4-2-1-118 

図 4-2-1-13（2）表層

地質図 

－ 

 

手賀野断層、屏風山断層の名称を追記。 

 

 

ｐ4-2-1-126 

ウ．断層 
対象事業実施区域及びその周囲の断層

を図 4-2-1-13 に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲に分布

する主要な活断層（5）は、阿寺断層（南部）、

野久保断層、赤河断層、権現山断層及び

華立断層が分布する。 

阿寺断層及び野久保断層は、下呂市か

ら中津川市加子母、付知、坂下、山口な

どを経て、中津川市北東部に至る阿寺断

層帯に含まれ、そのうち郡上市から中津

川市北東部にかけての延長約 60km の断層

である。最新活動時期は 1586 年の天正地

震であった可能性があり、平均活動間隔

は約 1,700 年であった可能性がある。東

北地方太平洋沖地震後の活断層の長期評

価によると、阿寺断層帯主部の北部につ

いては、地震発生確率は 30 年以内に 6～

11%とされている（地震調査研究推進本

部）。 

赤河断層及び権現山断層は、白川町か

ら恵那市に至る赤河断層帯に含まれ、延

長約 23km の断層であり、各断層の延長は、

赤河断層が約 24km、権現山断層が約 10km

である。各断層の確実度は、どちらもⅠ

（活断層であることが確実）又はⅡ（活

断層であることが推定される）、各断層

の活動度は、どちらも B（0.1m/1,000 年

のオーダー）であるとされている（日本

の活断層）。 

華立断層は、延長は約 7km、確実度はⅠ

（活断層であることが確実）、活動度は B

（0.1m/1,000 年のオーダー）であるとさ

れている（日本の活断層）。
 

対象事業実施区域及びその周囲の断層

を図 4-2-1-13 に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲に分布

する主要な活断層（5）は、計画路線と交差

する阿寺断層（南部）、野久保断層、赤

河断層、権現山断層及び華立断層が分布

する。 

阿寺断層及び野久保断層は、下呂市か

ら中津川市加子母、付知、坂下、山口な

どを経て、中津川市北東部に至る阿寺断

層帯に含まれ、そのうち郡上市から中津

川市北東部にかけての延長約 60km の断層

である。最新活動時期は 1586 年の天正地

震であった可能性があり、平均活動間隔

は約 1,700 年であった可能性がある。東

北地方太平洋沖地震後の活断層の長期評

価によると、阿寺断層帯主部の北部につ

いては、地震発生確率は 30 年以内に 6～

11%とされている（地震調査研究推進本

部）。 

赤河断層及び権現山断層は、白川町か

ら恵那市に至る赤河断層帯に含まれ、各

断層の延長は、赤河断層が約 24km、権現

山断層が約 10km である。各断層の確実度

は、どちらもⅠ（活断層であることが確

実）又はⅡ（活断層であることが推定さ

れる）、各断層の活動度は、どちらも B

（0.1m/1,000 年のオーダー）であるとさ

れている（日本の活断層）。 

華立断層は、延長は約 7km、確実度はⅠ

（活断層であることが確実）、活動度は B

（0.1m/1,000 年のオーダー）であるとさ

れている（日本の活断層）。 

また、対象事業実施区域の周囲には、

計画路線と交差しないが、屏風山断層、

手賀野断層、蕨平断層が分布する。 

屏風山断層、手賀野断層及び蕨平断層

は、中津川市から恵那市に至る屏風山断

層帯に含まれ、各断層の延長は、屏風山

断層が約 32km、手賀野断層が約 5km、蕨

平断層が約 2km である（日本の活断層）。

最新活動時期は 5 万年前以後に複数の断

層活動が認められるが、個々の活動時期

は不明であり、平均活動間隔は、4,000 年

～12,000 年程度であった可能性がある。

東北地方太平洋沖地震後の活断層の長期

評価によると、屏風山断層帯の地震発生

確率は 30 年以内に 0.2～0.7%とされてい

る（地震調査研究推進本部）。
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ｐ5-1 

5-1 計画段階配慮事項 
－

 
追記

 

ｐ7-2-1 

7-2-2 予測及び評価の

前提とする区域 

－
 

追記
 

ｐ7-2-23 

表 7-2-1（11）環境影

響評価項目に係る調

査、予測及び評価の手

法並びにその選定理由

（工事の実施、5.調査期間等） 

鳥類（一般鳥類）：5 回（春季、繁殖期、

夏季、秋季、冬季） 

（工事の実施、5.調査期間等） 

鳥類（一般鳥類）：5 回（春季、繁殖期、

夏季、秋季、冬季）   繁殖期とは個別

の鳥類の繁殖する時期を意味するもので

はなく、春季と夏季の間の期間を言う。 

（存在及び供用、5.調査期間等） 

鳥類（一般鳥類）：5 回（春季、繁殖期、

夏季、秋季、冬季） 

（存在及び供用、5.調査期間等） 

鳥類（一般鳥類）：5 回（春季、繁殖期、

夏季、秋季、冬季）   繁殖期とは個別

の鳥類の繁殖する時期を意味するもので

はなく、春季と夏季の間の期間を言う。 

ｐ7-3-3 

表 7-3-1（3）主な技術

的助言の内容 

（魚類、底生動物、大学、主な技術的助

言の内容） 

・アジメドジョウ、ネコギギ、ウシモツ

ゴなど里山の河川やため池に生息する魚

類の生息環境の把握に努める必要があ

る。 

・国内外来種も含め、外来種の拡大や外

来種の定着状況が分かるよう、個体数や

体長分布なども踏まえて、調査結果をと

りまとめる必要がある。今後の事後調査

等でも役に立つと思われる。 

・濁水の処理にあたっては、適切な大き

さの沈砂池を設置する必要がある。
 

（魚類、底生動物、大学、主な技術的助

言の内容） 

・アジメドジョウ、ネコギギ、ウシモツ

ゴなど里山の河川やため池に生息する魚

類の生息環境の把握に努める必要があ

る。 

・国内外来種も含め、外来種の拡大や外

来種の定着状況が分かるよう、個体数や

体長分布なども踏まえて、調査結果をと

りまとめる必要がある。今後の事後調査

等でも役に立つと思われる。 

・濁水の処理にあたっては、適切な大き

さの沈砂池を設置する必要がある。 

・地下水位の低下により沢や湿地への影

響が生じる恐れがある場合にあっては、

山岳トンネル上部に位置する沢や湿地を

対象に、工事前に代表的な地点を選定し、

動植物の状況を把握しておくとともに、

工事中は流量観測等により減水の傾向を

つかみ、工事による影響が懸念される場

合は、該当する沢や湿地について、詳細

なモニタリングを系統的に実施する必要

がある。

ｐ8-1-1-25 

②予測式 
srRw ：プルーム式により求められた風

向別大気安定度別基準濃度（m-1） 
srRw ：プルーム式により求められた風

向別大気安定度別基準濃度（1/m2） 

ｐ8-1-1-26 

②予測式 
・標高 h が有効煙突高 He より高い場合は

（図では h2 の例）、He/2 をプルーム中心

軸の地表からの高さとする。 

・標高 h が有効煙突高 He より高い場合は

（図では h2の例）、He/2 をプルーム中

心軸の地表からの高さとする。 

なお、本予測では岐阜県内全ての予測

地点において ERT の PSDM モデルを採用し

た。 

ｐ8-1-1-29 

d)予測対象時期等 
建設機械の稼働による環境影響が最大

となる時期とし、各予測地点において建

設機械の稼働による窒素酸化物及び浮遊

粒子状物質の排出量が最大になると想定

される 1 年間とした。 

予 測 地 点 別 の 予 測 対 象 時 期 を 表

8-1-1-16 に示す。 

建設機械の稼働による環境影響が最大

となる時期とし、各予測地点において建

設機械の稼働による窒素酸化物及び浮遊

粒子状物質の排出量が最大になると想定

される 1 年間とした。 

予 測 地 点 別 の 予 測 対 象 時 期 を 表

8-1-1-16 に示す。 

地上部工事における建設機械の稼働
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は、日稼働時間を 8～17 時（12 時台を除

く）の 8 時間/日、月稼働日数は 22 日/月

と想定した。トンネル工事における建設

機械の稼働は 24 時間稼働を前提とすると

ともに、月稼働日数は 23 日/月と想定し

た。 

ｐ8-1-1-31 

ｱ)予測項目 
f)バックグラウンド濃度の設定 f)気象条件及びバックグラウンド濃度の

設定 

ｐ8-1-1-31 

ｆ)気象条件及びバッ

クグラウンド濃度の設

定 

バックグラウンド濃度は、現地調査結果

を基に、表 8-1-1-18 に示すとおり設定し

た。 

予測に用いる風向・風速データは、一

般環境大気測定局と現地調査結果との間

で高い相関が確認された場合は一般環境

大気測定局のデータを補正して用い、そ

うでない場合は現地調査結果を用いた。

なお、車両基地は、現地で測定した通年

観測データを用いた。 

日射量、放射収支量及びバックグラウ

ンド濃度は、現地調査結果を基に設定し

た。 

予測に使用した気象及び大気質のデー

タを表 8-1-1-18 に示す。 

ｐ8-1-1-31 

表 8-1-1-18 予測に使

用した気象及び大気質

データ 

－ 気象データ、大気質データ（バックグラ

ウンド濃度）の追記 

ｐ8-1-1-35～40 

図 8-1-1-6 予測結果及

び予測地点位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

p8-1-1-41 

表 8-1-1-21 環境保全

措置の検討の状況 

 

 

 

（工事規模に合わせた建設機械の設定 

、適否の理由） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質の発生を低減

できるため、環境保全措置として採用す

る。 

（工事規模に合わせた建設機械の設定 

、適否の理由） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の発生を低減できるため、環境

保全措置として採用する。 

（建設機械の点検及び整備による性能維

持、適否の理由） 

適切な点検及び整備により、建設機械の

性能を維持することで、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の発生を低減できるた

め、環境保全措置として採用する。 

（建設機械の点検及び整備による性能維

持、適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検及び整備により、建設機械の性能

を維持することで、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の発生を低減できるため、環

境保全措置として採用する。 

－ 追記 

（揮発性有機化合物（以下、「VOC」とい

う。）の排出抑制） 

p8-1-1-41 

b)環境保全措置の実施

主体、方法その他の環

境保全措置の実施の内

容 

本事業では、建設機械の稼働による二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境

影響を低減させるため、環境保全措置と

して「排出ガス対策型建設機械の稼働」、

「工事規模に合わせた建設機械の設定」、

「建設機械の使用時における配慮」、「建

設機械の点検及び整備による性能維持」

及び「工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする」を実施する。 

本事業では、建設機械の稼働による二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境

影響を低減させるため、環境保全措置と

して「排出ガス対策型建設機械の稼働」、

「工事規模に合わせた建設機械の設定」、

「建設機械の使用時における配慮」、「建

設機械の点検及び整備による性能維持」 

、「工事に伴う改変区域をできる限り小

さくする」及び「VOC の排出抑制」を実施

する。 
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p8-1-1-42 

表 8-1-1-22(2)環境保

全措置の内容 

・工事規模に合わせた

建設機械の設定 

 

（環境保全措置の効果） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質の発生を低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の発生を低減できる。 

p8-1-1-42 

表 8-1-1-22(4)環境保

全措置の内容 

・建設機械の点検及び

整備による性能維持 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検及び整備により、建設機械の

性能を維持することで、二酸化窒素およ

び浮遊粒子状物質の発生を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検及び整備により、建設機械の性能

を維持することで、二酸化窒素および浮

遊粒子状物質の発生を低減できる。 

p8-1-1-42 

表 8-1-1-22(6)環境保

全措置の内容 

・「VOC」の排出抑制 

－ 追記 

ｐ8-1-1-44 

①回避又は低減に係る

評価 

本事業では、建設機械の稼働による二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響を低

減させるため、表 8-1-1-22 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、事

業者により実行可能な範囲内で低減が図

られていると評価する。 

建設機械の稼働による二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の予測結果及び現況値に

対する寄与率の程度は表 8-1-1-20 に示

すとおりである。 

二酸化窒素については、地点番号 01（中

津川市山口）において最大濃度地点で寄

与率 86.7％と最大となり、地点番号 12（恵

那市武並町藤）において直近民家位置で

寄与率 52.2％となる。また、その他の地

点についても最大濃度地点で 11.4％～

84.1％、直近民家位置で 2.1％～49.4％と

なるが、これらはあくまで工事期間中に

おける最大の値であり、その値が観測さ

れるのは工事中の限られた期間にとどま

る。 

浮遊粒子状物質については、地点番号

01（中津川市山口）において最大濃度地

点で寄与率 37.1％と最大となり、地点番

号 12（恵那市武並町藤）において直近民

家位置で寄与率 6.6％となる。また、その

他の地点についても最大濃度地点で

1.2％～29.5％、直近民家位置で 0.2％～

6.5％となる。 

なお、「資料編 1-3 予測に用いる気

象条件」に示す通り、これら予測値には

気象データの期間代表性及び地域代表

性、バックグラウンド濃度の期間代表性

に起因する誤差が考えられるものの、そ

の影響は環境基準値に対して二酸化窒

素・浮遊粒子状物質とも最大 2％程度に収

まると試算される。 

本事業では、これらの状況に加え、表

8-1-1-21 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、建設機械の稼働によ

る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る

環境影響の低減が図られていると評価す

る。 
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ｐ8-1-1-51 

d)予測対象時期等 
資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行による環境影響が最大となる時期と

し、各予測地点において資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行による窒素酸化

物及び浮遊粒子状物質の排出量が最大に

なると想定される 1 年間とした。 

予 測 地 点 別 の 予 測 対 象 時 期 を 表

8-1-1-26 に示す。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行による環境影響が最大となる時期と

し、各予測地点において資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行による窒素酸化

物及び浮遊粒子状物質の排出量が最大に

なると想定される 1 年間とした。 

予 測 地 点 別 の 予 測 対 象 時 期 を 表

8-1-1-26 に示す。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行時間は、8～17 時（12 時台を除く）の 8

時間/日と想定した。地上部工事では月稼

働日数を 22 日/月、トンネル工事では月

稼働日数を 23 日/月と想定した。 

ｐ8-1-1-52 

表 8-1-1-27 資材及び

機械の運搬に用いる車

両等の台数 

 

（地点番号 06、資材及び機械の運搬に用

いる車両（年間発生台数）） 

58,069 

 

（地点番号 06、資材及び機械の運搬に用

いる車両（年間発生台数）） 

52,069 

 

ｐ8-1-1-52 

表 8-1-1-27 資材及び

機械の運搬に用いる車

両等の台数 

－ 追記 

注 1.表中の年間発生台数は、片道の台数

を示す。 

ｐ8-1-1-55 

ｱ)予測項目 
f)バックグラウンド濃度の設定 f)気象条件及びバックグラウンド濃度の

設定 

ｐ8-1-1-55 

表 8-1-1-29 予測に使

用した気象及び大気質

データ 

表 8-1-1-29 予測に用いたバックグラウン

ド濃度 

表 8-1-1-29 予測に使用した気象及び大気

質データ 

気象データの追記 

ｐ8-1-1-58～63 

図 8-1-1-10 

予測結果及び予測地点

位置図 

 

 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

ｐ8-1-1-64 

表 8-1-1-31 環境保全

措置の検討の状況 

 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検及び整備による性能維持、適否の理由）

適切な点検及び整備により、資材及び機

械の運搬に用いる車両の性能を維持する

ことで、二酸化窒素および浮遊粒子状物

質の発生を低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検及び整備による性能維持、適否の理由）

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検及び整備により、資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持すること

で、二酸化窒素および浮遊粒子状物質の

発生を低減できるため、環境保全措置と

して採用する。 

(資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮、適否の理由) 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

ルートの変更や、法定速度の遵守等を行

うことにより、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の発生を低減できるため、環境保

全措置として採用する。 

(資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮、適否の理由) 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

ルートの分散化等を行うことにより、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の発生を低

減できるため、環境保全措置として採用

する。 

 

－ 追記 

（環境負荷低減を意識した運転の徹底） 
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ｐ8-1-1-64 

表 8-1-1-32(1)環境保

全措置の内容 

・資材及び機械の運搬

に用いる車両の点検及

び整備による性能維持

（環境保全措置の効果） 

適切な点検及び整備により、資材及び機

械の運搬に用いる車両の性能を維持する

ことで、二酸化窒素および浮遊粒子状物

質の発生を低減できる。 

 

 

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検及び整備により、資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持すること

で、二酸化窒素および浮遊粒子状物質の

発生を低減できる。 

ｐ8-1-1-65 

表 8-1-1-32(2)環境保

全措置の内容 

・資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行計

画の配慮 

 

(環境保全措置の効果) 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

ルートの変更や、法定速度の遵守等を行

うことにより、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の発生を低減できる。 

 

(環境保全措置の効果) 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

ルートの分散化等を行うことにより、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の発生を低

減できる。 

ｐ8-1-1-65 

表 8-1-1-32(3)環境保

全措置の内容 

・環境負荷低減を意識

した運転の徹底 

 

－ 追記 

ｐ8-1-1-64 

b)環境保全措置の実施

主体、方法その他の環

境保全措置の実施の内

容 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質に係る環境影響を低減させ

るため、環境保全措置として「資材及び

機械の運搬に用いる車両の点検及び整備

による性能維持」及び「資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行計画の配慮」を

実施する。 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質に係る環境影響を低減させ

るため、環境保全措置として「資材及び

機械の運搬に用いる車両の点検及び整備

による性能維持」「資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行計画の配慮」及び「環

境負荷低減を意識した運転の徹底」を実

施する。 

ｐ8-1-1-64 

表 8-1-1-32(1)環境保

全措置の内容 

（位置、範囲） 

計画路線全線 

（位置、範囲） 

工事施工範囲周辺の沿道 

ｐ8-1-1-65 

表 8-1-1-32(2)環境保

全措置の内容 

（位置、範囲） 

計画路線全線 

（位置、範囲） 

工事施工範囲周辺の沿道 

ｐ8-1-1-66 

b)評価の結果 

①回避又は低減に係る

評価 

本事業では、資材及び機械の運搬に用い

る車両の運行による二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の環境影響を低減させるた

め、表 8-1-1-32 に示した環境保全措置を

確実に実施することから、事業者により

実行可能な範囲内で低減が図られている

と評価する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

の予測結果及び現況値に対する寄与率の

程度は表 8-1-1-30 に示すとおりである。

二酸化窒素については、地点番号 09（瑞

浪市日吉町）において寄与率 19.2％と最

大となり、その他の地点についても 0.5％

～15.4％となるが、これらはあくまで工

事期間中における最大の値であり、その

値が観測されるのは工事中の限られた期

間にとどまる。 

浮遊粒子状物質については、地点番号

09（瑞浪市日吉町）において寄与率 0.6％

と最大となり、その他の地点についても

0.1％～0.5％となる。 

なお、資料編 環 1-6 に示す通り、こ

れら予測値には道路の勾配に起因する誤

差が考えられるものの、勾配が 5%を超え

る地点はないため、その影響は環境基準

値に対して 二酸化窒素で最大 1.7％程度
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予測地点区分 
環境濃度（ppm） 

基準 
環境基準

適合状況年平均値 日平均値の年間98％値 

最大濃度地点 0.0090050 0.017 日平均値の年間98％値

が0.06ppm以下 

○ 

直近住居等 0.0090016 0.017 ○ 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

に収まり、また浮遊粒子状物質について

は、ほとんど影響がない。 

本事業では、これらの状況に加え、表 

8-1-1-31 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行による二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の環境影響について低

減が図られていると評価する。 

 

ｐ8-1-1-73 

ｱ)予測項目 
g) バックグラウンド濃度の設定 g) 気象条件及びバックグラウンド濃度

の設定 

 

ｐ8-1-1-74 

表 8-1-1-40 予測に用

いたバックグラウンド

濃度 

－ 気象データの追加 

ｐ8-1-1-74 

表 8-1-1-43 鉄道施設

（車両基地）の供用に

よる二酸化窒素濃度変

化の予測結果  
 

ｐ8-1-1-75 

表 8-1-1-44 鉄道施設

（車両基地）の供用に

よる浮遊粒子状物質の

予測結果 

 

 

 

 

 

ｐ8-1-1-76 

図 8-1-1-12 予測結果

及び予測地点位置図 

 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

ｐ8-1-1-79 

b)評価の結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 

 

本事業では、鉄道施設の供用による二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境影響

を低減させるため、表 8-1-1-46 に示した

環境保全措置を確実に実施することか

ら、事業者により実行可能な範囲内で回

避又は低減が図られていると評価する。 

 

本事業では、表 8-1-1-45 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、鉄

道施設（車両基地）の供用による二酸化

窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響

の低減が図られていると評価する。 

ｐ8-1-1-79 

表 8-1-1-48(1)基準又

は目標との整合の状況

（二酸化窒素） 
  

ｐ8-1-1-79 

表 8-1-1-48(2)基準又

は目標との整合の状況

（浮遊粒子状物質） 

  

ｐ8-1-1-83 

d)予測地点 
予測地域の内、住居等の分布状況を考慮

し、建設機械の稼働による粉じん等の影

響を適切に予測することができる地点と

して各計画施設の工事範囲外で最大の降

下ばいじん量となる地点及び直近の住居

等の位置とした。なお、予測高さは、地

上 1.5ｍとした。予測地点は、「(1)二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質」と同様であ

り、表 8-1-1-15 に示す。 

予測地域の内、住居等の分布状況を考

慮し、建設機械の稼働による粉じん等の

影響を適切に予測することができる地点

として各計画施設の工事範囲外で最大の

降下ばいじん量となる地点及び直近の住

居等の位置とした。なお、予測高さは、

地上 1.5ｍとした。予測地点は、建設機械

の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の予測地点と同様の表 8-1-1-15 及

び図 8-1-1-6 に示したとおりである。 

予測地点区分 

車両基地の 

寄与濃度 

（A） 

バックグラウ

ンド濃度 

（B） 

環境濃度 

（A+B） 

寄与率（％）

（A/（A+B））

×100 

最大濃度地点 0.00502 0.009 0.01402 35.8 

直近住居等 0.00157 0.009 0.01057 14.9 

予測地点区分 

車両基地の 

寄与濃度 

（A） 

バックグラウ

ンド濃度 

（B） 

環境濃度 

（A+B） 

寄与率（％）

（A/（A+B））

×100 

最大濃度地点 0.0000050 0.009 0.0090050 0.06 

直近住居等 0.0000016 0.009 0.0090016 0.02 

予測地点区分 

車両基地の 

寄与濃度 

（A） 

バックグラウ

ンド濃度 

（B） 

環境濃度 

（A+B） 

寄与率（％）

（A/（A+B））

×100 

最大濃度地点 0.01466 0.015 0.02966 49.4 

直近住居等 0.00434 0.015 0.01934 22.4 

予測地点区分 

車両基地の 

寄与濃度 

（A） 

バックグラウ

ンド濃度 

（B） 

環境濃度 

（A+B） 

寄与率（％）

（A/（A+B））

×100 

最大濃度地点 0.000015 0.015 0.015015 0.10 

直近住居等 0.000004 0.015 0.015004 0.03 

予測地点区分 
環境濃度（ppm） 

基準 
環境基準

適合状況年平均値 日平均値の年間98％値 

最大濃度地点 0.01402 0.026 日平均値の年間98％値

が0.06ppm以下 

○ 

直近住居等 0.01057 0.020 ○ 

予測地点区分 
環境濃度（mg/m3） 

基準 
環境基準

適合状況年平均値 日平均値の年間2％除外値

最大濃度地点 0.02966 0.068 日平均値の年間2％除外

値が0.10mg/m3以下 

○ 

直近住居等 0.01934 0.048 ○ 

 

予測地点区分 
環境濃度（mg/m3） 

基準 
環境基準

適合状況年平均値 日平均値の年間2％除外値 

最大濃度地点 0.015015 0.040 日平均値の年間2％除外

値が0.10mg/m3以下 

○ 

直近住居等 0.015004 0.040 ○ 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-1-1-83 

e)予測対象時期等 

 

 

建設機械の稼働による環境影響が最も大

きくなると想定される時期とした。 

 

 

 

建設機械の稼働による環境影響が最も大

きくなると想定される時期とした。また、

建設機械の稼働の日稼働時間及び月稼働

日数は、「(1) 二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質」と同様とした。 

 

ｐ8-1-1-83 

f)予測条件の設定 

①予測対象ユニットの

選定 

予測対象ユニットは、工事計画により想

定した工種及び予想される工事内容を基

に選定した種別の中から、各鉄道施設ご

とに、最も粉じんの影響が大きくなるも

のを選定した。 

予測対象ユニットは、「道路環境影響評

価の技術手法（平成 24 年度版）」に基づ

き、工事計画により想定した工種及び予

想される工事内容を基に選定した種別の

中から各鉄道施設ごとに、最も粉じんの

影響が大きくなるものを選定し、そのユ

ニット数は各ユニットの日当り施工能力

に対する計画施設の施工規模から算出し

た。 

 

p8-1-1-87～92 

図 8-1-1-15 

予測結果及び予測地点

位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

p8-1-1-94 

表 8-1-1-53 環境保全

措置の検討の状況 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、粉じ

ん等の発生を低減できるため、環境保全

措置として採用する。 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、粉じん等の発生を低減

できるため、環境保全措置として採用す

る。 

 

（仮囲いの設置、適否の理由） 

仮囲いを設置することで、粉じん等の拡

散を低減できるため、環境保全措置とし

て採用する。 

（仮囲いの設置、適否の理由） 

住居等周辺環境を考慮した仮囲いの高さ

の検討を行ったうえで仮囲いを設置する

ことで、粉じん等の拡散を低減できるた

め、環境保全措置として採用する。 

 

p8-1-1-94 

表 8-1-1-54(1)環境保

全措置の内容 

・工事規模に合わせた

建設機械の設定 

（環境保全措置の効果） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、粉じ

ん等の発生を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、粉じん等の発生を低減

できる。 

 

p8-1-1-95 

表 8-1-1-54(3)環境保

全措置の内容 

・仮囲いの設置 

（環境保全措置の効果） 

仮囲いを設置することで、粉じん等の拡

散を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

住居等周辺環境を考慮した仮囲いの高さ

の検討を行ったうえで仮囲いを設置する

ことで、粉じん等の拡散を低減できる。 

 

p8-1-1-96 

b)評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 

 

本事業では、建設機械の稼働による粉じ

ん 等 の 影 響 を 低 減 さ せ る た め 、 表

8-1-1-54 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

本事業では、「工事規模に合わせた建設

機械の設定」、「工事現場の清掃及び散

水」、「仮囲いの設置」、「工事に伴う

改変区域をできる限り小さくする」及び

「工事の平準化」の環境保全措置を確実

に実施することから、建設機械の稼働に

よる粉じん等の環境影響の低減が図られ

ていると評価する。 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

p8-1-1-103～108 

図 8-1-1-18 

予測結果及び予測地点

位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

p8-1-1-111 

b)評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による粉じん等の影響を

低減させるため、表 8-1-1-61 に示した環

境保全措置を確実に実施することから、

事業者により実行可能な範囲内で低減が

図られていると評価する。 

本事業では、表 8-1-1-61 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、資

材及び機械の運搬に用いる車両の運行に

よる粉じん等に係る環境影響の低減が図

られていると評価する。 

ｐ8-1-2-17 

b)予測式 
また、複数の建設機械が同時に稼働す

る事を考慮するために、個々の建設機械

による騒音レベルの予測を行い、次式を 

用いて合成した。 

ΔLD: 透過音を考慮した回折補正量

（dB） 

ΔLd,slit ：遮音壁をスリット開口と考え

た時の回折補正量（dB） 

Rｎ：遮音壁の透過損失（dB） 

※遮音壁の透過損失は、一般の遮音壁

や防音パネルを仮設物として設置した場

合の 20dB とした。 

また、複数の建設機械が同時に稼働する

事を考慮するために、個々の建設機械に

よる騒音レベルの予測を行い、次式を用

いて合成した。 

ｐ8-1-2-17 

b)予測式 

ｐ8-1-2-19 

ｵ)予測対象時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予測位置は、仮囲いを工事敷地境界に

設置したため、工事敷地境界から 0.5m 離

れた位置とした。 

なお、山岳トンネル、非常口（山岳部）、

車両基地、変電施設における予測は、広

範囲な工事となるため、建設機械 1 ユニ

ットあたりの施工範囲を概ね 25m×25m と

想定して工事敷地境界付近に面的に配置

し、予測を行った。 

注 1．予測位置は、仮囲いを工事範囲境界

に設置したため、工事範囲境界から 0.5m

離れた位置とした。 

なお、高架橋、橋梁等の本線地上部の予

測は、施工幅が狭いため、音源は建設機

械の回転半径等を考慮して工事範囲境界

から 5m 地点に設定し、断面予測を行った。

山岳トンネル、非常口（山岳部）、地上

駅、車両基地、変電施設の予測は、広範

囲な工事となるため、建設機械 1 ユニッ

トあたりの施工範囲を概ね 25m×25m と想

定して工事範囲境界付近に面音源として

配置し、予測を行った。 

工事範囲境界とは、「特定建設作業に伴

って発生する騒音の規制に関する基準

(昭和 43 年、厚生省建設省告示第 1 号)」

および「振動規制法施行規則(昭和 51 年

11 月 10 日、総理府令第 58 号)の「特定建

設作業の規制に関する基準」に想定され

る、特定建設作業の敷地の境界線と同義

である。 

工事による稼働機械の騒音が最大とな

る時期とした。 

予測地点別の予測時期を表 8-1-2-13 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

工事による稼働機械の騒音が最大とな

る時期とした。 

予測地点別の予測時期を表 8-1-2-13 に

示す。 

地上部工事における建設機械の稼働

は、日稼働時間を 8～17 時（12 時台を除

く）の 8 時間/日、月稼働日数は 22 日/月

と想定した。トンネル工事における建設

機械の稼働は 24 時間稼働を前提とすると

ともに、月稼働日数は 23 日/月と想定し

た。 
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地点番号 市町村名 所在地 予測対象時期 

01 

中津川市 

山口 工事開始後 6年目 

02 瀬戸 工事開始後 6年目 

03 瀬戸 工事開始後 5年目 

04 駒場 工事開始後 5年目 

05 千旦林 工事開始後 3年目 

06 千旦林 工事開始後 1年目 

07 千旦林 工事開始後 2年目 

08 茄子川 工事開始後 1年目 

09 

恵那市 

大井町 工事開始後 2年目 

10 大井町 工事開始後 2年目 

11 大井町 工事開始後 6年目 

12 武並町藤 工事開始後 2年目 

13 瑞浪市 日吉町 工事開始後 8年目 

14 御嵩町 美佐野 工事開始後 2年目 

15 
可児市 

久々利 工事開始後 3年目 

16 大森 工事開始後 5年目 

17 
多治見市 

大針町 工事開始後 5年目 

18 大針町 工事開始後 7年目 

 

地点番号 市町村名 所在地 予測対象時期 

01 

中津川市 

山口 工事開始後 8 年目 

02 瀬戸 工事開始後 6 年目 

03 瀬戸 工事開始後 5 年目 

04 駒場 工事開始後 8 年目 

05 千旦林 工事開始後 3 年目 

06 千旦林 工事開始後 1～2 年目

07 千旦林 工事開始後 2～5 年目

08 茄子川 工事開始後 1～2 年目

09 

恵那市 

大井町 工事開始後 1 年目 

10 大井町 工事開始後 3 年目 

11 大井町 工事開始後 8 年目 

12 武並町藤 工事開始後 2 年目 

13 瑞浪市 日吉町 工事開始後 8 年目 

14 御嵩町 美佐野 工事開始後 2 年目 

15 
可児市 

久々利 工事開始後 2～4 年目

16 大森 工事開始後 7 年目 

17 
多治見市 

大針町 工事開始後 5～6 年目

18 大針町 工事開始後 7 年目 
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ｐ8-1-2-19 

ｵ)予測対象時期 

表 8-1-2-13 

 

  

ｐ8-1-2-22～27 

図 8-1-2-5 

予測結果及び予測地点

位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

ｐ8-1-2-28 

表 8-1-2-16 環境保全

措置の検討の状況 

 

 

 

（仮囲い・防音シート等の設置による遮

音効果、適否の理由） 

遮音効果が大きいことから、環境保全措

置として採用する。 

（仮囲い・防音シート等の設置による遮

音効果、適否の理由） 

住居等周辺環境を考慮した仮囲い等の高

さの検討を行ったうえで仮囲い・防音シ

ート等を設置することで、遮音による騒

音の低減効果が見込まれることから、環

境保全措置として採用する。 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

適正な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、騒音

の発生を低減できることから、環境保全

措置として採用する。 

 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、騒音の発生を低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

（建設機械の点検・整備による性能維持 

、適否の理由） 

適切な点検・整備により建設機械の性能

を維持することで、騒音の発生を低減で

きることから、環境保全措置として採用

する。 

（建設機械の点検・整備による性能維持 

、適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により建設機械の性能を維

持することで、騒音の発生を低減できる

ことから、環境保全措置として採用する。

ｐ8-1-2-29 

表 8-1-2-17(2)環境保

全措置の内容 

・仮囲い・防音シート

等の設置による遮音効

果 

（環境保全措置の効果） 

遮音による低減効果が見込まれる。 

（環境保全措置の効果） 

住居等周辺環境を考慮した仮囲い等の高

さの検討を行ったうえで仮囲い・防音シ

ート等を設置することで、遮音による騒

音の低減効果が見込まれる。 

ｐ8-1-2-29 

表 8-1-2-17(3)環境保

全措置の内容 

・工事規模に合わせた

建設機械の設定 

 

（環境保全措置の効果） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、騒音

の発生を低減できる。 

 

（環境保全措置の効果） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、騒音の発生を低減でき

る。 

ｐ8-1-2-29 

表 8-1-2-17(5)環境保

全措置の内容 

・建設機械の点検・整

備による性能維持 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により建設機械の性能

を維持することで、騒音の発生を低減で

きる。 

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により建設機械の性能を維

持することで、騒音の発生を低減できる。

ｐ8-1-2-31 

ｲ 評価結果 

a) 回避又は低減に係

る評価 

 

本事業は、建設機械の稼働による騒音

に係る環境影響を低減させるため、表

8-1-2-16 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

建設機械の稼働による各地点の騒音レ

ベルの予測値は 74dB～80dB となるが、こ

れらはあくまで工事期間中における最大

の値であり、その値が観測されるのは工
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予測地点 路線名 予測対象時期 

01 市道二升蒔・土八線 工事開始後 3 年目 

02 市道落合 150 号線 工事開始後 4 年目 

03 県道 6 号（主要地方道中津川田立線） 工事開始後 1 年目 

04 国道 257 号（南北街道） 工事開始後 3 年目 

05 市道坂本 270 号線 工事開始後 4 年目 

06 市道原・前田線 工事開始後 1 年目 

07 県道 72 号（主要地方道恵那蛭川東白川線） 工事開始後 3 年目 

08 国道 418 号 工事開始後 3 年目 

09 市道南垣外・北野線 工事開始後 5 年目 

10 国道 21 号 工事開始後 3 年目 

11 県道 84 号（土岐可児線） 工事開始後 5 年目 

12 県道 83 号（多治見白川線） 工事開始後 3 年目 

13 市道 513600 線 工事開始後 5 年目 

 

予測地点 路線名 予測対象時期 

01 市道二升蒔・圦線 工事開始後 3 年目 

02 市道落合 150 号線 工事開始後 4 年目 

03 県道 6 号（主要地方道中津川田立線） 工事開始後 1 年目 

04 国道 257 号（南北街道） 工事開始後 3 年目 

05 市道坂本 270 号線 工事開始後 4 年目 

06 市道原・前田線 工事開始後 1 年目 

07 県道 72 号（主要地方道恵那蛭川東白川線） 工事開始後 3 年目 

08 国道 418 号 工事開始後 2 年目 

09 市道南垣外・北野線 工事開始後 4 年目 

10 国道 21 号 工事開始後 2 年目 

11 県道 84 号（土岐可児線） 工事開始後 5 年目 

12 県道 83 号（多治見白川線） 工事開始後 4 年目 

13 市道 513600 線 工事開始後 5 年目 
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能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

事中の限られた期間にとどまる。 

本事業では、これらの状況に加え、「低

騒音型建設機械の採用」、「仮囲い・防

音シート等の設置による遮音対策」、「工

事規模に合わせた建設機械の設定」、「建

設機械の使用時における配慮」、「建設

機械の点検・整備による性能維持」及び

「工事の平準化」の環境保全措置を確実

に実施することから、建設機械の稼働に

よる騒音の環境影響について低減が図ら

れているものと評価する。 

 

ｐ8-1-2-35 

b 予測式 

ｴ 予測対象時期 

工事により発生する資材及び機械の運

搬に用いる車両の台数が最大となる時期

とした。 

予 測 地 点 別 の 予 測 対 象 時 期 を 表

8-1-2-20 に示す。 

 

工事により発生する資材及び運搬に用

いる車両の台数が最大となる時期とし

た。 

予 測 地 点 別 の 予 測 対 象 時 期 を 表

8-1-2-20 に示す。 

資材及び運搬に用いる車両の運行時間

は、8～17 時（12 時台を除く）の 8 時間/

日と想定した。地上部工事では月稼働日

数を 22 日/月、トンネル工事では月稼働

日数を 23 日/月と想定した。 

 

ｐ8-1-2-36 

ｵ）予測対象時期 

表 8-1-2-20 

 

 

 

 

ｐ8-1-2-37 

表 8-1-2-22 予測結果 
（地点番号 02、予測値） 

63 

（地点番号 02、予測値） 

62 

ｐ8-1-2-38～43 

図 8-1-2-7 予測結果及

び予測地点位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

ｐ8-1-2-44 

表 8-1-2-23 環境保全

措置の検討の状況 

 

 

 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持、適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の適切

な点検・整備による性能維持により、発

生する騒音の低減が見込まれるため、環

境保全措置として採用する。 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持、適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備による性能維持により、発

生する騒音の低減が見込まれるため、環

境保全措置として採用する。 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮、適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行ルートの分散化や、法定速度の遵守等

等を行うことにより、騒音の発生を低減

できることから、環境保全措置として採

用する。 

 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮、適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行ルートの分散化等を行うことにより、

騒音の発生を低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

－ 

 

追記 

（環境負荷低減を意識した運転の徹底） 
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ｐ8-1-2-44 

ｲ)環境保全措置の実施

主体、方法その他の環

境保全措置の実施の内

容 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による騒音に係る環境影

響を低減させるため、環境保全措置とし

て「資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検・整備による性能維持」「資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行計画の配

慮」及び「工事の平準化」を実施する。 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による騒音に係る環境影

響を低減させるため、環境保全措置とし

て「資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検・整備による性能維持」「資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行計画の配

慮」「環境負荷低減を意識した運転の徹

底」及び「工事の平準化」を実施する。 

 

ｐ8-1-2-45 

表 8-1-2-24(2)環境保

全措置の内容 

（時期・期間） 

計画時 

（時期・期間） 

工事中 

ｐ8-1-2-45 

表 8-1-2-24(3)環境保

全措置の内容 

－ 追記 

 

 

 

 

ｐ8-1-2-46 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、資材及び機械の運搬に用い

る車両の運行による騒音に係る環境影響

を低減させるため、表 8-1-2-23 に示した

環境保全措置を確実に実施することか

ら、事業者により実行可能な範囲内で低

減が図られていると評価する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行による各地点で予測される騒音レベル

のうち、事業の実施に伴う寄与分は現況

値の小さい地点で最大 6.0dB となるが、

これらはあくまで工事期間中における最

大の値であり、その値が観測されるのは

工事中の限られた期間にとどまる。 

本事業では、これらの状況に加え、「資

材及び機械の運搬に用いる車両の点検・

整備による性能維持」、「資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行計画の配慮」、

「環境負荷低減を意識した運転の徹底」

及び「工事の平準化」の環境保全措置を

確実に実施することから、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行による騒音の

環境影響について低減が図られているも

のと評価する。 

 

ｐ8-1-2-47 

b)基準又は目標との整

合性の検討 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行に伴い発生する道路交通騒音の予測結

果は、表 8-1-2-22 に示すとおり道路端に

おいて 63～72dB となる。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行に伴い発生する道路交通騒音の予測結

果は、表 8-1-2-22 に示すとおり道路端に

おいて 62～72dB となる。 

 

ｐ8-1-2-47 

表 8-1-2-26 評価結果 
（地点番号 02、予測値） 

63 

（地点番号 02、予測値） 

62 

 

ｐ8-1-2-49 

ｂ）予測式 
da LrNPWLexitLRa  )(log2011 10　　　　　　　　　   

ｐ8-1-2-49 

ｂ）予測式 
db LrNPWLexitLRb  )(log2011 10　　　　　　   

ｐ8-1-2-49 

ｂ）予測式 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｐ8-1-2-52～53 

図 8-1-2-11 

予測結果及び予測地点

位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

da LrNPWLexitLRa  )(log2011log10 1010

db LrNPWLexitLRb  )(log2011log10 1010









 


N

i

LRi

1

10/
10 1010log10LR









 


N

i

LRi

1

10/
10 10log10LR
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ｐ8-1-2-54 

表 8-1-2-34 環境保全

措置の検討の状況 

 

 

（換気施設の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

適切な点検・整備により換気施設の性能

を維持することで、騒音を低減できるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（換気施設の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

換気設備の異常な騒音、ケーシング内

の異物の混入の有無、据付ボルトの緩み、

消音設備の腐食の有無や目詰まり状況の

異常等の検査に加え、定期的に分解検査

を行い、換気設備内部の粉塵の堆積、腐

食の進行等の検査を行うことにより、換

気施設の性能を維持することで、騒音を

低減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

 

ｐ8-1-2-55 

表 8-1-2-35(4)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により換気施設の性

能を維持することで、騒音を低減できる。

 

（環境保全措置の効果） 

換気設備の異常な騒音、ケーシング内

の異物の混入の有無、据付ボルトの緩み、

消音設備の腐食の有無や目詰まり状況の

異常等の検査に加え、定期的に分解検査

を行い、換気設備内部の粉塵の堆積、腐

食の進行等の検査を行うことにより、換

気施設の性能を維持することで、騒音を

低減できる。 

 

ｐ8-1-2-57 

ｲ) 評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、鉄道施設（換気施設）の

供用による騒音に係る環境影響を低減さ

せるため、表 8-1-2-34 に示した環境保全

措置を確実に実施することから、事業者

により実行可能な範囲内で低減が図られ

ていると評価する。 

本事業では、「環境対策型換気施設の

採用」、「消音設備及び多孔板の設置」、

「換気ダクトの曲がり部の設置」及び「換

気施設の点検・整備による性能維持」の

環境保全措置を確実に実施することか

ら、鉄道施設（換気施設）の供用に係る

騒音の環境影響について低減が図られて

いるものと評価する。 

 

ｐ8-1-2-65 

c)環境対策工 
高さ 2.0m の防音壁の設置を基本とし、

現在の土地利用状況等に応じ、騒音対策

上必要な場合は高さ 3.5m の防音壁又は防

音防災フードを設置することを予測の前

提とした。 

なお、防音壁の高さは施工基面から上の

部分の高さであり、防音防災フードはコ

ンクリート製とした。 

高さ 2.0m の防音壁の設置を基本とし、

現在の土地利用状況に応じ、騒音対策上

必要な場合は高さ 3.5m の防音壁又は防音

防災フードを設置することを予測の前提

とした。防音壁の高さは施工基面から上

の部分の高さであり、防音壁、防音防災

フードともコンクリート製とした。 

なお、山梨リニア実験線における防音

壁は約 10cm の厚みがあり、高架橋両側に

設けた支柱の間に、線路方向にコンクリ

ート板を設置している。また、防音防災

フードは約 20cm の厚みがあり、線路方向

の幅は約 2～3m で、円弧状に３分割（長

さ約 10m）したコンクリートの部材を PC

鋼材で結合する構造である。 

 

p8-1-2-65 

表 8-1-2-41 各音源の

音響パワーレベル 

－ 追記 

ｐ8-1-2-69～72 

図 8-1-2-17 

調査結果及び予測地点

位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 



 

12-17 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-1-2-73 

表 8-1-2-44 環境保全

措置の検討の状況 

 

 

（防音防災フードの目地の維持管理の徹

底、適否の理由） 

防音防災フードの目地の適切な点検、整

備を行い、その性能を維持することで、

騒音を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

（防音防災フードの目地の維持管理の徹

底、適否の理由） 

防音防災フード間目地の取り付けボルト

の緩みや目地材の腐食の有無等の検査を

行い、検査結果をもとに必要に応じて、

取り付けボルトの増締めや目地材の交換

を行うことにより、その性能を維持する

ことで、騒音を低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

（桁間の目地の維持管理の徹底、適否の

理由） 

桁間の目地の適切な点検、整備を行い、

その性能を維持することで、騒音を低減

できることから、環境保全措置として採

用する。 

（桁間の目地の維持管理の徹底、適否の

理由） 

桁間目地の目地材の腐食や亀裂の有

無、取り付け状況の確認等の検査を行い、

検査結果をもとに必要に応じて、目地材

の交換等を行うことにより、その性能を

維持することで、騒音を低減できること

から、環境保全措置として採用する。 

ｐ8-1-2-74 

表 8-1-2-45(2)環境保

全措置の内容 

・防音防災フードの目

地の維持管理の徹底 

 

（環境保全措置の効果） 

防音防災フードの目地の適切な点検、

整備を行い、その性能を維持することで、

騒音の発生を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

防音防災フード間目地の取り付けボル

トの緩みや目地材の腐食の有無等の検査

を行い、検査結果をもとに必要に応じて、

取り付けボルトの増締めや目地材の交換

を行うことにより、その性能を維持する

ことで、騒音の発生を低減できる。 

ｐ8-1-2-74 

表 8-1-2-45(3)環境保

全措置の内容 

・桁間の目地の維持管

理の徹底 

 

（環境保全措置の効果） 

桁間の目地の適切な点検、整備を行い、

その性能を維持することで、騒音の発生

を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

桁間目地の目地材の腐食や亀裂の有

無、取り付け状況の確認等の検査を行い、

検査結果をもとに必要に応じて、目地材

の交換等を行うことにより、その性能を

維持することで、騒音の発生を低減でき

る。 

ｐ8-1-2-76 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、列車の走行（地下を走行

する場合を除く。）による騒音に係る環

境影響を低減させるため、表 8-1-2-43 に

示した環境保全措置を確実に実施するこ

とから、事業者により実行可能な範囲内

で低減が図られていると評価する。 

列車の走行（地下を走行する場合を除

く）に伴う各地点の予測値は表 8-1-2-43

に示す通りとなるが、これらはあくまで

ピーク値であり、その値が観測されるの

は列車が走行する極めて短い時間にとど

まる。  

本事業では、これらの状況に加え、「防

音壁、防音防災フードの設置」、「防音

防災フードの目地の維持管理の徹底」、

「桁間の目地の維持管理の徹底」、「防

音壁の改良」、｢個別家屋対策｣及び「沿

線の土地利用対策」の環境保全措置を確

実に実施することから、列車の走行（地

下を走行する場合を除く。）に係る騒音

の環境影響について低減が図られている

ものと評価する。 

 

ｐ8-1-3-3 

表 8-1-3-4 現地調査

地点及びその選定要因

（道路交通振動） 

注 1．「区分の区域」は、振動規制法に

基づく振動の規制基準（昭和 53 年岐阜県

告示第 154 号）に定める区域の区分を示

す。 

注 1．「区分の区域」は、振動規制法に基

づく振動の規制基準（昭和 51 年振動規制

法第 3条 1項、昭和 53年岐阜県告示第 159

号、平成 24 年 3 月中津川市告示第 22 号、

平成 24 年 3 月恵那市告示第 17 号、平成
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地点番号 市町村名 所在地 予測対象時期 

01 

中津川市 

山口 工事開始後 8 年目 

02 瀬戸 工事開始後 6 年目 

03 瀬戸 工事開始後 1 年目 

04 駒場 工事開始後 8 年目 

05 千旦林 工事開始後 3～4 年目 

06 千旦林 工事開始後 1～2 年目 

07 千旦林 工事開始後 1 年目 

08 茄子川 工事開始後 1～2 年目 

09 

恵那市 

大井町 工事開始後 1 年目 

10 大井町 工事開始後 3 年目 

11 大井町 工事開始後 8 年目 

12 武並町藤 工事開始後 2 年目 

13 瑞浪市 日吉町 工事開始後 8 年目 

14 御嵩町 美佐野 工事開始後 2 年目 

15 
可児市 

久々利 工事開始後 2～4 年目 

16 大森 工事開始後 7 年目 

17 
多治見市 

大針町 工事開始後 5 年目 

18 大針町 工事開始後 7 年目 

 

地点番号 市町村名 所在地 予測対象時期 

01 

中津川市 

山口 工事開始後 6 年目 

02 瀬戸 工事開始後 6 年目 

03 瀬戸 工事開始後 1 年目 

04 駒場 工事開始後 8 年目 

05 千旦林 工事開始後 2～3 年目 

06 千旦林 工事開始後 1～2 年目 

07 千旦林 工事開始後 1 年目 

08 茄子川 工事開始後 1～2 年目 

09 

恵那市 

大井町 工事開始後 2 年目 

10 大井町 工事開始後 2 年目 

11 大井町 工事開始後 6 年目 

12 武並町藤 工事開始後 2 年目 

13 瑞浪市 日吉町 工事開始後 8 年目 

14 御嵩町 美佐野 工事開始後 2 年目 

15 
可児市 

久々利 工事開始後 2～3 年目 

16 大森 工事開始後 7 年目 

17 
多治見市 

大針町 工事開始後 5 年目 

18 大針町 工事開始後 7 年目 

 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

24 年 3 月瑞浪市告示第 34 号、平成 24 年

4 月可児市告示第 63 号、平成 24 年 3 月多

治見市告示第 64 号）に定める区域の区分

を示す。 

ｐ8-1-3-15 

b)予測式 

 

なお、山岳トンネル、非常口（山岳部）、

車両基地、変電施設においては、広範囲

な工事となるため、振動源は工事種類別

に 1 日の施工範囲を概ね 25m×25m と想定

して工事敷地境界付近に面的に配置し、

予測を行った。 

なお、高架橋、橋梁等の本線地上部の予

測は、施工幅が狭いため、振動源は建設

機械の回転半径等を考慮して工事範囲境

界から 5m 地点に設定し、断面予測を行っ

た。山岳トンネル、非常口（山岳部）、

地上駅、車両基地、変電施設の予測は、

広範囲な工事となるため、建設機械 1 ユ

ニットあたりの範囲を概ね 25m☓25m と想

定して工事範囲境界付近に振動源として

配置し、予測を行った。 

 

ｐ8-1-3-17 

ｵ)予測対象時期 
工事により発生する振動が最大となる

時期とした。予測地点別の予測時期を表

8-1-3-13 に示す。 

工事により発生する振動が最大となる

時期とした。予測地点別の予測時期を表

8-1-3-13 に示す。地上部工事における建

設機械の稼働は、日稼働時間を 8～17 時

（12 時台を除く）の 8 時間/日、月稼働日

数は 22 日/月と想定した。トンネル工事

における建設機械の稼働は 24 時間稼働を

前提とするとともに、月稼働日数は 23 日

/月と想定した。 

 

ｐ8-1-3-17 

ｵ)予測対象時期 

表 8-1-3-13 

  

ｐ8-1-3-20～25 

図 8-1-3-4 予測結果及

び予測地点位置図 

－ 図面名称変更、予測結果の追記 

ｐ8-1-3-26 

表 8-1-3-16 環境保

全措置の検討の状況 

 

 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

使用する建設機械を工事規模に合わせ適

切に設定し、必要以上の建設機械の配

置・稼働を避けることで振動の発生を抑

制することができるため、環境保全措置

として採用する。 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、振動の発生を抑制する

ことができるため、環境保全措置として

採用する。 

（建設機械の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

適切な点検・整備により建設機械の性能

を維持し、作業の効率化を図ることで振

動の発生を抑制することができるため、

環境保全措置として採用する。 

（建設機械の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により建設機械の性能を維

持し、作業の効率化を図ることで振動の

発生を抑制することができるため、環境

保全措置として採用する。 
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地点 
番号 

路線名 予測対象時期 

01 市道二升蒔・土八線  工事開始後 3年目 

02 市道落合 150 号線  工事開始後 4年目 

03 県道 6号（主要地方道中津川田立線） 工事開始後 1年目 

04 国道 257 号（南北街道） 工事開始後 3年目 

05 市道坂本 270 号線  工事開始後 4年目 

06 市道原・前田線  工事開始後 1年目 

07 県道 72 号（主要地方道恵那蛭川東白川線） 工事開始後 3年目 

08 国道 418 号 工事開始後 3年目 

09 市道南垣外・北野線  工事開始後 5年目 

10 国道 21 号 工事開始後 3年目 

11 県道 84 号（土岐可児線） 工事開始後 5年目 

12 県道 83 号（多治見白川線） 工事開始後 3年目 

13 市道 513600 線  工事開始後 5年目 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-1-3-27 

表 8-1-3-17 (2) 環

境保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な機械の設定により、必要以上の建

設機械の配置・稼働を避けることで振動

の発生を抑制することができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、振動の発生を抑制する

ことができる。 

ｐ8-1-3-27 

表 8-1-3-17 (4) 環

境保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により建設機械の性能

を維持することで振動の発生を抑制する

ことができる。 

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により建設機械の性能を維

持し、作業の効率化を図ることで振動の

発生を抑制することができる。 

 

ｐ8-1-3-29 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、建設機械の稼働による振動

に係る環境影響を低減させるため、表

8-1-3-16 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

建設機械の稼働による各地点の振動レ

ベルの予測値は 64dB～72dB となるが、こ

れらはあくまで工事期間中における最大

の値であり、その値が観測されるのは工

事中の限られた期間にとどまる。 

本事業では、これらの状況に加え、「低

振動型建設機械の採用」、「工事規模に

合わせた建設機械の設定」、「建設機械

の使用時における配慮」、「建設機械の

点検・整備による性能維持」及び「工事

の平準化」の環境保全措置を確実に実施

することから、建設機械の稼働による振

動の影響について低減が図られているも

のと評価する。 

 

ｐ8-1-3-32 

表 8-1-3-20 予測対象

時期 

 

 

ｐ8-1-3-33 

表 8-1-3-22 予測結果 
－ 追記 

注 2.1 時間毎に算出した予測値(現況値

＋寄与分)の内、最大値を示している。よ

って、調査結果に示した現況値と上表の

現況値が異なる場合がある。 

 

P8-1-3-34～39 

図 8-1-6-(4) 
- 図面名称変更、予測結果の追記 

 

ｐ8-1-3-40 

表 8-1-3-23 環境保全

措置の検討の状況 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持、適否の理由） 

適切な点検・整備により資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持し、作業

の効率化、性能低下を補うための過負荷

運転等の防止を図ることで振動の発生を

抑制することができるため、環境保全措

置として採用する。 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持、適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により資材及び機械の運搬

に用いる車両の性能を維持し、作業の効

率化、性能低下を補うための過負荷運転

等の防止を図ることで振動の発生を抑制

することができるため、環境保全措置と

して採用する。 

 

地点
番号

路線名 予測対象時期 

01 市道二升蒔・圦線  工事開始後 3年目 
02 市道落合 150 号線  工事開始後 4年目 

03 県道 6号（主要地方道中津川田立線） 工事開始後 1年目 
04 国道 257 号（南北街道） 工事開始後 3年目 
05 市道坂本 270 号線  工事開始後 4年目 
06 市道原・前田線  工事開始後 1年目 
07 県道 72 号（主要地方道恵那蛭川東白川線） 工事開始後 3年目 
08 国道 418 号 工事開始後 2年目 

09 市道南垣外・北野線  工事開始後 4年目 
10 国道 21 号 工事開始後 2年目 
11 県道 84 号（土岐可児線） 工事開始後 5年目 
12 県道 83 号（多治見白川線） 工事開始後 4年目 
13 市道 513600線  工事開始後 5年目 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-1-3-40 

表 8-1-3-23 環境保全

措置の検討の状況 

 

（環境保全措置） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行ルートの分散 

（適否の理由） 

詳細な工事計画策定時に資材及び機械の

運搬に用いる車両及び運行ルートの再検

討を行い、更なる分散化を行うことによ

り、車両の集中による局地的な振動の発

生を防止することができるため、環境保

全措置として採用する。 

（環境保全措置） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行計画の配慮 

（適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行ルートの分散化等を行うことにより、

振動の発生を低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

－ 追記 

（環境負荷低減を意識した運転の徹底） 

ｐ8-1-3-40 

ｲ)環境保全措置の実施

主体、方法その他の環

境保全措置の実施の内

容 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による振動に係る環境影

響を低減させるため、環境保全措置とし

て「資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検・整備による性能維持」「資材及び

機械の運搬に用いる車両及び運行ルート

の分散」及び「工事の平準化」を実施す

る。 

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による振動に係る環境影

響を低減させるため、環境保全措置とし

て「資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検・整備による性能維持」「資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行計画の配

慮」「環境負荷低減を意識した運転の徹

底」及び「工事の平準化」を実施する。 

ｐ8-1-3-40 

表 8-1-3-24(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により資材及び機械

の運搬に用いる車両の性能を維持するこ

とで振動の発生を抑制することができ

る。 

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や

日々の点検・整備により資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持し、作業

の効率化、性能低下を補うための過負荷

運転等の防止を図ることで振動の発生を

抑制することができる。 

ｐ8-1-3-41 

表 8-1-3-24(2)環境保

全措置の内容 

（種類・方法） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行ルートの分散 

 

（種類・方法） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

ルートの更なる分散化を行うことによ

り、車両の集中による局地的な振動の発

生を防止することができる。 

 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両及び運

行ルートの分散化を行うことにより、騒

音の発生を低減できる。 

ｐ8-1-3-41 

表 8-1-3-24(3)環境保

全措置の内容 

－ 追記 

ｐ8-1-3-42 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、資材及び機械の運搬に用い

る車両の運行に係る環境影響を低減させ

るため、表 8-1-3-23 に示した環境保全措

置を確実に実施することから、事業者に

より実行可能な範囲内で低減が図られて

いると評価する。 

 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行による各地点で予測される振動レベル

のうち、事業の実施に伴う寄与分は現況

値の小さい地点で最大 22.1dB となるが、

これらはあくまで工事期間中における最

大の値であり、その値が観測されるのは

工事中の限られた期間にとどまる。 

本事業では、これらの状況に加え、「資

材及び機械の運搬に用いる車両の点検・

整備による性能維持」、「資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行計画の配慮」、

「環境負荷低減を意識した運転の徹底」

及び「工事の平準化」の環境保全措置を
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確実に実施することから、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行による振動の

影響について低減が図られているものと

評価する。 

 

ｐ8-1-3-43 

表 8-1-3-26 評価結果 
－ 追記 

注 2.1 時間毎に算出した予測値(現況値

＋寄与分)の内、最大値を示している。よ

って、調査結果に示した現況値と上表の

現況値が異なる場合がある。 

ｐ8-1-3-50 

表 8-1-3-33 環境保全

措置の検討の状況 

（換気施設の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

適切な点検・整備により換気施設の性能

を維持することで、振動の発生を低減で

きることから、環境保全措置として採用

する。 

（換気施設の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

換気設備の異常な振動、ケーシング内の

異物の混入の有無、据付ボルトの緩み、

消音設備の腐食の有無や目詰まり状況の

異常等の検査に加え、定期的に分解検査

を行い、換気設備内部の粉塵の堆積、腐

食の進行等の検査を行うことにより、 換

気施設の性能を維持することで、振動の

発生を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

 

ｐ8-1-3-51 

表 8-1-3-34(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により換気施設の性

能を維持することで、振動の発生を低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

換気設備の異常な振動、ケーシング内

の異物の混入の有無、据付ボルトの緩み、

消音設備の腐食の有無や目詰まり状況の

異常等の検査に加え、定期的に分解検査

を行い、換気設備内部の粉塵の堆積、腐

食の進行等の検査を行うことにより、 換

気施設の性能を維持することで、振動の

発生を低減できる。 

 

ｐ8-1-3-52 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（換気施設）の供

用による振動に係る環境影響を低減させ

るため、表 8-1-3-33 に示した環境保全措

置を確実に実施することから、事業者に

より実行可能な範囲内で低減が図られて

いるものと評価する。 

本事業では、「環境対策型換気施設の

採用」、「防振装置の設置」及び「換気

施設の点検・整備による性能維持」の環

境保全措置を確実に実施することから、

鉄道施設（換気施設）の供用に係る振動

の影響について低減が図られているもの

と評価する。 

 

ｐ8-1-3-61 

表 8-1-3-42 環境保全

措置の検討状況 

（桁支承部の維持管理の徹底、適否の理

由） 

桁支承部の適切な点検・整備を行い、

その性能を維持管理することで、振動の

発生を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

（桁支承部の維持管理の徹底、適否の理

由） 

桁支承の適切な点検・整備を行い、桁

支承の腐食や亀裂の有無、取り付け状況

の確認、支承取り付け部分のコンクリー

トのひび割れの有無等の検査を行い、検

査結果をもとに必要に応じて、支承や取

り付け部分のコンクリートの補修等を行

うことにより、 その性能を維持管理する

ことで、振動の発生を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 
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ｐ8-1-3-61 

表 8-1-3-42 環境保全

措置の検討状況 

（ガイドウェイの維持管理の徹底。適否

の理由） 

ガイドウェイの適切な点検・整備を行

い、その性能を維持することで、振動の

発生を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

（ガイドウェイの維持管理の徹底、適否

の理由） 

ガイドウェイの取り付けボルトの緩み

や取り付け状況の確認、ガイドウェイコ

ンクリートのひび割れ、欠け等の検査を

行い、検査結果をもとに必要に応じて、

取り付けボルトの増締めやガイドウェイ

の補修、交換等を行うことにより、その

性能を維持管理することで、振動の発生

を低減できることから、環境保全措置と

して採用する。 

ｐ8-1-3-61 

表 8-1-3-43(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

桁支承部の適切な点検・整備を行い、

その性能を維持することで、振動の発生

を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

桁支承の腐食や亀裂の有無、取り付け

状況の確認、支承取り付け部分のコンク

リートのひび割れの有無等の検査を行

い、検査結果をもとに必要に応じて、支

承や取り付け部分のコンクリートの補修

等を行うことにより、その性能を維持管

理することで、振動の発生を低減できる。

ｐ8-1-3-62 

表 8-1-3-43(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

ガイドウェイの適切な点検・整備を行

い、その性能を維持することで、振動の

発生を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

ガイドウェイの取り付けボルトの緩み

や取り付け状況の確認、ガイドウェイコ

ンクリートのひび割れ、欠け等の検査を

行い、検査結果をもとに必要に応じて、

取り付けボルトの増締めやガイドウェイ

の補修、交換等を行うことにより、その

性能を維持管理することで、振動の発生

を低減できる。 

ｐ8-1-3-62 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、列車の走行（地下を走行す

る場合に除く。）による振動に係る環境

影響を低減させるため、表 8-1-3-42 に示

した環境保全措置を確実に実施すること

から、事業者により実行可能な範囲内で

低減が図られていると評価する。 

列車の走行（地下を走行する場合を除

く 。 ） に 伴 う 各 地 点 の 予 測 値 は 表 

8-1-3-40 に示す通りとなるが、これらは

あくまでピーク値であり、その値が観測

されるのは列車が走行する極めて短い時

間にとどまる。 

本事業では、これらの状況に加え、「桁

支承部の維持管理の徹底」及び「ガイド

ウェイの維持管理の徹底」の環境保全措

置を確実に実施することから、列車の走

行（地下を走行する場合を除く。）に係

る振動の影響について低減が図られてい

るものと評価する。 

ｐ8-1-3-71 

表 8-1-3-49 環境保全

措置の検討の状況 

（ガイドウェイの維持管理の徹底、適否

の理由） 

ガイドウェイの適切な点検・整備を行

い、その性能を維持管理することで、振

動の発生を低減できることから、環境保

全措置として採用する。 

（ガイドウェイの維持管理の徹底、適否

の理由） 

ガイドウェイの取り付けボルトの緩み

や取り付け状況の確認、ガイドウェイコ

ンクリートのひび割れ、欠け等の検査を

行い、検査結果をもとに必要に応じて、

取り付けボルトの増締めやガイドウェイ

の補修、交換等を行うことにより、 その

性能を維持管理することで、振動の発生

を低減できることから、環境保全措置と

して採用する。 
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ｐ8-1-3-71 

表 8-1-3-50 環境保全

措置の検討の状況 

（環境保全措置の効果） 

ガイドウェイの適切な点検・整備を行

い、その性能を維持管理することで、振

動の発生を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

ガイドウェイの取り付けボルトの緩み

や取り付け状況の確認、ガイドウェイコ

ンクリートのひび割れ、欠け等の検査を

行い、検査結果をもとに必要に応じて、

取り付けボルトの増締めやガイドウェイ

の補修、交換等を行うことにより その性

能を維持管理することで、振動の発生を

低減できる。 

ｐ8-1-3-72 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、列車の走行（地下を走行す

る場合に限る。）による振動に係る環境

影響を低減させるため、表 8-1-3-49 に示

した環境保全措置を確実に実施すること

から、事業者により実行可能な範囲内で

低減が図られていると評価する。 

列車の走行（地下を走行する場合に限

る）に伴う各地点の予測値は表 8-1-3-48

に示す通りとなるが、これらはあくまで

ピーク値であり、その値が観測されるの

は列車が走行する極めて短い時間にとど

まる。  

本事業では、これらの状況に加え、「ガ

イドウェイの維持管理の徹底」の環境保

全措置を確実に実施することから、列車

の走行（地下を走行する場合に限る。）

に係る振動の影響について低減が図られ

ているものと評価する。 

ｐ8-1-4-4 

d)予測地点 
予測地点には、表 8-1-4-2 に示す緩衝

工端部中心からの主な距離を設定した。 

予測地点には、表 8-1-4-2 に示す緩衝

工端部中心からの主な距離を設定した。 

微気圧波は、一般的に坑口中心から離れ

るとその値は小さくなる。20m 地点は、微

気圧波の基準値である「坑口中心から 20m

地点で原則 50Pa 以下」との整合性の検討

を行うため、50m、80m は段階的に微気圧

波が小さくなることを示すため予測を実

施した。 

ｐ8-1-4-5 

表 8-1-4-5 環境保全措

置の検討の状況 

（緩衝工の設置、適否の理由） 

適切に緩衝工を設置することにより微

気圧波の低減効果が期待でき、また、山

梨リニア実験線においても微気圧波の低

減対策として実績があることから、環境

保全措置として採用する。 

（緩衝工の設置、適否の理由） 

微気圧波対策が必要な箇所であるトン

ネル及び防音防災フードの出入口に、周

辺の住居分布等に留意し、基準値を満足

できる延長の緩衝工を設置することによ

り、微気圧波の低減効果が期待でき、ま

た、山梨リニア実験線においても微気圧

波の低減対策として実績があることか

ら、保全措置として採用する。 

ｐ8-1-4-5 

表 8-1-4-5 環境保全措

置の検討の状況 

 

（緩衝工の維持管理、適否の理由） 

適切な点検・整備により緩衝工の性能を

維持することで、微気圧波を低減するこ

とができることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（緩衝工の維持管理、適否の理由） 

緩衝工の性能を維持するため、開口部の

飛来物等による閉塞の有無、開口部の腐

食の有無等の検査を行い、その結果をも

とに必要に応じて、飛来物の撤去や開口

部の補修等を行うことで、微気圧波を低

減することができることから、 環境保全

措置として採用する。 

ｐ8-1-4-5 

表 8-1-4-6(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

微気圧波対策が必要な箇所であるトンネ

ル及び防音防災フードの出入口に適切に

緩衝工を設置することにより、微気圧波

を低減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

微気圧波対策が必要な箇所であるトンネ

ル及び防音防災フードの出入口に、周辺

の住居分布等に留意し、基準値を満足で

きる延長の緩衝工を設置することによ

り、微気圧波を低減できる。 
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ｐ8-1-4-5 

表 8-1-4-6(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により緩衝工の性能を

維持することで、微気圧波を低減できる。

（環境保全措置の効果） 

緩衝工の性能を維持するため、開口部の

飛来物等による閉塞の有無、開口部の腐

食の有無等の検査を行い、その結果をも

とに必要に応じて、飛来物の撤去や開口

部の補修等を行うことで、微気圧波を低

減できる。 

ｐ8-1-4-6 

b)評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

本事業は、列車の走行による微気圧波に

係る環境影響を低減させるため、表 

8-1-4-6 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

本事業では、「緩衝工の設置」及び「緩

衝工の維持管理」の環境保全措置を確実

に実施することから、トンネル及び防音

防災フードの出入口から発生する微気圧

波に係る環境影響の低減が図られている

と評価する。 

ｐ8-1-4-9 

d)予測地点 
予測地点には、表 8-1-4-9 に示す非常

口（山岳部）中心又は換気施設の換気口

中心（出口）から主な距離を設定した。 

予測地点には、表 8-1-4-9 に示す非常

口（山岳部）中心又は換気施設の換気口

中心（出口）から主な距離を設定した。 

微気圧波は、一般的に坑口中心から離

れるとその値は小さくなる。20m 地点は、

微気圧波の基準値である「坑口中心から

20m 地点で原則 50Pa 以下」との整合性の

検討を行うため、50m は段階的に微気圧波

が小さくなることを示すため予測を実施

した。 

ｐ8-1-4-10 

表 8-1-4-13 環境保全

措置の検討の状況 

（多孔板の設置） 

適切に多孔板を設置することにより微気

圧波の低減効果が期待できることから、

環境保全措置として採用する。 

（多孔板の設置） 

微気圧波対策が必要な箇所である非常口

（山岳部）に、周辺の住居分布等に留意

し、基準値を満足できる延長の多孔板を

設置することにより、微気圧波の低減効

果が期待できることから、環境保全措置

として採用する。 

ｐ8-1-4-10 

表 8-1-4-13 環境保全

措置の検討の状況 

 

（多孔板の維持管理、適否の理由） 

適切な点検・整備により多孔板の性能を

維持することで、微気圧波を低減するこ

とができることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（多孔板の維持管理、適否の理由） 

多孔板の性能を維持するため、目詰まり

の有無、多孔板の腐食の有無、取り付け

ボルトの緩み等の検査を行い、その結果

をもとに必要に応じて、目詰まりの除去

や多孔板の交換、取り付けボルトの増締

め等を行うことで、微気圧波を低減する

ことができることから、環境保全措置と

して採用する。 

ｐ8-1-4-10 

表 8-1-4-13 環境保全

措置の検討の状況 

 

（緩衝工の設置、適否の理由） 

適切に緩衝工を設置することにより微気

圧波の低減効果が期待でき、また、山梨

リニア実験線においても微気圧波の低減

対策として実績があることから、環境保

全措置として採用する。 

（緩衝工の設置、適否の理由） 

微気圧波対策が必要な箇所であるトンネ

ル及び防音防災フードの出入口に、周辺

の住居分布等に留意し、基準値を満足で

きる延長の緩衝工を設置することによ

り、微気圧波の低減効果が期待でき、ま

た、山梨リニア実験線においても微気圧

波の低減対策として実績があることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（緩衝工の維持管理、適否の理由） 

適切な点検、整備により緩衝工の性能を

維持することで、微気圧波を低減するこ

とができることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（緩衝工の維持管理、適否の理由） 

緩衝工の性能を維持するため、開口部の

飛来物等による閉塞の有無、開口部の腐

食の有無等の検査を行い、その結果をも

とに必要に応じて、飛来物の撤去や開口
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部の補修等を行うことで、微気圧波を低

減することができることから、 環境保全

措置として採用する。 

ｐ8-1-4-11 

表 8-1-4-14(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

微気圧波対策が必要な箇所である非常口

（山岳部）に適切に多孔板を設置するこ

とにより、微気圧波を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

微気圧波対策が必要な箇所である非常口

（山岳部）に、周辺の住居分布等に留意

し、基準値を満足できる延長の多孔板を

設置することにより、微気圧波を低減で

きる。 

 

ｐ8-1-4-11 

表 8-1-4-14(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により多孔板の性能を

維持することで、微気圧波を低減するこ

とができる。 

（環境保全措置の効果） 

多孔板の性能を維持するため、目詰まり

の有無、多孔板の腐食の有無、取り付け

ボルトの緩み等の検査を行い、その結果

をもとに必要に応じて、目詰まりの除去

や多孔板の交換、取り付けボルトの増締

め等を行うことで、微気圧波を低減する

ことができる。 

 

ｐ8-1-4-11 

表 8-1-4-14(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

微気圧波対策が必要な箇所にであるトン

ネル及び防音防災フードの入口側に適切

な延長の緩衝工を設置することにより、

微気圧波の発生を低減することができ

る。 

（環境保全措置の効果） 

微気圧波対策が必要な箇所であるトンネ

ル及び防音防災フードの出入口に、周辺

の住居分布等に留意し、基準値を満足で

きる延長の緩衝工を設置することによ

り、微気圧波の発生を低減することがで

きる。 

 

ｐ8-1-4-11 

表 8-1-4-14(4)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検、整備により緩衝工の性能を

維持することで、微気圧波の発生を低減

することができる。 

（環境保全措置の効果） 

緩衝工の性能を維持するため、開口部の

飛来物等による閉塞の有無、開口部の腐

食の有無等の検査を行い、その結果をも

とに必要に応じて、飛来物の撤去や開口

部の補修等を行うことで、微気圧波の発

生を低減することができる。 

 

ｐ8-1-4-12 

b)評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

本事業は、列車の走行による微気圧波に

係る環境影響を低減させるため、表 

8-1-4-13 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

本事業では、「多孔板の設置」、「多孔

板の維持管理」、「緩衝工の設置」及び

「緩衝工の維持管理」の環境保全措置を

確実に実施することから、非常口（山岳

部）から発生する微気圧波に係る環境影

響の低減が図られていると評価する。 

 

ｐ8-1-4-12 

b)評価結果 

②基準又は目標との整

合性の検討 

なお、非常口（山岳部）の設置にあた

っては、できる限り住居等が非常口（山

岳部）又は換気口中心（出口）から 20m

以内に存在しない位置に計画し、20m 以内

に存在する場合にも適切に多孔板及び緩

衝工を設置することにより、微気圧波を

低減できる。したがって、列車の走行に

係る非常口（山岳部）から発生する微気

圧波の影響は、基準値との整合が図られ

ているものと評価する。 

なお、非常口（山岳部）の設置にあた

っては、非常口（山岳部）又は換気口中

心（出口）から 20m 以内にできる限り住

居等が存在しないように計画し、20m 以内

に住居が存在する場合にも適切な延長の

多孔板及び緩衝工を設置することによ

り、微気圧波を低減できる。したがって、

列車の走行に係る非常口（山岳部）から

発生する微気圧波の影響は、基準値との

整合が図られているものと評価する。 
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ｐ8-1-5-2 

イ．予測の基本的な手

法 

図 8-1-5-1 鉄道施設

（換気施設）の供用に

おける低周波音予測フ

ロー 

（予測条件の設定） 

発生源の位置・最大稼働時の低周波音

レベル 

（予測条件の設定） 

発生源の位置・最大稼働時の低周波音

パワーレベル 

ｐ8-1-5-2 

ア．予測式 
darNPWLexitLRa 　　　　　　　　　  )(log2011 10
  

db LrNPWLexitLRb  　　　　　　　　 )(log2011 10
  

ｐ8-1-5-7 

表 8-1-5-9 環境保全措

置の検討の状況 

（換気施設の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

適切な点検・整備により換気施設の性能

を維持することで、低周波音の発生を低

減できることから、環境保全措置として

採用する。 

（換気施設の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

換気設備の異常な騒音や振動、ケーシン

グ内の異物の混入の有無、据付ボルトの

緩み、消音設備の腐食の有無や目詰まり

状況の異常等の検査に加え、定期的に分

解検査を行い、換気設備内部の粉塵の堆

積、腐食の進行等の検査を行うことによ

り、 低周波音の発生を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

ｐ8-1-5-8 

表 8-1-5-10(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により換気施設の性能

を維持することで、低周波音の発生を低

減できる。 

（環境保全措置の効果） 

換気設備の異常な騒音や振動、ケーシン

グ内の異物の混入の有無、据付ボルトの

緩み、消音設備の腐食の有無や目詰まり

状況の異常等の検査に加え、定期的に分

解検査を行い、換気設備内部の粉塵の堆

積、腐食の進行等の検査を行うことによ

り、 低周波音の発生を低減できる。 

ｐ8-1-5-11 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（換気施設）の供用

による低周波音に係る環境影響を低減さ

せるため、表 8-1-5-10 に示した環境保全

措置を確実に実施することから、事業者

により実行可能な範囲内で低減が図られ

ているものと評価する。 

本事業では、「環境対策型換気設備の採

用」、「消音設備・多孔板の設置」及び

「換気施設の点検・整備による性能維持」

の環境保全措置を確実に実施することか

ら、鉄道施設（換気施設）の供用による

低周波音に係る環境影響の低減が図られ

ていると評価する。 

 

ｐ8-2-1-11 

表 8-2-1-5（1）文献調

査結果（浮遊物質量

（SS）） 

（地点番号 06、H19 平均値） 

5.2 

（地点番号 06、H19 平均値） 

2.8 

（地点番号 06、H20 平均値） 

7.3 

（地点番号 06、H20 平均値） 

2.8 

（地点番号 06、H21 平均値） 

12.0 

（地点番号 06、H21 平均値） 

2.0 

（地点番号 06、H22 平均値） 

4.0 

（地点番号 06、H22 平均値） 

2.0 

（地点番号 06、H23 平均値） 

2.0 

（地点番号 06、H23 平均値） 

5.0 

（地点番号 06、H20 最少～最大） 

<1～15 

（地点番号 06、H20 最少～最大） 

1>～8 

（地点番号 06、H21 最少～最大） 

<1～34 

（地点番号 06、H21 最少～最大） 

<1～5 

（地点番号 06、H22 最少～最大） 

<1～19 

（地点番号 06、H22 最少～最大） 

1～4 

（地点番号 06、H23 最少～最大） 

<1～5 

（地点番号 06、H23 最少～最大） 

<1～16 

 )(log2011log10 1010 arNPWLexitLRa 

 )(log2011log10 1010 brNPWLexitLRb 
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（地点番号 17、H22 最少～最大） 

<1～5 

（地点番号 17、H22 最少～最大） 

<1～6 

ｐ8-2-1-17 

g）予測結果 
切土工等又は既存の工作物の除去に係

る地盤の掘削及び高架橋・橋梁並びに地

上駅、車両基地、変電施設の施工等を含

めた土地の改変に伴い発生する濁水は、

沈砂池等による処理のほか、必要に応じ、

法令に基づく排水基準等を踏まえ、適切

に処理をして公共用水域へ排水する。 

切土工等又は既存の工作物の除去に係

る地盤の掘削及び高架橋・橋梁並びに地

上駅、車両基地、変電施設の施工等を含

めた土地の改変に伴い発生する濁水は、

沈砂池等による処理のほか、必要に応じ、

「水質汚濁防止法に基づく排水基準（昭

和 46 年総理府令第 35 号、改正 平成 24

年環境省令第 15 号）」及び「水質汚濁防

止法に基づく排水基準を定める条例（昭

和 46 年岐阜県条例第 33 号）」等に基づ

いて定められた排水基準を踏まえ、適切

に処理をして公共用水域へ排水する。 

ｐ8-2-1-18 

表 8-2-1-8 環境保全措

置の検討の状況 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生する濁水は必要に応じて

濁水処理等の対策により、適切に処理し

た上で排水することで、公共用水域への

影響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した処理能力を有する

濁水処理設備を設置し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための処理をした上で排水

することで、公共用水域への影響を低減

できることから、環境保全措置として採

用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きることから、環境保全措置として採用

する。 

ｐ8-2-1-19 

表 8-2-1-9（1）環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て濁水処理等の対策により、適切に処理

した上で排出することで、公共用水域へ

の影響を低減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した処理能力を有する

濁水処理設備を設置し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための処理をした上で排水

することで、公共用水域への影響を低減

できる。 

ｐ8-2-1-20 

表 8-2-1-9（6）環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができる。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きる。 

ｐ8-2-1-20 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去に係る水の濁りの影響を低減さ

せるため、表 8-2-1-9 に示した環境保全

措置を実施することから、事業者により

実行可能な範囲内で低減が図られている

と評価する。 

 本事業では、表 8-2-1-9 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、切

土工等又は既存の工作物の除去による水

の濁りに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

ｐ8-2-1-22 

g）予測結果 
トンネルの工事に係る地山掘削に伴う

地下水の湧出により発生し、トンネル坑

口及び非常口（山岳部）から排水される

濁水は、必要に応じ、発生水量を考慮し

トンネルの工事に係る地山掘削に伴う

地下水の湧出により発生し、トンネル坑

口及び非常口（山岳部）から排水される

濁水は、必要に応じ、発生水量を考慮し
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た処理能力を備えた濁水処理設備を設置

し、法令に基づく排水基準等を踏まえ、

適切に処理をして公共用水域へ排水する

ことから、公共用水域の水の濁りの影響

は小さいものと予測する。 

た処理能力を備えた濁水処理設備を設置

し、「水質汚濁防止法に基づく排水基準

（昭和 46 年総理府令第 35 号、改正 平

成 24 年環境省令第 15 号）」及び「水質

汚濁防止法に基づく排水基準を定める条

例（昭和 46 年岐阜県条例第 33 号）」等

に基づいて定められた排水基準を踏ま

え、適切に処理をして公共用水域へ排水

することから、公共用水域の水の濁りの

影響は小さいものと予測する。 

ｐ8-2-1-22 

表 8-2-1-11 環境保全

措置の検討の状況 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生する濁水は濁水処理等の

対策により、適切に処理した上で排水す

ることで、公共用水域への影響を低減で

きることから、環境保全措置として採用

する。 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した処理能力を有する

濁水処理設備を設置し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための処理をした上で排水

することで、公共用水域への影響を低減

できることから、環境保全措置として採

用する。 

 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きることから、環境保全措置として採用

する。 

 

P8-2-1-23 

表 8-2-1-12（1）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生する濁水は濁水処理等の

対策により、適切に処理した上で排出す

ることで、公共用水域への影響を低減す

ることができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した処理能力を有する

濁水処理設備を設置し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための処理をした上で排水

することで、公共用水域への影響を低減

できる。 

 

P8-2-1-23 

表 8-2-1-12（3）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができる。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きる。 

 

ｐ8-2-1-24 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、トンネルの工事に係る水

の濁りの影響を低減させるため、表

8-2-1-12 に示した環境保全措置を実施す

ることから、事業者により実行可能な範

囲内で低減が図られていると評価する。 

 本事業では、表 8-2-1-12 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、ト

ンネルの工事による水の濁りに係る環境

影響の低減が図られていると評価する。 

ｐ8-2-1-26 

g）予測結果 
工事施工ヤードの設置に係る切土、盛

土等による造成、作業構台等の設置によ

る土地の改変に伴い発生する濁水は、沈

砂池等による処理のほか、必要に応じ、

法令に基づく排水基準等を踏まえ、適切

工事施工ヤードの設置に係る切土、盛

土等による造成、作業構台等の設置によ

る土地の改変に伴い発生する濁水は、沈

砂池等による処理のほか、必要に応じ、

「水質汚濁防止法に基づく排水基準（昭
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に処理をして公共用水域へ排水すること

から、公共用水域への水の濁りの影響は

小さいものと予測する。 

和 46 年総理府令第 35 号、改正 平成 24

年環境省令第 15 号）」及び「水質汚濁防

止法に基づく排水基準を定める条例（昭

和 46 年岐阜県条例第 33 号）」等に基づ

いて定められた排水基準を踏まえ、適切

に処理をして公共用水域へ排水すること

から、公共用水域への水の濁りの影響は

小さいものと予測する。 

ｐ8-2-1-27 

表 8-2-1-14 環境保全

措置の検討の状況 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生する濁水は必要に応じて

濁水処理等の対策により、適切に処理し

た上で排水することで、公共用水域への

影響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した処理能力を有する

濁水処理設備を設置し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための処理をした上で排水

することで、公共用水域への影響を低減

できることから、環境保全措置として採

用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・維持による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きることから、環境保全措置として採用

する。 

ｐ8-2-1-27 

表 8-2-1-15（1）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て濁水処理等の対策により、適切に処理

した上で排出することで、公共用水域へ

の影響を低減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生する濁水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した処理能力を有する

濁水処理設備を設置し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための処理をした上で排水

することで、公共用水域への影響を低減

できる。 

ｐ8-2-1-28 

表 8-2-1-15（4）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができる。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きる。 

ｐ8-2-1-29 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、工事施工ヤードの設置に

係る水の濁りの影響を低減させるため、

表 8-2-1-15 に示した環境保全措置を実施

することから、事業者により実行可能な

範囲内で低減が図られていると評価す

る。 

 本事業では、表 8-2-1-15 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、工

事施工ヤードの設置による水の濁りに係

る環境影響の低減が図られていると評価

する。 

 

ｐ8-2-1-34 

表 8-2-1-19（1）文献

調査結果（水素イオン

濃度（ｐH）） 

（地点番号 13、測定年度 H19） 

4.4～8.0 

（地点番号 13、測定年度 H19） 

7.6～8.4 

ｐ8-2-1-36 

表 8-2-1-19（3）文献

調査結果（生物化学的

酸素要求量（BOD）） 

（地点番号 09、H20 最少～最大） 

2.9 

（地点番号 09、H20 最少～最大） 

0.7～4.6 

（地点番号 09、H21 最少～最大） 

2.5 

（地点番号 09、H21 最少～最大） 

1.1～4.7 

（地点番号 09、H22 最少～最大） 

2.4 

（地点番号 09、H22 最少～最大） 

<0.2～3.2 
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ｐ8-2-1-40 

g）予測結果 
切土工等又は既存の工作物の除去に係

る地表式又は掘割式、高架橋・橋梁、地

上駅、車両基地、変電施設の施工等のコ

ンクリート打設に伴い発生するアルカリ

排水は、必要に応じ、法令に基づく排水

基準等を踏まえ、適切に処理をして公共

用水域へ排水する。 

切土工等又は既存の工作物の除去に係

る地表式又は掘割式、高架橋・橋梁、地

上駅、車両基地、変電施設の施工等のコ

ンクリート打設に伴い発生するアルカリ

排水は、必要に応じ、「水質汚濁防止法

に基づく排水基準（昭和 46 年総理府令第

35号、改正 平成24年環境省令第15号）」

及び「水質汚濁防止法に基づく排水基準

を定める条例（昭和 46 年岐阜県条例第 33

号）」等に基づいて定められた排水基準

を踏まえ、適切に処理をして公共用水域

へ排水する。 

ｐ8-2-1-41 

表 8-2-1-22 環境保全

措置の検討の状況 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生するアルカリ排水は、処

理設備等の対策により、必要に応じて法

令に基づく排水基準等を踏まえ、適切に

処理をして公共用水域へ排水すること

で、公共用水域への影響を低減できるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生するアルカリ排水は、処

理設備等の対策により、必要に応じて法

令に基づく排水基準等を踏まえ、pH 値の

改善を図るための処理をした上で公共用

水域へ排水することで、公共用水域への

影響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きることから、環境保全措置として採用

する。 

ｐ8-2-1-41 

表 8-2-1-23（1） 

環境保全措置の内容 

工事により発生するアルカリ排水は、処

理設備等の対策により、必要に応じて法

令に基づく排水基準等を踏まえ、適切に

処理をして公共用水域へ排水すること

で、公共用水域への影響を低減すること

ができる。 

工事により発生するアルカリ排水は、処

理設備等の対策により、必要に応じて法

令に基づく排水基準等を踏まえ、pH 値の

改善を図るための処理をした上で公共用

水域へ排水することで、公共用水域への

影響を低減できる。 

ｐ8-2-1-43 

表 8-2-1-23（6） 

環境保全措置の内容 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができる。 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きる。 

ｐ8-2-1-43 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 

 本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去に係る水の汚れの影響を低減さ

せるため、表 8-2-1-23 に示した環境保全

措置を実施することから、事業者により

実行可能な範囲内で低減が図られている

と評価する。 

 本事業では、表 8-2-1-23 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、切

土工等又は既存の工作物の除去による水

の汚れに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

ｐ8-2-1-44 

表 8-2-1-24 予測地点 
－ 追記 

（地点番号 14） 

市町村名：恵那市 

水系：木曽川 

対象公共用水域：黒岩川 

鉄道施設：山岳トンネル 

ｐ8-2-1-45 

g）予測結果 
トンネルの工事の実施に係る吹付コン

クリートの施工等に伴い発生し、トンネ

ル坑口及び非常口（山岳部）から排水さ

れるアルカリ排水は、発生水量を考慮し

トンネルの工事の実施に係る吹付コン

クリートの施工等に伴い発生し、トンネ

ル坑口及び非常口（山岳部）から排水さ

れるアルカリ排水は、発生水量を考慮し
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た処理能力を備えた処理設備を設置し、

法令に基づく排水基準等を踏まえ、適切

に処理をして公共用水域へ排水すること

から、公共用水域への水の汚れの影響は

小さいものと予測する。 

た処理能力を備えた処理設備を設置し、

「水質汚濁防止法に基づく排水基準（昭

和 46 年総理府令第 35 号、改正 平成 24

年環境省令第 15 号）」及び「水質汚濁防

止法に基づく排水基準を定める条例（昭

和 46 年岐阜県条例第 33 号）」等に基づ

いて定められた排水基準を踏まえ、適切

に処理をして公共用水域へ排水すること

から、公共用水域への水の汚れの影響は

小さいものと予測する。 

ｐ8-2-1-46 

表 8-2-1-25 環境保全

措置の検討の状況 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生するアルカリ排水、自然

由来の重金属汚染排水、酸性化排水は、

処理設備等の対策により、必要に応じ、

法令に基づく排水基準等を踏まえ、適切

に処理をして公共用水域へ排水するする

ことで、公共用水域への影響を低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により発生するアルカリ排水、自然

由来の重金属に汚染された排水及び酸性

化排水は、処理設備等の対策により、必

要に応じ、法令に基づく排水基準等を踏

まえ、pH 値の改善及び有害物質濃度の低

減を図るための処理をした上で排水する

ことで、公共用水域への影響を低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きることから、環境保全措置として採用

する。 

ｐ8-2-1-46 

表 8-2-1-26（1）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生するアルカリ排水、自然

由来の重金属汚染排水、酸性化排水は、

処理設備等の対策により、必要に応じ、

法令に基づく排水基準を踏まえ、適切に

処理をして公共用水域へ排水すること

で、公共用水域への影響を低減すること

ができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事により発生するアルカリ排水、自然

由来の重金属に汚染された排水及び酸性

化排水は、処理設備等の対策により、必

要に応じ、法令に基づく排水基準等を踏

まえ、pH 値の改善及び有害物質濃度の低

減を図るための処理をした上で排水する

ことで、公共用水域への影響を低減でき

る。 

ｐ8-2-1-47 

表 8-2-1-26（3）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができる。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きる。 

ｐ8-2-1-47 

ｳ）事後調査 
トンネルの工事に伴いトンネル坑口及

び非常口（山岳部）から発生する可能性

のあるアルカリ排水、自然由来の重金属

等汚染排水、酸性化排水は、発生水量を

考慮した処理能力を備えた処理設備を設

置し、必要に応じ、法令に基づく排水基

準等を踏まえ、適切に処理をして公共用

水域へ排水することを前提としており、

予測の不確実性は小さいこと、また採用

した環境保全措置についても効果に係る

知見が蓄積されていると判断できること

から、事後調査は実施しない。 

トンネルの工事に伴いトンネル坑口及

び非常口（山岳部）から発生する可能性

のあるアルカリ排水、自然由来の重金属

に汚染された排水及び酸性化排水は、発

生水量を考慮した処理能力を備えた処理

設備を設置し、必要に応じ、法令に基づ

く排水基準等を踏まえ、適切に処理をし

て公共用水域へ排水することを前提とし

ており、予測の不確実性は小さいこと、

また採用した環境保全措置についても効

果に係る知見が蓄積されていると判断で

きることから、事後調査は実施しない。 
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ｐ8-2-1-47 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、トンネルの工事に係る水

の汚れの影響を低減させるため、表

8-2-1-26 に示した環境保全措置を実施す

ることから、事業者により実行可能な範

囲内で低減が図られていると評価する。 

 本事業では、表 8-2-1-26 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、ト

ンネルの工事による水の汚れに係る環境

影響の低減が図られていると評価する。 

ｐ8-2-1-50 

g）予測結果 

 

鉄道施設（駅、車両基地）の供用に伴

う排水は、公共用下水道への放流を基本

とし、関係機関と協議し決定することと

なる。しかしながら公共用下水道への放

流が困難な場合は、法令に基づく排水基

準等に適合するよう処理して排水するこ

ととなる。その際の鉄道施設（駅、車両

基地）の供用に係る生物化学的酸素要求

量（BOD）の予測結果を表 8-2-1-30 に示

す。 

鉄道施設（駅、車両基地）の供用に伴

う排水は、公共用下水道への放流を基本

とし、関係機関と協議し決定することと

なる。しかしながら公共用下水道への放

流が困難な場合は、「水質汚濁防止法に

基づく排水基準（昭和 46 年総理府令第 35

号、改正 平成 24 年環境省令第 15 号）」

及び「水質汚濁防止法に基づく排水基準

を定める条例（昭和 46 年岐阜県条例第 33

号）」等に基づいて定められた排水基準

に適合するよう処理して排水することと

なる。その際の鉄道施設（駅、車両基地）

の供用に係る生物化学的酸素要求量

（BOD）の予測結果を表 8-2-1-30 に示す。

ｐ8-2-1-51 

表 8-2-1-31 環境保全

措置の検討の状況 

（下水道への排水、適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水道

へ一部排水することで、公共用水域への

影響を回避又は低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

（下水道への排水、適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、処理を

した上で下水道へ一部排水することで、

公共用水域への影響を回避又は低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

（鉄道施設からの排水の適切な処理、適

否の理由） 

鉄道施設（駅、車両基地）から排出する

水は必要に応じて処理等の対策により、

法令に基づく排水基準等に適合するよう

処理した上で排水することで、公共用水

域への影響を低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

（鉄道施設からの排水の適切な処理、適

否の理由） 

鉄道施設（駅、車両基地）から排出する

水は、必要に応じて発生水量を考慮した

浄化槽を設置し、法令に基づく排水基準

等を踏まえ、活性汚泥処理等の BOD を低

減させるための処理をした上で排水する

ことで、公共用水域への影響を低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、排水の

適正処理を徹底することができることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、排水の処理を徹底することができる

ことから、環境保全措置として採用する。

ｐ8-2-1-52 

表 8-2-1-32（1）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水道

へ一部排水することで、公共用水域への

影響を回避又は低減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、処理を

した上で下水道へ一部排水することで、

公共用水域への影響を回避又は低減でき

る。 

ｐ8-2-1-52 

表 8-2-1-32（2）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

鉄道施設から排出する水は必要に応じて

処理等の対策により、法令に基づく排水

基準等に適合するよう処理した上で排出

することで、公共用水域への影響を低減

することができる。 

（環境保全措置の効果） 

鉄道施設から排出する水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した浄化槽を設置し、

法令に基づく排水基準等を踏まえ、活性

汚泥処理等の BOD を低減させるための処

理をした上で排水することで、公共用水

域への影響を低減できる。 
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ｐ8-2-1-52 

表 8-2-1-32（3）環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備による性能維持により、

排水の適正処理を徹底することができ

る。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、排水の処理を徹底することができる。

ｐ8-2-1-53 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、鉄道施設（駅、車両基地）

の供用に係る水の汚れの影響を低減させ

るため、表 8-2-1-32 に示した環境保全措

置を確実に実施することから、事業者に

より実行可能な範囲内で低減が図られて

いると評価する。 

 本事業では、表 8-2-1-32 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、鉄

道施設（駅、車両基地）の供用による水

の汚れに係る環境影響の回避又は低減が

図られていると評価する。 

P8-2-2-18 

表 8-2-2-5 環境保全措

置の検討の状況 

（河川内工事における工事排水の適切な

処理、適否の理由） 

河川内の工事において工事により排出

する水は、必要に応じて適切に処理した

上で排水することで、水底の底質の改変

に伴う河川の水質への影響を低減するこ

とができることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（河川内工事における工事排水の適切な

処理、適否の理由） 

河川内工事において工事により排出す

る水は、必要に応じて水質の改善を図る

ための処理をした上で排水することで、

水底の底質の改変に伴う河川の水質への

影響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

ｐ8-2-2-18 

表 8-2-2-6 環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

河川内工事において工事により排出する

水は、必要に応じて適切に処理した上で

排出することで、水底の底質の改変に伴

う河川の水質への影響を低減することが

できる。 

（環境保全措置の効果） 

河川内工事において工事により排出する

水は、必要に応じて水質の改善を図るた

めの処理をした上で排水することで、水

底の底質の改変に伴う河川の水質への影

響を低減できる。 

ｐ8-2-2-19 

イ．評価結果 

ｱ)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去に伴う水底の底質への影響を低

減させるため、表 8-2-2-6 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、事

業者により実行可能な範囲内で低減が図

られていると評価する。 

本事業では、「河川内工事における工

事排水の適切な処理」の環境保全措置を

確実に実施することから、切土工等又は

既存の工作物の除去に伴う水底の底質に

係る環境影響の低減が図られていると評

価する。 

ｐ8-2-3-1 

表 8-2-3-2 地下水の

酸性化の測定項目の試

験方法 

「河川水質試験法（案）」（平成 7 年、

建設省河川局） 

「河川水質試験方法（案）」（平成21年 、

国土交通省水質連絡会） 

ｐ8-2-3-22 

表 8-2-3-9 地下水の水

位の文献調査結果（既

存の井戸） 

－ 追記 

注1．水位は平均海水面からの高さ 

ｐ8-2-3-22 

表 8-2-3-10(1)地下水

の水位の文献調査結果

（既存の井戸） 

－ 追記 

注2．水位は井戸孔口（GL）からの深さ。

ｐ8-2-3-25 

a)地下水の水質 
また、自然由来の重金属等は、文献調

査及び現地調査結果より、環境基準を超

える地下水が一部地域で確認されている

が、必要に応じ、法令に基づく排水基準

等を踏まえて適切に処理することから、

排水による公共用水域の水の汚れの影響

は小さいものと予測する。 

また、自然由来の重金属等は、文献調

査及び現地調査結果より、環境基準を超

える地下水が一部地域で確認されている

が、必要に応じ、「水質汚濁防止法に基

づく排水基準（昭和46年総理府令第35号、

改正 平成24年環境省令第15号）」及び

「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定

める条例（昭和46年岐阜県条例第33号）」

等に基づいて定められた排水基準を踏ま

えて適切に処理することから、排水によ

る公共用水域の水の汚れの影響は小さい

ものと予測する。 
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P8-2-3-26 

図 8-2-3-3(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常口（トンネル部）の凡例等の追記 

P8-2-3-27 

図 8-2-3-3(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常口（トンネル部）の凡例等の追記 

 

P8-2-3-28 

図 8-2-3-3(3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常口（トンネル部）の凡例等の追記 

 

P8-2-3-29 

図 8-2-3-3(4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常口（トンネル部）の凡例等の追記 

 

P8-2-3-30 

図 8-2-3-3(5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常口（トンネル部）の凡例等の追記 
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P8-2-3-31 

図 8-2-3-3(6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常口（トンネル部）の凡例等の追記 

ｐ8-2-3-34 

②水位への影響 
したがって、断層付近の破砕帯、洪積

層の浅層部を通過する場合においては、

一部の地下水の水位への影響を及ぼす可

能性があるものの、全体としてトンネル

の工事及び鉄道施設（トンネル）の存在

による地下水の水位への影響は小さいと

予測する。 

したがって、トンネルの工事及び鉄道

施設（トンネル）の存在による地下水の

水位への影響は、トンネル区間全般とし

ては小さいものの、断層付近の破砕帯を

通過する区間や洪積層の浅層部を通過す

る場合においては、一部の地下水の水位

へ影響を及ぼす可能性があるものと予測

する。 

ｐ8-2-3-34 

表 8-2-3-11 環境保

全措置の検討の状況 

（適切な構造及び工法の採用、適否の理

由） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、適切な対策を実施すること

で、地下水への影響を低減できることか

ら環境保全措置として採用する。 

（適切な構造及び工法の採用、適否の理

由） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水シ

ートの設置等を行うと共に、必要に応じ

て薬液注入工を実施する等により、地下

水への影響を低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

ｐ8-2-3-35 

表 8-2-3-12(2) 環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

地下水の水位の低下を抑制することに

より、地下水への影響を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水シ

ートの設置等を行うと共に、必要に応じ

て薬液注入工を実施することなどによ

り、地下水への影響を低減できる。 

ｐ8-2-3-35 

ウ．事後調査 
地下水の水位は、地質等調査の結果を

踏まえ水文地質的に検討を行い、予測し

ているが、破砕帯を通過する地域及び洪

積層の浅層部を通過する地域の一部の水

道水源等については、「8-2-4 水資源」

に示すとおり、環境影響評価法に基づく

事後調査を実施する。 

地下水の水位は、地質等調査の結果を

踏まえ水文地質的に検討を行い、予測し

ているが、破砕帯を通過する地域及び洪

積層の浅層部を通過する地域について

は、状況によって工事中に集中的な湧水

が発生する可能性があり、一部の水道水

源等に与える影響の予測に不確実性があ

ることから、「8-2-4 水資源」に示すと

おり、環境影響評価法に基づく事後調査

を実施する。 

ｐ8-2-3-36 

ｲ)評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

 本事業では、トンネルの工事及び鉄道

施設（トンネル）の存在に伴う地下水の

水質及び水位への影響について、一部の

地域において影響があると予測したが、

その影響を低減させるため、表 8-2-3-12

に示した環境保全措置を確実に実施する

ことから、地下水の水質及び水位への影

響は、事業者により実行可能な範囲内で

低減が図られていると評価する。 

本事業では、トンネルの工事及び鉄道

施設（トンネル）の存在に伴う地下水の

水質及び水位への影響について、一部の

地域において影響があると予測したが、

「薬液注入工法における指針の順守」及

び「適切な構造及び工法の採用」の環境

保全措置を確実に実施することから、地

下水の水質及び水位に係る環境影響の低

減が図られていると評価する。 
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ｐ8-2-3-39 

ｲ)評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、鉄道施設（車両基地）の

供用における地下水の揚水に伴う地下水

の低下を低減させるため、表 8-2-3-14 に

示した環境保全措置を採用することか

ら、事業者により実行可能な範囲内で低

減が図られていると評価する。 

本事業では、「適切な揚水位置や揚水

量の計画」及び「上水道からの取水」の

環境保全措置を確実に実施することか

ら、鉄道施設（車両基地）の供用におけ

る地下水の揚水に伴う地下水の低下に係

る環境影響の低減が図られていると評価

する。 

ｐ8-2-4-36 

a)公共用水域の水質に

係る水資源への影響 

「8-2-1 水質」に示すとおり、トンネ

ルの工事の実施に係る地山掘削に伴う地

下水の湧出により発生し、トンネル坑口

及び非常口（山岳部）から排水される濁

水は、必要に応じ、発生水量を考慮した

処理能力を備えた濁水処理設備を設置

し、法令に基づく排水基準等を踏まえ、

適切に処理して公共用水域へ排水するこ

とから、公共用水域の水の濁りへの影響

は小さいと考えられる。 

「8-2-1 水質」に示すとおり、トンネ

ルの工事の実施に係る地山掘削に伴う地

下水の湧出により発生し、トンネル坑口

及び非常口（山岳部）から排水される濁

水は、必要に応じ、発生水量を考慮した

処理能力を備えた濁水処理設備を設置

し、「水質汚濁防止法に基づく排水基準

（昭和46年総理府令第35号、改正 平成

24年環境省令第15号）」及び「水質汚濁

防止法に基づく排水基準を定める条例

（昭和46年岐阜県条例第33号）」等に基

づいて定められた排水基準を踏まえ、適

切に処理をして公共用水域へ排水するこ

とから、公共用水域の水の濁りへの影響

は小さいと考えられる。 

ｐ8-2-4-37 

c)地下水の水位に係る

水資源への影響 

以上より、断層付近の破砕帯、洪積層

の浅層部を通過する場合においては、一

部の地下水の水位への影響を及ぼす可能

性があるが、全体として水資源への影響

は小さいと予測する。 

以上より、トンネルの工事及び鉄道施

設（トンネル）の存在による水資源への

影響は、トンネル区間全般としては小さ

いものの、断層付近の破砕帯を通過する

区間や洪積層の浅層部を通過する場合に

おいては、一部の地下水の水位へ影響を

及ぼす可能性があるため、断層付近の破

砕帯を通過する区間や洪積層の浅層部を

通過する場合においては、一部の水資源

へ影響を及ぼす可能性があるものと予測

する。 

 

ｐ8-2-4-38 

表 8-2-4-7 環境保全

措置の検討の状況 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により排出する水は必要に応じて濁

水処理等の対策により、適切に処理した

うえで排水することで、公共用水域への

影響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事により排出する水は必要に応じて、

沈殿・濾過・中和等の対策により、法令

に基づく排水基準等を踏まえ、水質の改

善を図るための処理をした上で排水する

ことで、公共用水域への影響を低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

 

ｐ8-2-4-38 

表 8-2-4-7 環境保全

措置の検討の状況 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きることから、環境保全措置として採用

する。 
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（適切な構造及び工法の採用、適否の理

由) 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調査

を実施し、適切なトンネル構造及び工法

を採用することで、地下水への影響を低

減できることから環境保全措置として採

用する。 

（適切な構造及び工法の採用、適否の理

由) 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調査

を実施し、覆工コンクリート、防水シー

トの設置等を行うと共に、必要に応じて

薬液注入工を実施することなどにより、

地下水への影響を低減できることから環

境保全措置として採用する。 

 

 

P8-2-4-39 

表 8-2-4-8 (1) 環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事により排出する水は必要に応じて濁

水処理等の対策により、適切に処理した

上で排出することで、公共用水域への影

響を低減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事により排出する水は必要に応じて、

沈殿・濾過・中和等の対策により、法令

に基づく排水基準等を踏まえ、水質の改

善を図るための処理をした上で排水する

ことで、公共用水域への影響を低減でき

る。 

 

 

P8-2-4-39 

表 8-2-4-8 (3) 環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、工事排

水の適正処理を徹底することができる。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、工事排水の処理を徹底することがで

きる。 

 

 

P8-2-4-40 

表 8-2-4-8 (4) 環境

保全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

地下水の水位の低下を抑制することによ

り、地下水への影響を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調査

を実施し、覆工コンクリート、防水シー

トの設置等を行うと共に、必要に応じて

薬液注入工を実施することなどにより、

地下水への影響を低減できる。 

 

 

ｐ8-2-4-41 

ｱ)事後調査を行うこと

とした理由 

地下水の水位については、地質等調査の

結果を踏まえ水文地質的に検討を行い予

測しているが、破砕帯を通過する地域及

び洪積層の浅層部を通過する地域の一部

の水道水源等においては、環境影響評価

法に基づく事後調査を実施する。 

地下水の水位については、地質等調査の

結果を踏まえ水文地質的に検討を行い予

測しているが、破砕帯を通過する地域及

び洪積層の浅層部を通過する地域につい

ては、状況によって工事中に集中的な湧

水が発生する可能性があり、一部の水道

水源等に与える影響の予測に不確実性が

あることから、環境影響評価法に基づく

事後調査を実施する。 
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調査項目 調査内容 実施主体 

地下水の水位 ○調査期間 
 工事前、工事中、工事完了後一定期間 
○調査地域・地点 
 トンネル計画路線周辺の主な井戸 
○調査方法 
 「地下水調査及び観測指針（案）」（平成 5 年建設省

河川局） 

東海旅客鉄道株式会社 

河川の流量 ○調査期間 
 工事前、工事中、工事完了後一定期間 
○調査地域・地点 
 トンネル計画路線周辺の主な河川 
○調査方法 
 「水質調査方法」（昭和 46 年環水管 30 号） 

東海旅客鉄道株式会社 

 

調査項目 調査内容 実施主体 

河川の流量 １．河川の流量、水温、ｐＨ、電気伝導率 
○調査期間 
・工事着手前：トンネル工事前の 1 年間、月 1 回の観測を考え

ている。 
・工事中：月 1 回の観測を基本とすることを考えている。 
・工事完了後：トンネルの工事完了後 3 年間、4 季の観測を基

本とすることを考えている。なお、状況に応じて調査期間
は別途検討する。 

○調査地域・地点 
・工事着手前：予測検討範囲内で、トンネル計画路線周辺の主

な河川を対象にその流域の下流地点等から調査地点を検討
する。 

・工事中：工事着手前の調査地点を基本とし、工事の進捗状
況等を踏まえ必要に応じて調査地点を増減させることを考
えている。 

・工事完了後：トンネルの工事中の調査地点を基本とし、状況
を踏まえて必要に応じて調査地点を増減させることを考え
ている。 
○調査方法 

・「水質調査方法」（昭和 46 年環水管 30 号）に準拠する。 

東海旅客鉄道
株式会社 

 

調査項目 調査内容 実施主体 
地下水の水位 １．井戸の利用状況等（井戸の形式、使用量、標高等） 

○調査期間 
 ・工事着手前 

○調査地域・地点 
 ・予測検討範囲及びその周囲の個人井戸を中心とした水源 

○調査方法 
 ・聞き取り調査等 
 
２．地下水の水位、水温、ｐＨ、電気伝導率、透視度 

○調査期間 
・工事着手前：トンネル工事前の 1年間、月 1 回の観測を考え

ている。 
・工事中：月 1 回の観測を基本とすることを考えている。 
・工事完了後：トンネルの工事完了後 3 年間、4 季の観測を基

本とすることを考えている。なお、状況に応じて調査期間
は別途検討する。 

○調査地域・地点 
・予測検討範囲内で、準備書における文献調査及び現地調査で

把握した既存の井戸及び湧水等から調査地点を検討する。 
・予測検討範囲内で、上記「井戸の利用状況等」の調査を踏ま

え、井戸の分布状況、標高、地形や地質、トンネルとの位置
関係等を考慮の上、一定の集落の単位で調査地点を検討する。 

・地域の意見を踏まえ、必要に応じて予測検討範囲の周囲につ
いても調査地点を検討する。 

・自治体からの調査の要請のあった井戸についても検討する。 
○調査方法 
・「地下水調査および観測指針（案）」（平成 5 年、建設省河川

局）に準拠する。 

東海旅客鉄道
株式会社 
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ｐ8-2-4-42 

表 8-2-4-9(1)事後調

査の内容 

ｐ8-2-4-43 

表 8-2-4-9(2)事後調

査の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｐ8-2-4-43 

ｲ)評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、トンネルの工事及び鉄道施

設（トンネル）の存在に係る水資源への

影響について、一部の地域において影響

があると予測したが、その影響を低減さ

せるため、表 8-2-4-8 に示した環境保全

措置を実施することから、事業者により

実行可能な範囲内で低減が図られている

と評価する。 

本事業では、トンネルの工事及び鉄道施

設（トンネル）の存在に係る水資源への

影響について、一部の地域において影響

があると予測したが、表 8-2-4-8 に示し

た環境保全措置を確実に実施することか

ら、水資源に係る環境影響の低減が図ら

れていると評価する。 

ｐ8-2-4-45 

表 8-2-4-10 環境保全

措置の検討の状況 

（鉄道施設からの排水の適切な処理、適

否の理由） 

鉄道施設（車両基地）から排出する水は

必要に応じて処理等の対策により、法令

等に基づく排水基準に適合するよう処理

した上で排水することで、公共用水域へ

の影響を低減できることから、環境保全

措置として採用する。 

（鉄道施設からの排水の適切な処理、適

否の理由） 

鉄道施設（車両基地）から排出する水は、

必要に応じて発生水量を考慮した浄化槽

を設置し、法令に基づく排水基準等を踏

まえ、活性汚泥処理等の BOD を低減させ

るための処理をした上で排水すること

で、公共用水域への影響を低減できるこ

とから、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、適切な点

検・整備による性能維持により、排水の

適正処理を徹底することができることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（処理設備の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、排水の処理を徹底することができる

ことから、環境保全措置として採用する。

（下水道への排水、適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水道

へ排水することで、公共用水域への影響

を回避又は低減することができることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（下水道への排水、適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、処理を

した上で下水道へ一部排水することで、

公共用水域への影響を回避又は低減でき

ることから、環境保全措置として採用す

る。 

ｐ8-2-4-45 

表 8-2-4-11(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

鉄道施設から排出する水は必要に応じて

処理等の対策により、法令等に基づく排

水基準に適合するよう処理した上で排出

することで、公共用水域への影響を低減

することができる。 

（環境保全措置の効果） 

鉄道施設から排出する水は、必要に応じ

て発生水量を考慮した浄化槽を設置し、

法令に基づく排水基準等を踏まえ、活性

汚泥処理等の BOD を低減させるための処

理をした上で排水することで、公共用水

域への影響を低減できる。 
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ｐ8-2-4-46 

表 8-2-4-11(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備による性能維持により、

排水の適正処理を徹底することができ

る。 

（環境保全措置の効果） 

処理設備を設置する場合は、点検・整備

を確実に行い、性能を維持することによ

り、排水の処理を徹底することができる。

ｐ8-2-4-46 

表 8-2-4-11(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水道

へ排水することで、公共用水域への影響

を回避又は低減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、処理を

した上で下水道へ一部排水することで、

公共用水域への影響を回避又は低減でき

る。 

ｐ8-2-4-47 

ｲ)評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、車両基地の供用に伴う水資

源 へ の 影 響 を 低 減 さ せ る た め 、 表

8-2-4-11 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

本事業では、表 8-2-4-11 に示した環境保

全措置を実施することから、鉄道施設（車

両基地）の供用に伴う水資源に係る環境

影響の回避又は低減が図られていると評

価する。 

ｐ8-3-1-2 

表 8-3-1-1 対象事業実

施区域及びその周囲の

自然公園の指定状況 

（名称飛騨木曽川、公園面積（ha）） 

18,413 

 

（名称飛騨木曽川、公園面積（ha）） 

18,075 

ｐ8-3-1-2 

イ．重要な地形及び地

質の分布、状態及び特

性 

重要な地形及び地質は、表 8-3-1-2 に

示す文献及び法令を基に選定を行った。

対象事業実施区域及びその周囲には、表 

8-3-1-3 及び図 8-3-1-1 に示すとおり、

地形及び地質に係る文化財保護法及び文

化財保護条例に指定されている天然記念

物として、中津川市の丸山神社のふな岩、

恵那市の水蝕岩形、傘岩、瑞浪市の瑞浪

化石産地、瑞浪市から御嵩町にまたがる

蝕地形、鬼岩が存在する。 

 

重要な地形及び地質は、表 8-3-1-2に

示す文献及び法令を基に選定を行った。

対象事業実施区域及びその周囲には、表 

8-3-1-3及び図 8-3-1-1に示すとおり、地

形及び地質に係る文化財保護法及び文化

財保護条例に指定されている天然記念物

として、中津川市の丸山神社のふな岩、

恵那市の水蝕岩形、傘岩、瑞浪市の瑞浪

化石産地、瑞浪市から御嵩町にまたがる

蝕地形、名勝及び天然記念物として瑞浪

市の鬼岩が存在する。 

 

ｐ8-3-1-3 

表 8-3-1-2 重要な地

形、地質及び自然現象

に関する文献及び法令

名 

（文化財保護法、区分） 

地質鉱物（特異な自然現象の生じてい

る土地も含む） 

名勝天然記念物 

特別名勝記念物 

（文化財保護法、区分） 

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝

天然記念物（地形、地質に関わるもの） 

ｐ8-3-1-4 

ウ．地形及び地質の概

況 

対象事業実施区域及びその周囲におけ

る地形の概況を「第 4 章 図 4-2-1-12」

に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲には、

長野県との県境西側を境に、東に阿寺山

地、西に美濃高原が広がる。美濃高原は、

中津川市、恵那市、瑞浪市、御嵩町、土

岐市、可児市及び多治見市にまたがる起

伏丘陵地が分布している。丘陵地内では、

北側に木曽川、南側に土岐川が東北東か

ら西南西へ蛇行しながら流下し、これら

川沿いに盆地が分布している。盆地内で

は砂礫台地段丘（低位段丘）が河川沿い

に形成されており、中津川市及び恵那市

の盆地には扇状地性低地が広く分布して

いる。 

対象事業実施区域及びその周囲におけ

る地質の概況を「第 4 章 図 4-2-1-13」

対象事業実施区域及びその周囲におけ

る地形の概況を「第4章 図 4-2-1-12」に

示す。 

対象事業実施区域及びその周囲には、

長野県との県境西側を境に、東に阿寺山

地、西に美濃高原が広がる。美濃高原は、

中津川市、恵那市、瑞浪市、御嵩町、土

岐市、可児市及び多治見市にまたがる起

伏丘陵地が分布している。丘陵地内では、

北側に木曽川、南側に土岐川が東北東か

ら西南西へ蛇行しながら流下し、これら

川沿いに盆地が分布している。盆地内で

は砂礫台地段丘（低位段丘）が河川沿い

に形成されており、中津川市及び恵那市

の盆地には扇状地性低地が広く分布して

いる。 

対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質を「第4章 図4-2-1-13」に示す。 
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に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質は、領家帯花崗岩類、濃飛流紋岩類

及び美濃帯の堆積岩類が基盤岩を構成

し、それらを不整合に覆って新第三紀中

新世の瑞浪層群、新第三紀鮮新世の瀬戸

層群が分布している。領家帯花崗岩類は、

中津川市、瑞浪市及び御嵩町に分布し、

中生代白亜紀にマグマの貫入によって生

成されたもので、苗木花崗岩、土岐花崗

岩と呼ばれている。濃飛流紋岩類は、中

津川市、恵那市及び瑞浪市に分布し、流

紋岩、石英安山岩及び溶結凝灰岩を主体

とする流紋岩質岩石で構成されている。

美濃帯の堆積岩類は、瑞浪市、御嵩町、

可児市及び多治見市に分布し、チャート、

砂岩、粘板岩及びこれらの互層で構成さ

れている。瑞浪層群（御嵩から可児に至

る地域では可児層群と呼ばれている）は

瑞浪市、御嵩町、可児市及び多治見市に

分布し、礫岩、砂岩、泥岩、凝灰岩、夾

炭層及びそれらの互層で、下部は陸成の

堆積物、上部は海成の堆積物で構成され

ている。下部の堆積物には土岐夾炭累層

（瑞浪層群）、可児夾炭累層（可児層群）

と呼ばれる褐炭層が頻繁に挟在する地層

が分布している。瀬戸層群はほぼ全域に

わたって分布しており、下部の土岐口陶

土層（蛙目粘土、木節粘土、珪砂、白粘

土及びシルトから成り、褐炭層や火山灰

層が挟在）と上部の土岐砂礫層（主に砂

礫であり、よく円磨されたチャート、砂

岩、花崗岩及び濃飛流紋岩礫よりなる）

に区分される。また、中津川市、恵那市、

御嵩町及び可児市の低地部には第四紀更

新世、完新世にまたがり河成の円礫層を

主体とする段丘堆積物及び氾濫原堆積物

が分布している。 

対象事業実施区域及びその周囲に分布

す る 主 要 な 活 断 層 を 「 第 4 章  図 

4-2-1-13」に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲の表層

地質は、伊奈川花崗岩、苗木花崗岩、土

岐花崗岩、濃飛流紋岩類及び美濃帯堆積

岩類が基盤岩を構成し、それらを不整合

に覆って新第三紀中新世の瑞浪層群、新

第三紀鮮新世の瀬戸層群が分布してい

る。伊奈川花崗岩は、中津川市東部に分

布し、角閃石黒雲母花崗閃緑岩で構成さ

れている。苗木花崗岩は、中津川市及び

恵那市に分布し、主に黒雲母花崗岩で構

成されている。土岐花崗岩は、瑞浪市、

御嵩町、可児市及び多治見市に分布し、

角閃石黒雲母花崗閃緑岩で構成されてい

る。伊奈川花崗岩、苗木花崗岩及び土岐

花崗岩は、いずれも中生代白亜紀末にマ

グマの併入によって生成されたものであ

る。濃飛流紋岩類は、中津川市、恵那市

及び瑞浪市に分布し、流紋岩、石英安山

岩及び溶結凝灰岩を主体とする流紋岩質

岩石で構成されている。美濃帯堆積岩類

は、主に瑞浪市、御嵩町、可児市及び多

治見市に分布し、チャート、砂岩、粘板

岩及びこれらの互層で構成されている。

その内、粘板岩を主体とする地層には、

黄鉄鉱が含まれている可能性がある。瑞

浪層群（御嵩～可児地域では可児層群と

呼ばれている）は瑞浪市、御嵩町、可児

市及び多治見市に分布し、礫岩、砂岩、

泥岩、凝灰岩、凝灰質砂岩、凝灰質泥岩、

夾炭砂岩などで構成されている。瑞浪層

群の堆積物は、基底部から上方に向かっ

て淡水成、汽水成、海成へと変化してお

り、瑞浪層群堆積時代に当該地域に海域

が徐々に広がっていったことを示してい

る。瑞浪層群の下部に分布する土岐夾炭

累層、可児層群の下部に分布する可児夾

炭累層（中村層）には、褐炭層が頻繁に

挟在している。これら夾炭累層と花崗岩

との境界部分等にウラン鉱床が存在する

可能性がある。瀬戸層群はほぼ全域にわ

たって分布しており、下部の土岐口陶土

層（砂層、シルト層、粘土層よりなり、

粘土層中には蛙目粘土や木節粘土が挟

在）と上部の土岐砂礫層（主に礫層であ

り、チャート、砂岩、花崗岩及び濃飛流

紋岩礫などの円礫を含む）に区分される。

また、中津川市、恵那市、御嵩町、可児

市及び多治見市の低地部には第四紀更新

世、完新世にまたがり河成の礫層を主体

とする段丘堆積物及び氾濫原堆積物が分

布している。中津川市、恵那市及び瑞浪

市の一部地域には、扇状地堆積物が分布

する。 
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対象事業実施区域及びその周囲に分布

する主要な活断層を「第4章 図4-2-1-13」

に示す。 

ｐ8-3-1-12 

ｲ）評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、工事施工ヤードの設置によ

る重要な地形及び地質に係る環境影響を

低減させるため、表 8-3-1-5 に示した環

境保全措置を確実に実施することから、

事業者により実行可能な範囲内で回避で

きるものと評価する。 

本事業では、「地形の改変をできる限

り小さくした工事施工ヤードの配置計

画」の環境保全措置を確実に実施するこ

とから、工事施工ヤードの設置による重

要な地形及び地質に係る環境影響を回避

できるものと評価する。 

ｐ8-3-1-15 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（トンネル、地表

式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、

換気施設、変電施設）の存在による重要

な地形及び地質に係る環境影響を回避又

は低減させるため、表 8-3-1-8 に示した

環境保全措置を確実に実施することか

ら、事業者により実行可能な範囲内で回

避できるものと評価する。 

本事業では、「地形の改変をできる限

り小さくした鉄道施設の配置計画」の環

境保全措置を確実に実施することから、

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、

嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電

施設）の存在による重要な地形及び地質

に係る環境影響を回避できるものと評価

する。 

ｐ8-3-2-3 

ｲ）評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、トンネルの工事の実施に

係る地盤沈下を低減させるため、表

8-3-2-2 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

本事業では、「適切な構造及び工法の

採用」の環境保全措置を確実に実施する

ことから、トンネルの工事による地盤沈

下に係る環境影響の回避又は低減が図ら

れていると評価する。 

ｐ8-3-2-6 

ｲ）評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、鉄道施設（車両基地）の

供用における地下水の揚水に伴う地盤沈

下 を 回 避 又 は 低 減 さ せ る た め 、 表 

8-3-2-4 に示した環境保全措置を確実に

採用することから、事業者により実行可

能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

本事業では、「適切な揚水位置や揚水

量の計画」及び「上水道からの取水」の

環境保全措置を確実に実施することか

ら、鉄道施設（車両基地）の供用におけ

る地下水の揚水に伴う地盤沈下に係る環

境影響の低減が図られていると評価す

る。 

 

ｐ8-3-3-2 

表 8-3-3-2(2)自然由

来の重金属等（溶出量

試験）の試験方法 

（試験項目ふっ素、試験方法） 

JIS K 0102 34.1 又は「水質汚濁に係る環

境基準について」付表 1 

（試験項目ふっ素、試験方法） 

JIS K 0102 34.1又はJIS K 0102 34.1c（注
(6)第3文を除く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ法で妨害と

なる物質が共存しない場合にあっては、

これを省略できる。）及び昭和46年12月

環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境

基準について）付表6 

 

ｐ8-3-3-2 

表 8-3-3-3 現地調査地

点 

－ 調査深度を追記 

ｐ8-3-3-12 

表 8-3-3-5(1)自然由

来の重金属等のスクリ

ーニング試験結果 

－ 対象地質、調査深度の追記 

ｐ8-3-3-12 

表 8-3-3-5(2)自然由

来の重金属等の溶出量

試験結果 

－ 対象地質、調査深度の追記 

ｐ8-3-3-13 

表 8-3-3-5(3)酸化可

能性試験結果 

－ 対象地質、調査深度の追記 
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ｐ8-3-3-13 

イ．地質の状況 
対象事業実施区域及びその周囲の地質

の状況は、「8-3-1 重要な地形及び地質」

に示すとおりであり、瑞浪市から多治見

市にかけて美濃帯の堆積岩類のチャー

ト、砂岩、粘板岩及びこれらの互層が分

布している。その内、粘板岩を主体とす

る地層には、黄鉄鉱が含まれている可能

性がある。黄鉄鉱を含む地層を掘削した

場合、掘削土は水及び空気と反応するこ

とで酸性化し、その過程に生成される酸

性水が発生土に含まれる重金属等を溶出

させる可能性がある。 

また、瑞浪市から多治見市にかけては

瑞浪層群の礫岩、砂岩、泥岩、凝灰岩、

夾炭層及びそれらの互層が分布してい

る。瑞浪層群の土岐夾炭累層と花崗岩と

の境界部分等にウラン鉱床が存在する可

能性がある。 

なお、対象事業実施区域の周囲に存在

するウラン鉱床について、独立行政法人

日本原子力研究開発機構が、前身の動力

炉・核燃料開発事業団において詳細な調

査を行っており、ヒアリング及び資料収

集を行った結果、ウラン鉱床の範囲は、

「日本のウラン資源」（昭和 63 年、動力

炉・核燃料開発事業団）に最新の知見が

示されており、図 8-3-3-3 に示すとおり

計画路線（トンネル）はウラン鉱床を回

避している。 

対象事業実施区域及びその周囲の地質

の状況は、「8-3-1 重要な地形及び地質」

に示すとおりであり、主に瑞浪市、御嵩

町、可児市及び多治見市には、チャート、

砂岩、粘板岩及びこれらの互層で構成さ

れている美濃帯堆積岩類が分布してい

る。その内、粘版岩を主体とする地層に

は、黄鉄鉱が含まれている可能性がある。

黄鉄鉱を含む地層を掘削した場合、掘削

土は水及び空気と反応することで酸性化

し、その過程に生成される酸性水が発生

土に含まれる重金属等を溶出させる可能

性がある。 

また、瑞浪市、御嵩町、可児市及び多

治見市には、礫岩、砂岩、泥岩、凝灰岩、

凝灰質砂岩、凝灰質泥岩、夾炭砂岩など

で構成されている瑞浪層群（御嵩～可児

地域では可児層群と呼ばれている）が分

布している。瑞浪層群の下部に分布する

土岐夾炭累層、可児層群の下部に分布す

る可児夾炭累層（中村層）には、褐炭層

が頻繁に挟在している。これら夾炭累層

と花崗岩との境界部分等にウラン鉱床が

存在する可能性がある。なお、対象事業

実施区域の周囲に存在するウラン鉱床に

ついて、独立行政法人日本原子力研究開

発機構が、前身の動力炉・核燃料開発事

業団において詳細な調査を行っており、

ヒアリング及び資料収集を行った結果、

ウラン鉱床の範囲は、「日本のウラン資

源」（昭和63 年、動力炉・核燃料開発事

業団）に最新の知見が示されており、図 

8-3-3-3 に示すとおり計画路線（トンネ

ル）はウラン鉱床を回避している。 

ｐ8-3-3-14 

図 8-3-3 東濃地域地質

及び鉱床分布図 

（凡例） 

U3OS 

（凡例） 

U3O８ 

ｐ8-3-3-15 

ｶ）予測結果 
土壌汚染が明らかとなった際には、関連

法令等に基づき適切に処理、処分する。 

土壌汚染が明らかとなった際には、土

壌汚染対策法等の関連法令等に基づき適

切に処理、処分する。 

 

ｐ8-3-3-16 

表 8-3-3-6 環境保全措

置の検討の状況 

（有害物質の有無の確認と汚染土壌の適

切な処理、適否の理由） 

汚染のおそれがある土壌に遭遇した場

合は、有害物質の有無や汚染状況等を確

認する。土壌汚染が明らかとなった際に

は、土壌汚染対策法等に基づき適切に処

理、処分することで、土壌汚染を回避で

きることから、環境保全措置として採用

する。 

 

（有害物質の有無の確認と汚染土壌の適

切な処理、適否の理由） 

汚染のおそれがある土壌に遭遇した場

合は、有害物質の有無や汚染状況等を確

認する。土壌汚染が明らかとなった際に

は、土壌汚染対策法等に基づき対象物質

の種類や含有状況等に合わせた処理、処

分を行うことで、土壌汚染を回避できる

ことから、環境保全措置として採用する。

 

－ 追記 

（発生土を有効利用する事業者への土壌

汚染に関する情報提供の徹底） 
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ｐ8-3-3-16 

ｲ) 環境保全措置の実

施主体、方法その他の

環境保全措置の実施の

内容 

本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去による土壌汚染に係る環境影響

を回避又は低減させるため、環境保全措

置として「有害物質の有無の確認と汚染

土壌の適切な処理」及び「薬液注入工法

における指針の順守」を実施する。 

本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去による土壌汚染に係る環境影響

を回避又は低減させるため、環境保全措

置として「有害物質の有無の確認と汚染

土壌の適切な処理」、「薬液注入工法に

おける指針の順守」及び「発生土を有効

利用する事業者への土壌汚染に関する情

報提供の徹底」を実施する。 

 

ｐ8-3-3-17 

表 8-3-3-7(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

汚染のおそれがある土壌に遭遇した場

合は、有害物質の有無を確認する。土壌

汚染が明らかとなった際には、関連法令

等に基づき適切に処理、処分することで、

土壌汚染を回避できる。 

（環境保全措置の効果） 

汚染のおそれがある土壌に遭遇した場

合は、有害物質の有無を確認する。土壌

汚染が明らかとなった際には、関連法令

等に基づき対象物質の種類や含有状況等

に合わせた処理、処分を行うことで、土

壌汚染を回避できる。 

ｐ8-3-3-17 

表 8-3-3-7(3)環境保

全措置の内容 

－ 追記 

 

ｐ8-3-3-18 

ｲ)評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去に伴う土壌汚染を回避又は低減

させるため、表 8-3-3-7 に示した環境保

全措置を確実に実施することから、事業

者により実行可能な範囲内で回避できる

ものと評価する。 

本事業では、「有害物質の有無の確認

と汚染土壌の適切な処理」、「薬液注入

工法における指針の順守」及び「発生土

を有効利用する事業者への土壌汚染に関

する情報提供の徹底」の環境保全措置を

確実に実施することから、切土工等又は

既存の工作物の除去に伴う土壌汚染に係

る環境影響を回避できるものと評価す

る。 

 

ｐ8-3-3-19 

ｶ)予測結果 
土壌汚染が明らかとなった際には、関

係法令等に基づき適切に処理、処分する。

土壌汚染が明らかとなった際には、土

壌汚染対策法等の関係法令等に基づき適

切に処理、処分する。 

 

ｐ8-3-3-20 

表 8-3-3-8 環境保全措

置検討の状況 

（発生土に含まれる重金属等の定期的な

調査、適否の理由） 

発生土に含まれる重金属等の有無を定

期的に確認し、指定基準に適合しない発

生土及び酸性化のおそれのある発生土

は、選別して適切な現場管理を行うとと

もに、関連法令等に基づき処理、処分す

ることで、土壌汚染を回避できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

 

（発生土に含まれる重金属等の定期的な

調査、適否の理由） 

発生土に含まれる重金属等の有無を定期

的に確認し、指定基準に適合しない発生

土及び酸性化のおそれのある発生土は、

選別して対象物質の種類や含有状況等に

合わせた現場管理を行うとともに、関連

法令等に基づき処理、処分を行うことで、

土壌汚染を回避できることから、環境保

全措置として採用する。 

 

（仮置き場における発生土の適切な管

理、適否の理由） 

発生土の仮置き場に屋根、側溝、シート

覆いを設置する等、発生土を適切に管理

することで、重金属等の有無を確認する

までの間の雨水等による重金属等の流出

を防止し、土壌汚染を回避できることか

ら、環境保全措置として採用する 

 

（仮置き場における発生土の適切な管

理、適否の理由） 

発生土の仮置き場に屋根、側溝、シー

ト覆いを設置する等の管理を行うこと

で、重金属等の有無を確認するまでの間

の雨水等による重金属等の流出を防止

し、土壌汚染を回避できることから、環

境保全措置として採用する。 

 



12-44 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

処理施設により工事排水を適切に処理

した上で排水することで、土壌汚染を回

避できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

（工事排水の適切な処理、適否の理由） 

工事排水について、処理施設により法

令に基づく排水基準等を踏まえ、水質の

改善を図るための処理をしたうえで排水

することで、土壌汚染を回避できること

から、環境保全措置として採用する。 

－ 追記 

（発生土を有効利用する事業者への土壌

汚染に関する情報提供の徹底） 

 

ｐ8-3-3-21 

ｲ）環境保全措置の実施

主体、方法その他の環

境保全措置の実施の内

容 

本事業では、トンネルの工事による土

壌汚染に係る環境影響を回避又は低減さ

せるため、環境保全措置として「発生土

に含まれる重金属等の定期的な調査」、

「仮置き場における掘削土砂の適切な管

理」、「工事排水の適切な処理」及び「薬

液注入工法における指針の順守」を実施

する。 

 

本事業では、トンネルの工事による土

壌汚染に係る環境影響を回避又は低減さ

せるため、環境保全措置として「発生土

に含まれる重金属等の定期的な調査」、

「仮置き場における発生土の適切な管

理」、「工事排水の適切な処理」、「薬

液注入工法における指針の順守」及び「発

生土を有効利用する事業者への土壌汚染

に関する情報提供の徹底」を実施する。 

ｐ8-3-3-21 

表 8-3-3-9(1)環境保

全措置の内容 

（発生土に含まれる重金属等の定期的な

調査、環境保全措置の効果） 

発生土に含まれる重金属等の有無を定

期的に確認し、指定基準に適合しない発

生土及び酸性化のおそれのある発生土

は、選別して適切な現場管理を行うとと

もに、関連法令等に基づき処理、処分す

ることで、土壌汚染を回避できる。 

（発生土に含まれる重金属等の定期的な

調査、環境保全措置の効果） 

発生土に含まれる重金属等の有無を定

期的に確認し、指定基準に適合しない発

生土及び酸性化のおそれのある発生土

は、選別して対象物質の種類や含有状況

等に合わせた現場管理を行うとともに、

関連法令等に基づき処理、処分を行うこ

とで、土壌汚染を回避できる。 

ｐ8-3-3-21 

表 8-3-3-9(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

発生土の仮置き場に屋根、側溝、シート

覆いを設置する等、発生土を適切に管理

することで、重金属等の有無を確認する

までの間の雨水等による重金属等の流出

を防止し、土壌汚染を回避できる。 

 

（環境保全措置の効果） 

発生土の仮置き場に屋根、側溝、シー

ト覆いを設置する等の管理を行うこと

で、重金属等の有無を確認するまでの間

の雨水等による重金属等の流出を防止

し、土壌汚染を回避できる。 

 

ｐ8-3-3-21 

表 8-3-3-9(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

処理施設により工事排水を適切に処理

した上で排水することで、土壌汚染を回

避できる。 

 

（環境保全措置の効果） 

工事排水について、処理施設により法

令に基づく排水基準等を踏まえ、水質の

改善を図るための処理をしたうえで排水

することで、土壌汚染を回避できる。 

ｐ8-3-3-22 

表 8-3-3-9(5)環境保

全措置の内容 

－ 追記 

ｐ8-3-3-23 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業では、トンネルの工事に伴う土

壌汚染を回避又は低減させるため、表

8-3-3-9 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で回避できるものと評価す

る。 

本事業では、「発生土に含まれる重金

属等の定期的な調査」、「仮置き場にお

ける発生土の適切な管理」、「工事排水

の適切な処理」、「薬液注入工法におけ

る指針の順守」及び「発生土を有効利用

する事業者への土壌汚染に関する情報提

供の徹底」の環境保全措置を確実に実施

することから、トンネルの工事に伴う土

壌汚染に係る環境影響を回避できるもの

と評価する。 
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地点 
番号 

市町村名 所在地 
予測条件 

赤緯 
投影面の

高さ 緯度（北緯） 経度（東経）

01 

中津川市 

瀬戸 35°30′ 137°29′ 

-23°27′

地上 4.0m

02 駒場 35°28′ 137°26′ 地上 4.0m

03 千旦林 35°29′ 137°27′ 地上 4.0m

04 茄子川 35°28′ 137°26′ 地上 4.0m

05 
恵那市 

大井町 35°27′ 137°24′ 地上 1.5m

06 武並町藤 35°26′ 137°20′ 地上 4.0m

07 御嵩町 美佐野 35°24′ 137°10′ 地上 4.0m

08 
可児市 

久々利 
35°25′ 137°03′ 

地上 4.0m

09 大森 地上 4.0m

10 多治見市 大針町 35°21′ 137°04′ 地上 1.5m

 

地点
番号

市町村名 所在地 
予測条件 

赤緯 
投影面の

高さ 緯度（北緯） 経度（東経） 

01 

中津川市

瀬戸 35°30′ 137°29′ 

-23°27′

地上 4.0m

02 駒場 35°29′ 137°28′ 地上 4.0m

03 千旦林 35°29′ 137°28′ 地上 4.0m

04 茄子川 35°29′ 137°26′ 地上 4.0m

05 
恵那市 

大井町 35°27′ 137°24′ 地上 1.5m

06 武並町藤 35°26′ 137°20′ 地上 4.0m

07 御嵩町 美佐野 35°24′ 137°10′ 地上 4.0m

08 
可児市 

久々利 
35°25′ 137°03′ 

地上 4.0m

09 大森 地上 4.0m

10 多治見市 大針町 35°21′ 137°04′ 地上 1.5m

 

地区 
番号 

市町村名 予測地域 中継局 
遮蔽障害の有無 

（鉄道施設からの距離）
反射障害の有無 

（鉄道施設からの距離）

01 

中津川市 

瀬戸 

中津川中継局 

あり（ 50m） なし 

02 駒場 あり（460m） なし 

03 千旦林 あり（ 40m） なし 

04 茄子川 あり（ 70m） なし 

05 
恵那市 

大井町 あり（ 70m） なし 

06 武並町藤 あり（ 60m） なし 

07 御嵩町 美佐野 
中濃中継局 

あり（ 30m） なし 

08 
可児市 

久々利 あり（ 40m） なし 

09 大森等 
土岐南中継局 

あり（ 60m） なし 

10 多治見市 大針町等 
あり（210m） なし 

多治見姫中継局 あり（150m） なし 
注 1.用地境界の外に、障害が生じる可能性があると予測された場合、その最も遠い地点と用地境界との距離

を示した。 

地区
番号

市町村名 予測地域 中継局 
遮蔽障害の有無 

（鉄道施設からの方向、距離） 
反射障害の有無 

（鉄道施設からの方向、距離）

01 

中津川市

瀬戸 

中津川中継局 

あり（ 北西方向、 50m） なし 

02 駒場 あり（  北方向、460m） なし 

03 千旦林 あり（ 北西方向、 40m） なし 

04 茄子川 あり（ 北西方向、 70m） なし 

05 
恵那市 

大井町 あり（北北西方向、 70m） なし 
06 武並町藤 あり（北北西方向、 60m） なし 
07 御嵩町 美佐野 

中濃中継局 
あり（  南方向、 30m） なし 

08 
可児市 

久々利 あり（南南東方向、 40m） なし 

09 大森等 
土岐南中継局 

あり（西北西方向、 60m） なし 

10 多治見市 大針町等
あり（ 北西方向、210m） なし 

多治見姫中継局 あり（  南方向、150m） なし 
注 1.用地境界の外に、障害が生じる可能性があると予測された場合、その最も遠い地点の鉄道施設からの方

向及び用地境界との距離を示した。 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-3-4-6 

表 8-3-4-3 予測条件 

 
 

 

ｐ8-3-4-10 

ｲ)評価結果 

a）回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（嵩上式、駅、車

両基地、換気施設）の存在による日照阻

害に係る環境影響を低減させるため、表

8-3-4-7 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

本事業では、鉄道施設（嵩上式、駅、

車両基地、換気施設）の存在に係る日照

阻害への影響について、一部の地域にお

いて影響があると予測したものの、「鉄

道施設（嵩上式、地上駅）の構造物の形

式・配置等の工夫」、「鉄道施設（車両

基地、換気施設）の配置等の工夫」の環

境保全措置を確実に実施することから、

日照阻害に係る環境影響の回避又は低減

が図られていると評価する。 

 

ｐ8-3-5-4 

ｲ) 現地調査 
テレビジョン電波の受信状況の概要を

表 8-3-5-4 に示す。なお、総合品質評価

の基準を表 8-3-5-5 に示す。 

 

テレビジョン電波の受信状況の概要

を、表 8-3-5-4 に示す。各調査地域にお

ける広域局及び中継局別の総合品質評価

としては、各チャンネルの品質評価の中

で、最下位の品質評価を集約し、整理し

た。なお、各チャンネルの品質評価の基

準を表 8-3-5-5 に示す 

。 

 

ｐ8-3-5-4 

表 8-3-5-5 各チャンネ

ルの品質評価の基準 

画質評価 画像評価 

ｐ8-3-5-6 

表 8-3-5-7 予測結果 

 

 

 

 

ｐ8-3-5-9 

ｲ)評価結果 

a）回避又は低減に係る

評価 

鉄道施設（嵩上式、駅、車両基地、換

気施設、変電施設）の存在による電波の

遮蔽及び反射によってテレビジョン電波

障害を生じる可能性があると予測される

が、事前の確認を行うとともに、事業実

施後に障害が発生したと判断された場合

は、共同受信施設の設置等の環境保全措

置を講じることとしている。 

このことから、鉄道施設（嵩上式、駅、

車両基地、換気施設、変電施設）の存在

に伴う電波障害への影響は、事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減が図

られているものと評価する。 

本事業では、鉄道施設（嵩上式、駅、

車両基地、換気施設、変電施設）の存在

に係る電波障害への影響について、一部

の地域において影響があると予測したも

のの、「鉄道施設（車両基地、換気施設、

変電施設）の配置等の工夫」、「鉄道施

設（嵩上式、地上駅）の構造物の形式・

配置等の工夫」、「共同受信施設の設置」、

「個別受信施設の設置」、「受信施設の

移設又は改良」、「有線テレビジョン放

送の活用」及び「指針等に基づく改善策

の実施」の環境保全措置を確実に実施す

ることから、電波障害に係る環境影響の

回避又は低減が図られていると評価す

る。 
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整理

番号 

市町

村名
遺跡名称 時代・時期 種類 所在地 現況 

63 

恵
那
市 

安原遺跡 縄文・古墳・中世 散布地 大井町   

64 専行寺 1 号墳 古墳 古墳 大井町入道坂   

65 鷹撃谷城跡 中世 曲輪・空堀・土塁・土橋 大井町野畑城の欠   

66 関戸 2 号墳 その他 その他の遺跡 大井町根津   

67 関戸 3 号墳 その他 その他の遺跡 大井町根津   

68 岡瀬沢中遺跡 その他 その他の墓 大井町岡瀬沢中   

70 田尻 5 号古墳 古墳 古墳 武並町藤田尻  

71 

瑞
浪
市 

鬼舟遺跡 中世 散布地 日吉町   

72 蔵屋敷古墳 古墳 古墳 日吉町   

73 寺洞井ノ口横穴墓群 古墳 横穴墓 日吉町   

74 梅田横穴墓群 古墳 横穴墓 日吉町   

75 日吉宿遺跡 中世 散布地 日吉町   

76 岩神遺跡 中世 散布地 日吉町   

77 日吉宿北遺跡 中世 散布地 日吉町   

78 小洞古墳群 古墳 古墳 日吉町   

79 日吉郷戸遺跡 弥生～近世 散布地 日吉町   

80 大萱１号窯跡（弥七田） 中世・近世 生産遺跡 久々利字大萱   

81 八坂入彦命ノ墓 古墳 他の遺跡 久々利字大萱   

82 向林古窯跡 中世・近世 生産遺跡 久々利字大萱 滅失 

83 若林古窯跡 中世・近世 生産遺跡 久々利字大萱 滅失 

84 岩ヶ根古窯跡 中世・近世 生産遺跡 久々利字大萱 滅失 

85 大萱２号窯跡（窯下） 中世 生産遺跡 久々利字大萱   

86 大萱牟田洞１号窯跡 中世 生産遺跡 久々利柿下入会   

87 牟田洞２号窯跡 中世 生産遺跡 久々利柿下入会   

88 牟田洞１号窯跡 中世 生産遺跡 久々利柿下入会   

整理

番号

市町

村名
遺跡名称 時代・時期 種類 所在地 現況 

64

恵
那
市 

安原遺跡 縄文・古墳・中世 散布地 大井町   

65 専行寺 1 号墳 古墳 古墳 大井町入道坂   

66 鷹撃谷城跡 中世 曲輪・空堀・土塁・土橋 大井町野畑城の欠   

67 関戸 2 号墳 その他 その他の遺跡 大井町根津   

68 関戸 3 号墳 その他 その他の遺跡 大井町根津   

69 岡瀬沢中遺跡 その他 その他の墓 大井町岡瀬沢中   

70 田尻 5 号古墳 古墳 古墳 武並町藤田尻  

71

瑞
浪
市 

鬼舟遺跡 中世 散布地 日吉町   

72 蔵屋敷古墳 古墳 古墳 日吉町   

73 寺洞井ノ口横穴墓群 古墳 横穴墓 日吉町   

74 梅田横穴墓群 古墳 横穴墓 日吉町   

75 日吉宿遺跡 中世 散布地 日吉町   

76 岩神遺跡 中世 散布地 日吉町   

77 日吉宿北遺跡 中世 散布地 日吉町   

78 小洞古墳群 古墳 古墳 日吉町   

79 日吉郷戸遺跡 弥生～近世 散布地 日吉町   

80 弥七田古窯跡 近世 生産遺跡 久々利大萱   

81 八坂入彦命墓 古墳 他の遺跡 久々利大萱   

82 岩ヶ根古窯跡 中世・近世 生産遺跡 久々利大萱  

83 若林古窯跡 中世・近世 生産遺跡 久々利大萱  

84 向林古窯跡 中世・近世 生産遺跡 久々利大萱  

85 窯下古窯跡 中世・近世 生産遺跡 
久々利大萱 

久々利柿下入会 
  

86 大萱牟田洞古窯跡群 中世・近世 生産遺跡 久々利柿下入会   

87 牟田洞古窯跡群 中世 生産遺跡 久々利柿下入会   

88 大森新田１号墳 古墳 古墳 大森字立石   

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-3-6-1 

5)調査結果 
調査地域内に、指定等文化財は国指定 1

件、県指定 8 件、市指定 9 件の全 18 件、

埋蔵文化財包蔵地は 143 箇所分布してい

る。 

 

調査地域内に、指定等文化財は国指定1

件、県指定8件、市指定9件の全18件、埋

蔵文化財包蔵地は147箇所分布している。

ｐ8-3-6—4 

図 8-3-6-1(2)指定等

文化財の分布状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 嵐讃岐の供養碑の凡例を修正。 

ｐ8-3-6-6 

図 8-3-6-1(4)指定等

文化財の分布状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15大萱古窯跡群を修正。 

ｐ8-3-6-7 

表 8-3-6-2(1)埋蔵文

化財包蔵地の状況 

 

- 追記 

（整理番号63） 

遺跡名称：紅坂的場跡 

時代・時期：近世 

種類：その他の遺跡 

所在地：武並町竹折紅坂 

ｐ8-3-6-8 

表 8-3-6-2(2)埋蔵文

化財包蔵地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｐ8-3-6-9 

表 8-3-6-2(3)埋蔵文

化財包蔵地の状況 

－ 追記 

（整理番号121） 

遺跡名称：大針14号古窯跡 

時代・時期：中世 

種類：生産遺跡 

所在地：大針町 

（整理番号122） 

遺跡名称：大針15号古窯跡 

時代・時期：中世（鎌倉） 

種類：生産遺跡 

所在地：大針町 

（整理番号123） 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

遺跡名称：大針16号古窯跡 

時代・時期：古代（平安） 

種類：生産遺跡 

所在地：大針町 

現況：滅失 

（整理番号127） 

遺跡名称：大針起4号古窯跡 

時代・時期：古代 

種類：生産遺跡 

所在地：大針町字上畑 

（整理番号128） 

遺跡名称：大針起5号古窯跡 

時代・時期：中世 

種類：生産遺跡 

所在地：大針町字起 

ｐ8-3-6-15 

図 8-3-6-2(5)埋蔵文

化財包蔵地の分布状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80弥七田古窯跡、82岩ヶ根古窯跡 

83若林古窯跡、84向林古窯跡 

85窯下古窯跡、86大萱牟田洞古窯跡群 

87牟田洞古窯跡群の範囲を変更 

ｐ8-3-6-16 

図 8-3-6-2(6)埋蔵文

化財包蔵地の分布状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121大針14号古窯跡、122大針15号古窯跡、

123大針16号古窯跡、127大針起4号古窯

跡、128大針起5号古窯跡を追記。 

ｐ8-3-6-17 

ｶ）予測結果 
指定等文化財のうち可児市の「大萱古

窯跡群」において、鉄道施設を設置する

こととなるが、工事の着手前に関係機関

と協議のうえ、適切な構造及び工法等を

検討し、採用するとともに必要により調

査を実施するなどの措置を講ずることか

ら、指定等文化財への影響は小さいと予

測する。 

 指定等文化財は、回避する計画として

いるため、指定等文化財への影響はない

と予測する。 

 

 

 

 

 

ｐ8-3-6-17 

ｶ）予測結果 
また、13 箇所の埋蔵文化財包蔵地にお

いて鉄道施設（車両基地、換気施設、変

電施設）を設置することから、それらの

文化財の一部が改変される可能性がある

ものの、文化財保護法などの関係法令に

基づき関係機関への手続きなどの措置を

また、17箇所の埋蔵文化財包蔵地が存

在する箇所において鉄道施設（トンネル、

車両基地、換気施設、変電施設）を設置

することにより、それらの一部が改変さ

れる可能性があるが、文化財保護法等の

関係法令に基づき必要となる関係機関へ
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整理
番号 

市町村名 遺跡名称 所在地 鉄道施設 改変の程度 現況 

28 中津川市 後田遺跡 駒場 車両基地 一部改変  

33 中津川市 上県１号古窯跡 千旦林上県 車両基地 一部改変  

40 中津川市 後屋古窯跡 千旦林後屋 車両基地 一部改変 滅失 

43 中津川市 鍛冶屋平古窯跡 千旦林鍛冶屋平 車両基地 一部改変 滅失 

110 多治見市 大針２号古窯跡 大針町 286-2 変電施設 一部改変 滅失 

112 多治見市 大針４号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変 滅失 

113 多治見市 大針５号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変 滅失 

115 多治見市 大針７号古窯跡 大針町 換気施設 一部改変  

116 多治見市 大針８号古窯跡 大針町 換気施設 一部改変  

117 多治見市 大針９号古窯跡 大針町 換気施設 一部改変  

118 多治見市 大針１０号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

119 多治見市 大針１１号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

120 多治見市 大針１２号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

 

整理
番号

市町村名 遺跡名称 所在地 鉄道施設 改変の程度 現況 

28 中津川市 後田遺跡 駒場 車両基地 一部改変  

33 中津川市 上県１号古窯跡 千旦林上県 車両基地 一部改変  

37 中津川市 中洗井南古窯跡 千旦林中洗井 トンネル 一部改変  

40 中津川市 後屋古窯跡 千旦林後屋 車両基地 一部改変 滅失 

43 中津川市 鍛冶屋平古窯跡 千旦林鍛冶屋平 車両基地 一部改変 滅失 

44 中津川市 上県２号古窯跡 千旦林上県 車両基地 一部改変  

109 多治見市 大針２号古窯跡 大針町 286-2 変電施設 一部改変 滅失 

111 多治見市 大針４号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変 滅失 

112 多治見市 大針５号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変 滅失 

114 多治見市 大針７号古窯跡 大針町 換気施設 一部改変  

115 多治見市 大針８号古窯跡 大針町 換気施設 一部改変  

116 多治見市 大針９号古窯跡 大針町 換気施設 一部改変  

117 多治見市 大針１０号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

118 多治見市 大針１１号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

119 多治見市 大針１２号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

121 多治見市 大針１４号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

122 多治見市 大針１５号古窯跡 大針町 変電施設 一部改変  

 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

講ずることから、埋蔵文化財包蔵地への

影響は小さいと予測する。 

の手続きを行い、試掘・確認調査を実施

したうえで、必要により文化財としての

価値を後世に継承するために発掘調査を

実施することから、埋蔵文化財包蔵地へ

の影響は小さいと予測する。 

準備書 

ｐ8-3-6-18 
表 8-3-6-4 改変の可能性のある範囲に

存在する指定等文化財 

削除 

ｐ8-3-6-18 

表 8-3-6-3 改変の可能

性のある範囲に存在す

る埋蔵文化財包蔵地 

 

 

 

 

ｐ8-3-6-19 

図 8-3-6-3(1)改変区

域内に存在する指定等

文化財、埋蔵文化財包

蔵地の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 上県 2 号古窯跡、 

37 中洗井南古窯跡を追加。 

 

準備書 

ｐ8-3-6-20 

図 8-3-6-3(2) 改変区

域内に存在する指定等

文化財、埋蔵文化財包

蔵地の分布状況 

図 8-3-6-3(2) 改変区域内に存在する

指定等文化財、埋蔵文化財包蔵地の分布

状況 

削除 

ｐ8-3-6-20 

図 8-3-6-3(2) 改変区

域内に存在する指定等

文化財、埋蔵文化財包

蔵地の分布状況 

  

 

 

 

 

 

 

121 大針 14 号古窯跡、122 大針 15 号古窯

跡を追加。 

ｐ8-3-6-21 

表 8-3-6-4 環境保全措

置の検討の状況 

 

(適切な構造及び工法の採用、適否の理

由) 

文化財への影響を考慮した適切な構造、

工法等を検討し、採用することで、文化

財への影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

(適切な構造及び工法の採用、適否の理

由) 

必要な範囲で地上への仮設物の設置や橋

脚の設置を避ける等、文化財の状況に応

じた構造、工法等を採用することで文化

財への影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（試掘・確認調査及び発掘調査の実施

（「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑

（試掘・確認調査及び発掘調査の実施

（「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

化等について」庁保記第 75 号（平成 10

年 9 月 29 日 文化庁次長通知））、適否

の理由） 

埋蔵文化財の範囲や性格等の把握が十

分でない場合は、自治体など関係箇所と

の調整や必要となる届出を行い、試掘・

確認調査を実施したうえで、必要により

記録保存のための発掘調査を実施する。

これらにより文化財が記録保存され、影

響を回避・低減できることから環境保全

措置として採用する。 

化等について」庁保記第 75 号（平成 10

年 9 月 29 日 文化庁次長通知））、適否

の理由） 

事前に埋蔵文化財の範囲及び性格等を

明らかにし、自治体等関係機関との調整

のうえ、必要となる届出を行い、試掘・

確認調査を実施したうえで、必要により

文化財としての価値を後世に継承するた

めに発掘調査を実施する。これらにより

文化財が記録保存され、影響を回避又は

低減できることから環境保全措置として

採用する。 

ｐ8-3-6-22 

表 8-3-6-5(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な構造、工法等を採用することで文

化財への影響を低減できる。 

 

（環境保全措置の効果） 

必要な範囲で地上への仮設物の設置や橋

脚の設置を避ける等、文化財の状況に応

じた構造、工法等を採用することで文化

財への影響を回避又は低減できる。 

 

ｐ8-3-6-22 

表 8-3-6-5(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

事前に埋蔵文化財の範囲や性格等を明ら

かにし、自治体など関係箇所との調整や

届出を行い、試掘・確認調査を実施した

うえで、必要により記録保存のための発

掘調査を実施することで、影響を回避又

は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

事前に埋蔵文化財の範囲及び性格等を明

らかにし、自治体等関係機関との調整の

うえ、必要となる届出を行い、試掘・確

認調査を実施したうえで、必要により文

化財としての価値を後世に継承するため

に発掘調査を実施する。これらにより文

化財が記録保存され、影響を回避又は低

減できる。 

ｐ8-3-6-23 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（トンネル、地表

式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、

換気施設、変電施設）の存在による文化

財に係る環境影響を低減させるため、表

8-3-6-6 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

本事業では、鉄道施設（トンネル、地

表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、

換気施設、変電施設）の存在に係る文化

財への影響について、一部の地域におい

て影響があると予測したものの、「改変

区域をできる限り小さくする」、「適切

な構造及び工法の採用」、「試掘・確認

調査及び発掘調査の実施」及び「遺跡の

発見に関する届出及び関係機関との協

議、対処」の環境保全措置を確実に実施

することから、文化財に係る環境影響の

回避又は低減が図られていると評価す

る。 

ｐ8-3-7-11 

イ)評価結果 

ｱ)回避又は低減に係る

評価 

事業者により実行可能な範囲内で回避又

は低減しているものと評価する。 

本事業では、列車の走行（地下を走行

する場合を除く。）による磁界の影響につ

いて、基準値よりも十分小さく、回避又

は低減が図られていると評価する。 

ｐ8-4-1-15 

表 8-4-1-5 改変区域と

確認位置の距離に関す

る定義 

－ 追記 

ｐ8-4-1-17 

表 8-4-1-8 現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-1-21 

表 8-4-1-11現地調査
－ 追記 
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鳥
類 

1 ヤマドリ 
沢沿いの暗い
林 

 ○ 生息環境は保全される 

2 オシドリ 
広葉樹林内の
河川、湖沼 

 ○ 生息環境は保全される 

3 カイツブリ 
池、湖沼、堀、
河川 

○ ○ 生息環境は保全される 

4 アオバト 
常 緑 広 葉 樹
林、落葉広葉
樹林 

○ ○ 生息環境は保全される 

 

鳥
類 

1 ヤマドリ 
沢沿いの暗い
林 

○ ○ 生息環境は保全される 

2 オシドリ 
広葉樹林内の
河川、湖沼 

 ○ 生息環境は保全される 

3 カイツブリ 
池、湖沼、堀、
河川 

○ ○ 生息環境は保全される 

4 アオバト 
常 緑 広 葉 樹
林、落葉広葉
樹林 

○ ○ 生息環境は保全される 

 

両
生
類 

1 
コガタブチサンショウウ
オ 

沢周辺の森林  ○ 生息環境は保全される 

2 ヒダサンショウウオ 
二次林(落葉
広葉樹林・混
交林) 

 ○ 生息環境は保全される 

3 アカハライモリ 
池、水田、湿
地 

○ ○ 生息環境は保全される 

4 トノサマガエル 
池、湿地、沼、
河川、水田 

○ ○ 生息環境は保全される 

5 ニホンアカガエル 
水田や湿地、
林床 

○ ○ 生息環境は保全される 

昆
虫
類 

1 ムスジイトトンボ 
滞水、溝、水
田 

 ○ 生息環境は保全される 

2 モートンイトトンボ 
浅い滞水、水
田 

 ○ 生息環境は保全される 

 

両
生
類 

1
コガタブチサンショウウ
オ 

沢周辺の森林 ○  
生息環境の一部は保全され
ない可能性がある 

2 ヒダサンショウウオ 
二次林(落葉
広葉樹林・混
交林) 

 ○ 生息環境は保全される 

3 アカハライモリ 
池、水田、湿
地 

○ ○ 生息環境は保全される 

4 トノサマガエル 
池、湿地、沼、
河川、水田 

○ ○ 生息環境は保全される 

5 ニホンアカガエル 
水田や湿地、
林床 

○ ○ 生息環境は保全される 

昆
虫
類 

1 ムスジイトトンボ 
滞水、溝、水
田 

 ○ 生息環境は保全される 

2 モートンイトトンボ 
浅い滞水、水
田 

○ ○ 生息環境は保全される 

 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

で確認された重要な

種の確認位置 

ｐ8-4-1-23 

表 8-4-1-14現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-1-26 

表 8-4-1-17現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-1-31 

表 8-4-1-20現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-1-34 

表 8-4-1-23現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

 

 

 

 

ｐ8-4-1-37 

表 8-4-1-26現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-1-41 

表 8-4-1-29現地調査

で確認された重要な

種の確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-1-46 

図 8-4-1-2 影響予測

の手順 

（予測地域） 

改変の可能性のある範囲外 

（予測地域） 

改変の可能性のある範囲外 

（改変の可能性のある範囲の近傍、相当

離れた地域） 

（環境保全措置の検討） 

－ 

（環境保全措置の検討） 

追記 

ｐ8-4-1-47 

表 8-4-1-31(1)現地調

査でされた重要な種の

予測結果の概要 

  
ｐ8-4-1-49 

表 8-4-1-31(3)現地調

査でされた重要な種の

予測結果の概要 
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分
類 

番
号

種名 
確認種の 
生息環境 

確認位置 

生息環境への影響 改変の可

能性のあ

る範囲 

改変の可

能性のあ

る範囲外 

魚
類

4 シマドジョウ 

中流から下流
上部にかけて
の砂底か砂礫
底 

○ ○ 生息環境は保全される 

5 ホトケドジョウ 
流れの緩やか
な細流の砂泥
底 

 ○ 生息環境は保全される 

6 アカザ 
中流から上流
下部の瀬 

○ ○ 生息環境は保全される 

7 アマゴ 渓流  ○ 生息環境は保全される 

8 メダカ南日本集団 
河川、湖沼、
水田地帯の用
水路 

○ ○ 生息環境は保全される 

9 ドンコ 
上流下部から
中流の淵 

○ ○ 生息環境は保全される 

底
生
動
物

1 ヒラマキミズマイマイ 
河川、クリー
ク、細流、池
沼、水田 

○ ○ 生息環境は保全される 

2 マツカサガイ 
水量が多く、
水質の良い砂
泥底 

○  
生息環境の一部は保全さ
れない可能性がある 

陸
産
貝
類

1 ナガオカモノアラガイ 
水位の安定し
た水際 

○ ○ 生息環境は保全される 

2 ミカワギセル 
社寺林、自然
林 

○ ○ 生息環境は保全される 

3 イボイボナメクジ 薄暗い林床  ○ 生息環境は保全される 

4 ヒラベッコウ 
広葉樹林、ス
ギ植林地 

○ ○ 生息環境は保全される 

5 ヒゼンキビ 落葉広葉樹林  ○ 生息環境は保全される 

6 ウメムラシタラガイ 広葉樹林  ○ 生息環境は保全される 

7 オオウエキビ 里山、平地林 ○ ○ 生息環境は保全される 

8 タカキビ 落葉広葉樹林  ○ 生息環境は保全される 

9 ヒメカサキビ 落葉広葉樹林 ○ ○ 生息環境は保全される 

10 Nipponochloritis 属 広葉樹林 ○ ○ 生息環境は保全される 

11 ヒラヒダリマキマイマイ 

沢沿いの礫な
どが堆積し下
草の多い緩斜
面のガレ場 

○  
生息環境の一部は保全さ
れない可能性がある 

12 ヒルゲンドルフマイマイ 

石灰岩地域の
高茎草原、落
葉広葉樹林帯
の林縁草地 

 ○ 生息環境は保全される 

 

分
類 

番
号 

種名 
確認種の 
生息環境 

確認位置 

生息環境への影響 改変の可

能性のあ

る範囲 

改変の可

能性のあ

る範囲外

4 シマドジョウ 

中流から下流
上部にかけて
の砂底か砂礫
底 

 ○ 生息環境は保全される 

5 ホトケドジョウ 
流れの緩やか
な細流の砂泥
底 

 ○ 生息環境は保全される 

6 アカザ 
中流から上流
下部の瀬 

 ○ 生息環境は保全される 

7 アマゴ 渓流  ○ 生息環境は保全される 

8 メダカ南日本集団 
河川、湖沼、
水田地帯の用
水路 

○ ○ 生息環境は保全される 

9 ドンコ 
上流下部から
中流の淵 

○ ○ 生息環境は保全される 

底
生
動
物 

1 ヒラマキミズマイマイ 
河川、クリー
ク、細流、池
沼、水田 

○ ○ 生息環境は保全される 

2 マツカサガイ 
水量が多く、
水質の良い砂
泥底 

○  
生息環境の一部は保全さ
れない可能性がある 

陸
産
貝
類 

1 ナガオカモノアラガイ 
水位の安定し
た水際 

○ ○ 生息環境は保全される 

2 ミカワギセル 
社寺林、自然
林 

○ ○ 生息環境は保全される 

3 イボイボナメクジ 薄暗い林床  ○ 生息環境は保全される 

4 ヒラベッコウ 
広葉樹林、ス
ギ植林地 

○ ○ 生息環境は保全される 

5 ヒゼンキビ 落葉広葉樹林  ○ 生息環境は保全される 

6 ウメムラシタラガイ 広葉樹林  ○ 生息環境は保全される 

7 オオウエキビ 里山、平地林 ○ ○ 生息環境は保全される 

8 タカキビ 落葉広葉樹林  ○ 生息環境は保全される 

9 ヒメカサキビ 落葉広葉樹林 ○ ○ 生息環境は保全される 

10 Nipponochloritis 属 広葉樹林 ○ ○ 生息環境は保全される 

11 ヒラヒダリマキマイマイ 

沢沿いの礫な
どが堆積し下
草の多い緩斜
面のガレ場 

 ○ 生息環境は保全される 

12 ヒルゲンドルフマイマイ 

石灰岩地域の
高茎草原、落
葉広葉樹林帯
の林縁草地 

 ○ 生息環境は保全される 

 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-4-1-51 

表 8-4-1-31(5) 現地

調査でされた重要な種

の予測結果の概要 

 

 

ｐ8-4-1-52 

表 8-4-1-32(2)重要な

哺乳類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、冬季調査時に合計 2

地点 5 個体が確認された。確認された 2

地点 5 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

 

（確認状況） 

恵那市においては、冬季調査時に合計 2

地点 5 個体が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲の近傍で、1 地点 4 個

体、相当離れた地域で 1 地点 1 個体確認

された。 

ｐ8-4-1-52～111 

表 8-4-1-32～39重要

な動物の予測結果 

土地又は工作物の存在 鉄道施設の存在 

ｐ8-4-1-53 

表 8-4-1-32(3)重要な

哺乳類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、秋季及び冬

季調査時に合計 5 地点 5 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 2 地点 2 個体、相当離れた地域で 3

地点 3 個体確認された。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 3 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区、可児市大森地区、多治見市

西山町・大針町地区の各 1 地点は生息

環境の一部が消失・縮小する可能性が

あるが、周辺には同質の環境が広く分

布することから、生息環境は保全され

る。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、秋季及び冬

季調査時に合計 5 地点 5 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲で 1

地点 1 個体、改変の可能性のある範囲の

近傍で 1 地点 1 個体、相当離れた地域で 3

地点 3 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 4 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

千旦林地区、恵那市武並町藤、可児市

大森地区、多治見市西山町・大針町地

区の各 1 地点は生息環境の一部が消

失・縮小する可能性があるが、周辺に

は同質の環境が広く分布することか

ら、生息環境は保全される。 

 

ｐ8-4-1-54 

表 8-4-1-33(1)重要な

鳥類の予測結果 

（確認状況） 

御嵩町においては、春季及び秋季調査

時に合計 2 例が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲の近傍で 1 例、相

当離れた地域で 1 例確認された。 

 

 

（確認状況） 

御嵩町においては、春季及び秋季調査

時に合計 2 例が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲で 1 例、改変の可

能性のある範囲の近傍で 1例確認された。
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 5 例は改変の可能性

のある範囲外であった。 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 1 地点（1 例）は改変

の可能性のある範囲であった。そのた

め、工事の実施により、御嵩町美佐野

地区の 1 地点（1 例）は、生息環境の一

部が保全されない可能性がある 

ｐ8-4-1-54 

表 8-4-1-33(2)重要な

鳥類の予測結果 

（確認状況） 

可児市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 14 例が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 1 例、相当離れた地域で 13 例確認

された。 

（確認状況） 

可児市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 14 例が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 6 例、相当離れた地域で 8 例確認

された。 

 

ｐ8-4-1-54～75 

表 8-4-1-33重要な鳥

類の予測結果 

（予測結果 工事の実施） 

○例 

（予測結果 工事の実施） 

○地点（○例）に統一 

ｐ8-4-1-55 

表 8-4-1-33(3)重要な

鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期、

夏季、秋季及び冬季調査時に合計 48 例が

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 3 例、改変の可能性のある範囲

の近傍で 23 例、相当離れた地域で 22 例

確認された。 

 

可児市においては、春季、繁殖期、夏

季及び冬季調査時に合計 97 例が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲で 1

例、改変の可能性のある範囲の近傍で 9

例、相当離れた地域で 87 例確認された。

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 2 例は改変の可能性

のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区、可児市大森地区の各 1 例は

生息環境の一部が消失・縮小する可能

性があるが、周辺には同質の環境が広

く分布することから、生息環境は保全

される。 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期、

夏季、秋季及び冬季調査時に合計 48 例が

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 3 例、改変の可能性のある範囲

の近傍で 25 例、相当離れた地域で 20 例

確認された。 

 

可児市においては、春季、繁殖期、夏

季及び冬季調査時に合計 97 例が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲で 7

例、改変の可能性のある範囲の近傍で 30

例、相当離れた地域で 60 例確認された。

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 5 地点（10 例）は改

変の可能性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

千旦林地区の 1 地点(3 例)、可児市久々

利地区の 3 地点（6 例）、可児市大森地

区の 1 地点（1 例）は生息環境の一部が

消失・縮小する可能性があるが、周辺

には同質の環境が広く分布することか

ら、生息環境は保全される。 

 

ｐ8-4-1-56 

表 8-4-1-33(4)重要な

鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期、

夏季及び秋季調査時に合計 11 例が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範囲

で 3 例、改変の可能性のある範囲の近傍

で 2 例、相当離れた地域で 6 例確認され

た。 

 

御嵩町においては、春季及び繁殖期調

査時に合計 3 例が確認された。その内、

改変の可能性のある範囲の近傍で 1 例、

相当離れた地域で 2 例確認された。 

 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期、

夏季及び秋季調査時に合計 11 例が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範囲

で 3 例、改変の可能性のある範囲の近傍

で 3 例、相当離れた地域で 5 例確認され

た。 

 

御嵩町においては、春季及び繁殖期調

査時に合計 3 例が確認された。確認され

た 3 例は、改変の可能性のある範囲の近

傍であった。 
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-4-1-58 

表 8-4-1-33(7)重要な

鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市において、繁殖期、夏季及び

秋季調査時に 3 例が確認された。確認さ

れた 3 例は改変の可能性のある範囲から

相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

中津川市において、繁殖期、夏季及び

秋季調査時に 3 例が確認された。その内、

改変の可能性のある範囲の近傍で 1 例、

改変の可能性のある範囲から相当離れた

地域で 2 例確認された。 

 

ｐ8-4-1-60 

表 8-4-1-33(10)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、春季及び繁殖期

及び冬季調査時に合計 15 例が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 6 例、相当離れた地域で 9 例確認

された。 

（確認状況） 

中津川市においては、春季及び繁殖期

及び冬季調査時に合計 15 例が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 7 例、相当離れた地域で 8 例確認

された。 

 

ｐ8-4-1-61 

表 8-4-1-33(12)重要

な鳥類の予測結果 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 34 例は改変の可能性

のある範囲外であった。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・改変の可能性のある範囲付近では本種

の営巣は確認されなかった。 

 

追記 

・工事の実施に伴う騒音及び振動は、必

要に応じて低騒音・低振動型の建設機械

等を使用するほか、必要に応じて防音シ

ート又は防音扉を設置することから、生

息環境は保全される。 

ｐ8-4-1-62 

表 8-4-1-33(13)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

その内、恵那市及び可児市で 6 ペア(武

並ペア・久々利東ペア等)が確認され、1

ペア(久々利東ペア)の繁殖の成功が確認

された。 

 

（確認状況） 

その内、恵那市及び可児市で 6 ペア(武

並ペア・久々利東ペア等)が確認され、4

ペア(美佐野ペア、久々利東ペア等)の繁

殖の成功が確認された。 

（予測結果、工事の実施） 

・上記以外の地区については、改変の可

能性のある範囲の周辺では営巣しておら

ず、また周辺には同質の環境が広く分布

することから、本種の生息環境は保全さ

れる。 

（予測結果、工事の実施） 

・上記以外の地区については、改変の可

能性のある範囲の周辺では営巣しておら

ず、また周辺には同質の環境が広く分布

しており、工事の実施に伴う騒音及び振

動は、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等の使用及び防音シート又は防

音扉を設置することから、本種の生息環

境は保全される。 

ｐ8-4-1-62 

表 8-4-1-33(14)重要

な鳥類の予測結果 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 14 例は改変の可能性

のある範囲外であった。 

（予測結果、工事の実施） 

・改変の可能性のある範囲付近では本種

の営巣は確認されなかった。 

追記 

・工事の実施に伴う騒音及び振動は、必

要に応じて低騒音・低振動型の建設機械

等を使用するほか、必要に応じて防音シ

ート又は防音扉を設置することから、生

息環境は保全される。 

ｐ8-4-1-63 

表 8-4-1-33(15)重要

な鳥類の予測結果 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 243 例は改変の可能

性のある範囲外であった。 

（予測結果、工事の実施） 

・改変の可能性のある範囲付近では本種

の営巣は確認されなかった。 

 

追記 
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・工事の実施に伴う騒音及び振動は、必

要に応じて低騒音・低振動型の建設機械

等を使用するほか、必要に応じて防音シ

ート又は防音扉を設置することから、生

息環境は保全される。 

ｐ8-4-1-64 

表 8-4-1-33(16)重要

な鳥類の予測結果 

 

（確認状況） 

その内、中津川市、恵那市、瑞浪市及

び可児市で 9 ペア(瀬戸ペア・苗木ペア等)

が確認され、6 ペア(瀬戸ペア・苗木ペア

等)の繁殖の成功が確認された。また、営

巣については、改変の可能性のある範囲

の近傍で 2 地点(千旦林南ペア)、相当離

れた地域で 9 地点(瀬戸ペア・苗木ペア等)

確認された。 

なお、2 営巣期とも繁殖の成功が確認さ

れたペアの内、4 ペア(瀬戸ペア・瀬戸ペ

ア・千旦林南ペア・大井ペア)は巣の位置

の変更が確認された。 

（確認状況） 

その内、中津川市、恵那市、瑞浪市及

び可児市で9ペア(瀬戸ペア・苗木ペア等)

が確認され、6ペア(瀬戸ペア・苗木ペア

等)の繁殖の成功が確認された。また、営

巣については、改変の可能性のある範囲

の近傍で1地点(千旦林南ペア)、相当離れ

た地域で10地点(瀬戸ペア・苗木ペア等)

確認された。 

なお、2営巣期とも繁殖の成功が確認さ

れたペアの内、3ペア(瀬戸ペア・苗木ペ

ア・千旦林南ペア)は巣の位置の変更が確

認された。 

（予測結果、工事の実施） 

・上記以外の地区については、改変の可

能性のある範囲の周辺では営巣しておら

ず、また周辺には同質の環境が広く分布

することから、本種の生息環境は保全さ

れる。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・上記以外の地区については、改変の可

能性のある範囲の周辺では営巣しておら

ず、また周辺には同質の環境が広く分布

しており、工事の実施に伴う騒音及び振

動は、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等の使用及び防音シート又は防

音扉を設置することから、本種の生息環

境は保全される。 

ｐ8-4-1-65 

表 8-4-1-33(17)重要

な鳥類の予測結果 

（予測結果、工事の実施） 

・上記以外の地区については、改変の

可能性のある範囲の周辺では営巣してお

らず、また周辺には同質の環境が広く分

布することから、本種の生息環境は保全

される。 

（予測結果、工事の実施） 

・上記以外の地区については、改変の

可能性のある範囲の周辺では営巣してお

らず、また周辺には同質の環境が広く分

布しており、工事の実施に伴う騒音及び

振動は、必要に応じて低騒音・低振動型

の建設機械等の使用及び防音シート又は

防音扉を設置することから、本種の生息

環境は保全される。 

ｐ8-4-1-65 

表 8-4-1-33（18）重要

な鳥類の予測結果 

－ （予測結果、工事の実施） 

追記 

・工事の実施に伴う騒音及び振動は、必

要に応じて低騒音・低振動型の建設機械

等を使用するほか、必要に応じて防音シ

ート又は防音扉を設置することから、生

息環境は保全される。 

ｐ8-4-1-68 

表 8-4-1-33(22)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市において、春季、繁殖期、夏

季、秋季及び冬季調査時に 14 例が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範囲

で 5 例、改変の可能性のある範囲の近傍

で 3 例、相当離れた地域で 6 例確認され

た。 

（確認状況） 

中津川市において、春季、繁殖期、夏

季、秋季及び冬季調査時に 14 例が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範囲

で 5 例、改変の可能性のある範囲の近傍

で 5 例、相当離れた地域で 4 例確認され

た。 

ｐ8-4-1-69 

表 8-4-1-33(23)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期、

夏季、秋季及び冬季調査時に合計 74 例が

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期、

夏季、秋季及び冬季調査時に合計 74 例が
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確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 3 例、改変の可能性のある範囲

の近傍で 28 例、相当離れた地域で 43 例

確認された。 

恵那市においては、春季、繁殖期、夏

季、秋季及び冬季調査時に合計 24 例が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲で 2 例、改変の可能性のある範囲の

近傍で 13 例、相当離れた地域で 9 例確認

された。 

 

可児市においては、春季、繁殖期、夏

季、秋季及び冬季調査時に合計 61 例が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲の近傍で 30 例、相当離れた地域で 31

例確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 7 例は改変の可能性

のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区の 1 例は生息環境の一部が消

失・縮小する可能性があるが、周辺に

は同質の環境が広く分布することか

ら、生息環境は保全される。 

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 5 例、改変の可能性のある範囲

の近傍で 34 例、相当離れた地域で 35 例

確認された。 

恵那市においては、春季、繁殖期、夏

季、秋季及び冬季調査時に合計 24 例が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲で 7 例、改変の可能性のある範囲の

近傍で 11 例、相当離れた地域で 6 例確認

された。 

 

可児市においては、春季、繁殖期、夏

季、秋季及び冬季調査時に合計 61 例が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲の近傍で 33 例、相当離れた地域で 28

例確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 14 地点（14 例）は改

変の可能性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

山口・瀬戸地区 1 地点（1 例）、瀬戸駒

場地区 1 地点（1 例）、千旦林地区 1

地点（1 例）、茄子川地区 2 地点（2 例）、

恵那市武並町藤地区 7 地点（7 例）、瑞

浪市日吉町地区 1 地点（1 例）、多治見

市西山町・大針町地区 1 地点（1 例）は、

生息環境の一部が消失・縮小する可能

性があるが、周辺には同質の環境が広

く分布することから、生息環境は保全

される。 

ｐ8-4-1-70 

表 8-4-1-33(24)重要

な鳥類の予測結果 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 13 例は改変の可能性

のある範囲外であった。 

（予測結果、工事の実施） 

・改変の可能性のある範囲付近では本種

の営巣は確認されなかった。 

 

追記 

・工事の実施に伴う騒音及び振動は、必

要に応じて低騒音・低振動型の建設機械

等を使用するほか、必要に応じて防音シ

ート又は防音扉を設置することから、生

息環境は保全される。 

 

ｐ8-4-1-70 

表 8-4-1-33(25)重要

な鳥類の予測結果 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 20 例は改変の可能性

のある範囲外であった。 

（予測結果、工事の実施） 

・改変の可能性のある範囲付近では本種

の営巣は確認されなかった。 

 

追記 

・工事の実施に伴う騒音及び振動は、必

要に応じて低騒音・低振動型の建設機械

等を使用するほか、必要に応じて防音シ

ート又は防音扉を設置することから、生

息環境は保全される。 
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ｐ8-4-1-71 

表 8-4-1-33(26)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期及

び夏季調査時に合計 95 例が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲で 5 例、

改変の可能性のある範囲の近傍で 27 例、

相当離れた地域で 63 例確認された。 

恵那市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 26 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で

17 例、相当離れた地域で 9 例確認された。

瑞浪市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 14 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 1

例、相当離れた地域で 13 例確認された。

御嵩町においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 8 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 2

例、相当離れた地域で 6 例確認された。 

可児市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 74 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で

53例、相当離れた地域で21例確認された。

 

 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 5 例は改変の可能性

のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区の 5 例は生息環境の一部が消

失・縮小する可能性があるが、周辺に

は同質の環境が広く分布することか

ら、生息環境は保全される。 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、繁殖期及

び夏季調査時に合計 95 例が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲で 5 例、

改変の可能性のある範囲の近傍で 35 例、

相当離れた地域で 55 例確認された。 

恵那市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 26 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 4 例、

改変の可能性のある範囲の近傍で 16 例、

相当離れた地域で 6 例確認された。 

瑞浪市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 14 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 1

例、相当離れた地域で 13 例確認された。

御嵩町においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 8 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 1 例、

改変の可能性のある範囲の近傍で 4 例、

相当離れた地域で 3 例確認された。 

可児市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 74 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 3 例、

改変の可能性のある範囲の近傍で 55 例、

相当離れた地域で 16 例確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 13 地点（13 例）は改

変の可能性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

千旦林地区の 5 地点（5 例）、恵那市武

並町藤地区の 4 地点（4 例）、御嵩町美

佐野地区の 1 地点（1 例）、可児市久々

利地区の 3 地点（3 例）は生息環境の一

部が消失・縮小する可能性があるが、

周辺には同質の環境が広く分布するこ

とから、生息環境は保全される。 

ｐ8-4-1-72 

表 8-4-1-33(27)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、繁殖期及び夏季

調査時に合計 12 例が確認された。その内、

改変の可能性のある範囲で 1 例、改変の

可能性のある範囲の近傍で 2 例、相当離

れた地域で 9 例確認された。 

 

御嵩町においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 5 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 2

例、相当離れた地域で 3 例確認された。 

可児市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 12 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 9

例、相当離れた地域で 3 例確認された。 

 

（確認状況） 

中津川市においては、繁殖期及び夏季

調査時に合計 12 例が確認された。その内、

改変の可能性のある範囲で 1 例、改変の

可能性のある範囲の近傍で 3 例、相当離

れた地域で 8 例確認された。 

 

御嵩町においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 5 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 2 例、

相当離れた地域で 3 例確認された。 

可児市においては、春季、繁殖期及び

夏季調査時に合計 12 例が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 4 例、

改変の可能性のある範囲の近傍で 5 例、

相当離れた地域で 3 例確認された。 
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（予測結果、工事実施） 

・本種が確認された 5 例は改変の可能性

のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市瀬

戸・駒場地区の 1 例、恵那市武並町藤

地区の 1 例、多治見市西山町・大針町

地区の 3 例は生息環境の一部が消失・

縮小する可能性があるが、周辺には同

質の環境が広く分布することから、生

息環境は保全される。 

 

 

（予測結果、工事実施） 

・本種が確認された 11 地点（11 例）は改

変の可能性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

瀬戸・駒場地区の 1 地点（1 例）、恵那

市武並町藤地区の 1 地点（1 例）、御嵩

町美佐野地区の 2 地点（2 例）、可児市

久々利地区の 4 地点（4 例）、多治見市

西山町・大針町地区の 3 地点（3 例）点

は生息環境の一部が消失・縮小する可

能性があるが、周辺には同質の環境が

広く分布することから、生息環境は保

全される。 

 

ｐ8-4-1-73 

表 8-4-1-33(28)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季及び秋季調査

時に合計 2 例が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲の近傍で 1 例、相

当離れた地域で 1 例確認された。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季及び秋季調査

時に合計 2 例が確認された。確認された 2

例は、改変された 2 例は、改変の可能性

のある範囲の近傍であった。 

 

 

ｐ8-4-1-73 

表 8-4-1-33(29)重要

な鳥類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、冬季調査時に合

計 2 例が確認された。確認された 2 例は

改変の可能性のある範囲から相当離れた

地域であった。 

（確認状況） 

中津川市においては、冬季調査時に合

計 2 例が確認された。その内、改変の可

能性のある範囲の近傍で 1 例、改変の可

能性のある範囲から相当離れた地域で 1

例確認された。 

 

ｐ8-4-1-76 

表 8-4-1-34(2)重要な

爬虫類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 20 地点 29 個

体が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲で 4 地点 4 個体、改変の可能

性のある範囲の近傍で 5 地点 8 個体、相

当離れた地域で 11 地点 17 個体確認され

た。 

（確認状況） 

中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 20 地点 29 個

体が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲で 4 地点 4 個体、改変の可能

性のある範囲の近傍で 6 地点 4 個体、相

当離れた地域で 10 地点 11 個体確認され

た。 

 

ｐ8-4-1-78 

表 8-4-1-35(1)重要な

両生類の予測結果 

（確認状況） 

可児市において、夏季調査時に 2 地点 2

個体が確認された。確認された 2 地点 2

個体は改変の可能性のある範囲の近傍で

あった。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 2 地点は改変の可能

性のある範囲外であった。 

 

 

 

・工事の実施により生息環境の一部が消

失、縮小する可能性があるが、周囲に

同質の生息環境が広く分布することか

（確認状況） 

可児市において、夏季調査時に 2 地点 2

個体が確認された。確認された 2 地点 2

個体は改変の可能性のある範囲であっ

た。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 2 地点は改変の可能

性のある範囲であった。そのため、工

事の実施により可児市久々利地区の 2

地点は生息環境の一部が消失・縮小す

る可能性がある。 

・工事の実施に伴う排水は、必要に応じ

て沈砂池、濁水処理設備を配置し処理

することにより、生息環境への影響は
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ら、生息環境は保全される。 

・工事の実施に伴う排水は、必要に応じ

て沈砂池、濁水処理設備を配置し処理

することにより、生息環境への影響は

及ばない。 

・工事の実施に伴う夜間照明は、必要に

応じて極力外部に向けないよう配慮す

ることにより、生息環境への影響は及

ばない。 

 

及ばない。 

・工事の実施に伴う夜間照明は、必要に

応じて極力外部に向けないよう配慮す

ることにより、生息環境への影響は及

ばない。 

 

ｐ8-4-1-79 

表 8-4-1-35(3)重要な

両生類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 20 地点 50 個

体が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲で 1 地点 1 個体、改変の可能

性のある範囲の近傍で 3 地点 7 個体、相

当離れた地域で 16 地点 42 個体確認され

た。 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 7 地点 14 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 1 地点 5 個体、相当離れた地域で 6

地点 9 個体確認された。 

 

（確認状況） 

中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 20 地点 50 個

体が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲で 1 地点 1 個体、改変の可能

性のある範囲の近傍で 5 地点 18 個体、相

当離れた地域で 14 地点 31 個体確認され

た。 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 7 地点 14 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 2 地点 9 個体、相当離れた地域で 5

地点 5 個体確認された。 

 

ｐ8-4-1-80 

表 8-4-1-35(4)重要な

両生類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 100 地点以上 100 個体

以上が確認された。その内、改変の可能

性のある範囲で 19 地点 100 個体以上、改

変の可能性のある範囲の近傍で 53 地点

100 個体以上、相当離れた地域で 88 地点

100 個体以上確認された。 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 61 地点 100 個体以上が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲で 5 地点 58 個体、改変の可能性のあ

る範囲の近傍で 19 地点 100 個体以上、相

当離れた地域で 37 地点 100 個体以上確認

された。 

 

御嵩町においては、夏季及び秋季調査

時に合計 10 地点 100 個体以上が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 1 地点 1 個体、相当離れた地域で 9

地点 100 個体以上確認された。 

 

多治見市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 27 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 7 地点 100 個体以上、改変の可

能性のある範囲の近傍で 10 地点 100 個体

以上、相当離れた地域で 10 地点 100 個体

以上確認された。 

（確認状況） 

中津川市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 100 地点以上 100 個体

以上が確認された。その内、改変の可能

性のある範囲で 20 地点 100 個体以上、改

変の可能性のある範囲の近傍で 60 地点

100 個体以上、相当離れた地域で 76 地点

100 個体以上確認された。 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 61 地点 100 個体以上が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲で 6 地点 63 個体、改変の可能性のあ

る範囲の近傍で 19 地点 100 個体以上、相

当離れた地域で 21 地点 100 個体以上確認

された。 

 

御嵩町においては、夏季及び秋季調査

時に合計 10 地点 100 個体以上が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 2 地点 4 個体、相当離れた地域で 8

地点 100 個体以上確認された。 

 

多治見市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 27 地点 100 個体以上が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲で 7 地点 100 個体以上、改変の可能

性のある範囲の近傍で 10 地点 70 個体、

相当離れた地域で 10 地点 100 個体以上確

認された。 
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（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 38 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市瀬

戸・駒場地区の 4 地点、中津川市千旦

林地区の 18 地点、中津川市茄子川・大

井町地区の 1 地点、恵那市大井町・長

島町の 2 地点、恵那市武並町藤地区の 3

地点、可児市大森地区の 3 地点、多治

見市西山町・大針町地区の 7 地点は生

息環境の一部が消失・縮小する可能性

があるが、周辺には同質の環境が広く

分布することから、生息環境は保全さ

れる。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 36 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

瀬戸・駒場地区の 5 地点、中津川市千

旦林地区の 14 地点、中津川市茄子川地

区の 1 地点、恵那市大井町・長島町地

区の 2 地点、恵那市武並町藤地区の 4

地点、可児市大森地区の 3 地点、多治

見市西山町・大針町地区の 7 地点は生

息環境の一部が消失・縮小する可能性

があるが、周辺には同質の環境が広く

分布することから、生息環境は保全さ

れる。 

ｐ8-4-1-81 

表 8-4-1-35(5)重要な

両生類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、早春季、春季及

び夏季調査時に合計 25 地点 100 個体以上

が確認された。その内、改変の可能性の

ある範囲で 5 地点 63 個体、改変の可能性

のある範囲の近傍で 9 地点 100 個体以上、

相当離れた地域で 11 地点 100 個体以上確

認された。 

（確認状況） 

中津川市においては、早春季、春季及

び夏季調査時に合計 25 地点 100 個体以上

が確認された。その内、改変の可能性の

ある範囲で 5 地点 63 個体、改変の可能性

のある範囲の近傍で 10 地点 100 個体以

上、相当離れた地域で 10 地点 100 個体以

上確認された。 

ｐ8-4-1-82 

表 8-4-1-36(2)重要な

昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季調査時に合計 2

地点 7 個体が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲の近傍で 1 地点 6 個

体、相当離れた地域で 1 地点 1 個体確認

された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 4 地点は改変の可能

性のある範囲外であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季調査時に合計 2

地点 7 個体が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 1 地点 6 個体、相

当離れた地域で 1 地点 1 個体確認された。

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 1 地点は改変の可能

性のある範囲であった。そのため、工事

の実施により恵那市武並町藤地区の 1 地

点は生息環境は保全される。 

ｐ8-4-1-83 

表 8-4-1-36(3)重要な

昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

御嵩町においては、春季及び夏季調査

時に合計 2 地点 2 個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 1

地点 1 個体、相当離れた地域で 1 地点 1

個体確認された。 

（確認状況） 

御嵩町においては、春季及び夏季調査

時に合計 2 地点 2 個体が確認された。確

認された 2 地点 2 個体は、改変の可能性

のある範囲の近傍であった。 

ｐ8-4-1-83 

表 8-4-1-36(4)重要両

昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市において、夏季調査時に 1 地点 3

個体が確認された。確認された 1 地点 3

個体は改変の可能性のある範囲から相当

離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市において、夏季調査時に 1 地点 3

個体が確認された。確認された 1 地点 3

個体は改変の可能性のある範囲の近傍で

あった。 

 

ｐ8-4-1-84 

表 8-4-1-36(5)重要な

昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 2 地点 9 個体が確認された。確

認された 2 地点 9 個体は改変の可能性の

ある範囲から相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 2 地点 9 個体が確認された。確

認された 2 地点 9 個体は改変の可能性の

ある範囲の近傍であった。 
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ｐ8-4-1-86 

表 8-4-1-36(9)重要な

昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 11 地点 18 個体が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範囲

の近傍で 1 地点 2 個体、相当離れた地域

で 10 地点 16 個体確認された。 

 

御嵩町においては、春季調査時に合計 1

地点 4 個体が確認された。確認された 1

地点 4 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 11 地点 18 個体が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範囲

の近傍で 5 地点 6 個体、相当離れた地域

で 6 地点 12 個体確認された。 

 

御嵩町においては、春季調査時に合計 1

地点 4 個体が確認された。確認された 1

地点 4 個体は改変の可能性のある範囲の

近傍であった。 

 

ｐ8-4-1-91 

表 8-4-1-36(20)重要

な昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲の

近傍であった。 

 

ｐ8-4-1-95 

表 8-4-1-36(32)重要

な昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季調査時に合計 1

地点 2 個体が確認された。確認された 1

地点 2 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季調査時に合計 1

地点 2 個体が確認された。確認された 1

地点 2 個体は改変の可能性のある範囲の

近傍であった。 

 

ｐ8-4-1-96 

表 8-4-1-36(34)重要

な昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、早春季及び春季調

査時に合計 23 地点 39 個体が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲の近傍

で 4 地点 6 個体、相当離れた地域で 19 地

点 33 個体確認された。 

御嵩町においては、早春季調査時に合

計 1 地点 1 個体が確認された。確認され

た 1 地点 1 個体は改変の可能性のある範

囲から相当離れた地域であった。 

 

（確認状況） 

恵那市においては、早春季及び春季調

査時に合計 23 地点 39 個体が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲の近傍

で 10 地点 13 個体、相当離れた地域で 13

地点 26 個体確認された。 

御嵩町においては、早春季調査時に合

計 1 地点 1 個体が確認された。確認され

た 1 地点 1 個体は改変の可能性のある範

囲の近傍であった。 

 

ｐ8-4-1-97 

表 8-4-1-36(35)重要

な昆虫類の予測結果 

（確認状況） 

御嵩町、可児市、多治見市において合

計 7 地点で確認された。 

御嵩町においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

可児市においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

御嵩町、可児市、多治見市において合

計 9 地点で確認された。 

御嵩町においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

可児市においては、秋季調査時に合計 3

地点 3 個体が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲の近傍で 2 地点 2 個

体、相当離れた地域で 1 地点 1 個体確認

された。 

ｐ8-4-1-100 

表 8-4-1-37(2)重要な

魚類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 11 地点 84 個体が

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲の近傍で 1 地点 2 個体、相当離れ

た地域で 10 地点 82 個体確認された。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 11 地点 84 個体が

確認された。11 地点 84 個体は改変の可能

性のある範囲の近傍であった。 

 



 

12-61 

評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

ｐ8-4-1-101 

表 8-4-1-37(4)重要な

魚類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 6 地点 27 個体が確認され

た。確認された 6 地点 27 個体は改変の可

能性のある範囲から相当離れた地域であ

った。 

 

可児市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 6 地点 15 個体が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲の近傍で 4 地点 9 個体、相当離れた

地域で 2 地点 6 個体確認された。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 15 地点は改変の可能

性のある範囲外であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 6 地点 27 個体が確認され

た。確認された 6 地点 27 個体は改変の可

能性のある範囲の近傍であった。 

 

 

可児市においては、春季、夏季、秋季及

び冬季調査時に合計 6 地点 15 個体が確認

された。その内、改変の可能性のある範

囲で 4 地点 9 個体、相当離れた地域で 2

地点 6 個体確認された。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 4 地点は改変の可能

性のある範囲であった。そのため、工

事の実施により可児市久々利地区 4 地

点は生息環境の一部が消滅・縮小する

が生息環境は保全される。 

 

ｐ8-4-1-101 

表 8-4-1-37(5)重要な

魚類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市において、春季、夏季、秋季及

び冬季調査時に 7 地点 34 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 1 地点 1 個体、相当離れた地域で 6

地点 33 個体確認された。 

（確認状況） 

恵那市において、春季、夏季、秋季及

び冬季調査時に 7 地点 34 個体が確認され

た。確認された 7 地点 34 個体は、改変の

可能性のある範囲の近傍であった。 

ｐ8-4-1-102 

表 8-4-1-37(6)重要な

魚類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 7 地点 9 個体が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲の近傍で 2 地点 3 個体、相当離れた

地域で 5 地点 6 個体確認された。 

 

可児市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 8 地点 18 個体が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲の近傍で 4 地点 7 個体、相当離れた

地域で 4 地点 11 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 32 地点は改変の可能

性のある範囲外であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 7 地点 9 個体が確

認された。確認された 7 地点 9 個体は、

改変の可能性のある範囲の近傍であっ

た。 

 

可児市においては、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に合計 8 地点 18 個体が確

認された。その内、改変の可能性のある

範囲で 4 地点 7 個体、相当離れた地域で 4

地点 11 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 4 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

ｐ8-4-1-103 

表 8-4-1-37(8)重要な

魚類の予測結果 

（確認状況） 

可児市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 3 地点 5 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 2 地点 3 個体、相当離れた地域で 1

地点 2 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 4 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

（確認状況） 

可児市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 3 地点 5 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲で 2

地点 3 個体、相当離れた地域で 1 地点 2

個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 6 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 
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ｐ8-4-1-103 

表 8-4-1-37(9)重要な

魚類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市において、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に 12 地点 62 個体が確認

された。その内、改変の可能性のある範

囲で 1 地点 2 個体、改変の可能性のある

範囲の近傍で 5 地点 30 個体、相当離れた

地域で 6 地点 30 個体確認された。 

（確認状況） 

中津川市において、春季、夏季、秋季

及び冬季調査時に 12 地点 62 個体が確認

された。その内、改変の可能性のある範

囲で 1 地点 2 個体、改変の可能性のある

範囲の近傍で 4 地点 20 個体、相当離れた

地域で 7 地点 40 個体確認された。 

ｐ8-4-1-104 

表 8-4-1-38(2)重要な

底生動物の予測結果 

（予測結果、工事の実施） 

・したがって、千旦林地区では生息環境

の一部は保全されない可能性があると

予測する。 

（確認状況） 

・したがって、千旦林地区の一部地域に

おける生息環境の一部は保全されない

可能性があると予測する。 

 

ｐ8-4-1-105 

表 8-4-1-39(1)重要な

陸産貝類の予測結果 

（確認状況） 

 中津川市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 7 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 1 地点 1 個体、改変の可能性の

ある範囲の近傍で 2 地点 2 個体、相当離

れた地域で 4 地点 100 個体以上確認され

た。 

恵那市においては、春季、秋季及び冬

季調査時に合計 3 地点 4 個体が確認され

た。その内、改変の可能性のある範囲の

近傍で 1 地点 1 個体、相当離れた地域で 2

地点 3 個体確認された。 

（確認状況） 

 中津川市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 7 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 1 地点 1 個体、改変の可能性の

ある範囲の近傍で 1 地点 1 個体、相当離

れた地域で 5 地点 100 個体以上確認され

た。 

恵那市においては、春季、秋季及び冬季

調査時に合計 3 地点 4 個体が確認された。

確認された 3 地点 4 個体は、改変の可能

性のある範囲の近傍であった。 

ｐ8-4-1-105 

表 8-4-1-39(2)重要な

陸産貝類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市において、夏季及び秋季調査

時に 12 地点 100 個体以上が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲で 4 地

点 100 個体以上、改変の可能性のある範

囲の近傍で 2 地点 12 個体、相当離れた地

域で 6 地点 96 個体確認された。 

（確認状況） 

中津川市において、夏季及び秋季調査時

に 12 地点 100 個体以上が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 4 地点

100 個体以上、改変の可能性のある範囲の

近傍で 4 地点 55 個体、相当離れた地域で

4 地点 53 個体確認された。 

ｐ8-4-1-106 

表 8-4-1-39(3)重要な

陸産貝類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲の

近傍であった。 

ｐ8-4-1-106 

表 8-4-1-39(4)重要な

陸産貝類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 3 地点 3 個体が確認された。確

認された 3 地点 3 個体は改変の可能性の

ある範囲から相当離れた地域であった。 

 

 

御嵩町においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季及び秋季調査時

に合計 3 地点 3 個体が確認された。その

内、改変の可能性のある範囲の近傍で 1

地点 1 個体、改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域で 2 地点 2 個体確認さ

れた。 

御嵩町においては、秋季調査時に合計 1

地点 1 個体が確認された。確認された 1

地点 1 個体は改変の可能性のある範囲の

近傍であった。 

ｐ8-4-1-108 

表 8-4-1-39(7)重要な

陸産貝類の予測結果 

（確認状況） 

中津川市においては、夏季及び秋季調

査時に合計 22 地点 32 個体が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲で 2 地

点 2 個体、改変の可能性のある範囲の近

（確認状況） 

中津川市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 22 地点 32 個体が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲で 2 地

点 2 個体、改変の可能性のある範囲の近
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傍で 7 地点 13 個体、相当離れた地域で 13

地点 17 個体確認された。 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 5 地点 6 個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 3

地点 4 個体、相当離れた地域で 2 地点 2

個体確認された。 

 

 

御嵩町においては、夏季及び秋季調査

時に合計 7 地点 11 個体が確認された。確

認された 7 地点 11 個体は改変の可能性の

ある範囲から相当離れた地域であった。 

 

 

可児市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 11 地点 13 個体が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲で 1 地

点 1 個体、改変の可能性のある範囲の近

傍で 6 地点 7 個体、相当離れた地域で 4

地点 5 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 3 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区の 2 地点、可児市大森地区の 1

地点は生息環境の一部が消失・縮小す

る可能性があるが、周辺には同質の環

境が広く分布することから、生息環境

は保全される。 

 

 

傍で 8 地点 14 個体、相当離れた地域で 12

地点 16 個体確認された。 

恵那市においては、夏季及び秋季調査時

に合計 5 地点 6 個体が確認された。その

内、改変の可能性のある範囲で 1 地点 1

個体、改変の可能性のある範囲の近傍で 3

地点 4 個体、相当離れた地域で 1 地点 1

個体確認された。 

 

御嵩町においては、夏季及び秋季調査時

に合計 7 地点 11 個体が確認された。その

内、改変の可能性のある範囲の近傍で 4

地点 8 個体、改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域で 3 地点 3 個体あった。

 

可児市においては、夏季及び秋季調査時

に合計 11 地点 13 個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 2 地点 2

個体、改変の可能性のある範囲の近傍で 6

地点 8 個体、相当離れた地域で 3 地点 3

個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 5 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

千旦林地区の 2 地点、恵那市武並町藤

地区の 1 地点、御嵩町美佐野地区の 1

地点、可児市大森地区の各 1 地点は生

息環境の一部が消失・縮小する可能性

があるが、周辺には同質の環境が広く

分布することから、生息環境は保全さ

れる。 

ｐ8-4-1-109 

表 8-4-1-39(9)重要な

陸産貝類の予測結果 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 4 地点 5 個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲の近傍で 2

地点 2 個体、相当離れた地域で 2 地点 3

個体確認された。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 1 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区の 1 地点は生息環境の一部が

消失・縮小する可能性があるが、周辺

には同質の環境が広く分布することか

ら、生息環境は保全される。 

 

（確認状況） 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 4 地点 5 個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 1 地点 1

個体、改変の可能性のある範囲の近傍で 2

地点 3 個体、相当離れた地域で 1 地点 1

個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 2 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

千旦林地区、恵那市武並町藤地区の各 1

地点は生息環境の一部が消失・縮小す

る可能性があるが、周辺には同質の環

境が広く分布することから、生息環境

は保全される。 

ｐ8-4-1-110 

表 8-4-1-39(10)重要

な陸産貝類の予測結果

（確認状況） 

中津川市においては、夏季及び秋季調

査時に合計 23 地点 43 個体が確認された。

（確認状況） 

中津川市においては、夏季及び秋季調

査時に合計 23 地点 43 個体が確認された。
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その内、改変の可能性のある範囲で 3 地

点 11 個体、改変の可能性のある範囲の近

傍で 6 地点 8 個体、相当離れた地域で 14

地点 24 個体確認された。 

恵那川市においては、夏季及び秋季調

査時に合計 7 地点 8 個体が確認された。

その内、改変の可能性のある範囲の近傍

で 3 地点 4 個体、相当離れた地域で 4 地

点 4 個体確認された。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 3 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事作業により中津川市千

旦林地区の 3 地点は生息環境の一部が

消失・縮小する可能性があるが、周辺

には同質の環境が広く分布することか

ら、生息環境は保全される。 

その内、改変の可能性のある範囲で 3 地

点 11 個体、改変の可能性のある範囲の近

傍で 7 地点 9 個体、相当離れた地域で 13

地点 23 個体確認された。 

恵那市においては、夏季及び秋季調査

時に合計 7 地点 8 個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で 3 地点 4

個体、改変の可能性のある範囲の近傍で 2

地点 2 個体、相当離れた地域で 2 地点 2

個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 6 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により中津川市

千旦林地区の 3 地点、武並町藤地区の 3

地点は生息環境の一部が消失・縮小す

る可能性があるが、周辺には同質の環

境が広く分布することから、生息環境

は保全される。 

ｐ8-4-1-112 

ｲ) 文献でのみ記載が

ある重要な種及び注目

すべき生息地への影響 

文献調査により事業実施区域周囲に生

息する可能性があると考えられる重要な

種の内、現地調査では確認されなかった

重要な種は、哺乳類 9 種、鳥類 22 種、爬

虫類 0 種、両生類 5 種、昆虫類 50 種、魚

類 17 種、底生動物 7 種、陸産貝類 10 種

であった。 

文献調査により対象事業実施区域及び

その周囲に生息する可能性があると考え

られる重要な種の内、現地調査では確認

されなかった重要な種は、哺乳類 9 種、

鳥類 22 種、爬虫類 0 種、両生類 5 種、昆

虫類 50 種、魚類 17 種、底生動物 7 種、

陸産貝類 10 種であった。また、注目すべ

き生息地は確認されなかった。 

ｐ8-4-1-112～114 

ｲ) 文献でのみ記載が

ある重要な種及び注目

すべき生息地への影響 

a）～h） 

工事の実施又は土地又は工作物の存在

により、 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及

び機械の運搬に用いる車両の運行、切土

工等又は既存の工作物の除去、トンネル

の工事又は工事施工ヤードの設置）及び

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、

嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電

施設）の存在により、 

ｐ8-4-1-115 

ア．環境保全措置の検

討の状況 

本事業では、計画の立案の段階におい

て、動物に係る環境影響を回避又は低減

するため「重要な種の生息地の全体又は

一部を回避」、「工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする」、「資材運搬等

の適切化」、「代替巣等の設置」、「重

要な種の移植」、「汚濁処理施設及び仮

設沈砂池の設置」、「防音シート、防音

扉、低騒音・低振動型の建設機械の採用」、

「照明の漏れ出しの抑制」、「コンディ

ショニングの実施」及び「工事従事者へ

の講習・指導」について検討した。 

さらに、事業者により実行可能な範囲

内で、工事の実施（建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬に伴う車両の運行、切

土工等又は既存の工作物の除去、トンネ

ルの工事又は工事施工ヤード及び工事用

道路の設置）及び鉄道施設（トンネル、

本事業では、計画の立案の段階におい

て、動物に係る環境影響を回避又は低減

するため「重要な種の生息地の全体又は

一部を回避」、「工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする」、「資材運搬等

の適正化」、「汚濁処理施設及び仮設沈

砂池の設置」、「工事施工ヤード等の林

縁保護植栽の実施」及び「防音シート、

防音扉、低騒音・低振動型の建設機械の

採用」について検討した。 

さらに、事業者により実行可能な範囲

内で、工事の実施（建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬に伴う車両の運行、切

土工等又は既存の工作物の除去、トンネ

ルの工事又は工事施工ヤードの設置）及

び鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割

式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、

変電施設）の存在による動物に係る環境
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地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基

地、換気施設、変電施設）の存在による

動物に係る環境影響を回避又は低減する

ことを目的として、環境保全措置の検討

を行った。 

影響を回避又は低減することを目的とし

て、環境保全措置の検討を行った。 

ｐ8-4-1-116 

表 8-4-1-40 環境保全

措置の検討状況 

（重要な種の移植、保全対象種） 

コガムシ、マツカサガイ 

 

 

（汚濁水処理施設及び仮設沈砂池の設

置、保全対象種） 

コガムシ、マツカサガイ 

 

 

（照明の漏れ出しの抑制、保全対象種） 

コガムシ 

（重要な種の移植、保全対象種） 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ、

マツカサガイ、ヒラヒダリマキマイマイ 

 

（汚濁水処理施設及び仮設沈砂池の設

置、保全対象種） 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ、

マツカサガイ、ヒラヒダリマキマイマイ 

 

（照明の漏れ出しの抑制、保全対象種） 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ 

 

ｐ8-4-1-116、118 

表 8-4-1-40 環境保全

措置の検討の状況 

 

表 8-4-1-41 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置） 

資材運搬等の適切化 

 

（適否の理由） 

車両の運行ルートや配車計画を適切に行

うことにより動物全般への影響を低減で

きることから、環境保全措置として採用

する。 

（環境保全措置） 

資材運搬等の適正化 

 

（適否の理由） 

車両の運行ルートは既存の道路を活用す

ると共に、配車計画を運行ルートに応じ

た車両の台数及び速度、運転方法等に留

意して計画することにより、動物全般へ

の影響を低減できることから、環境保全

措置として採用する。 

 

－ 追記 

（工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実

施） 

 

ｐ8-4-1-117 

表 8-4-1-41(3)環境保

全措置の検討状況 

（環境保全措置の効果） 

なし 

（環境保全措置の効果） 

車両の運行ルートは既存の道路を活用す

ると共に、配車計画を運行ルートに応じ

た車両の台数及び速度、運転方法等に留

意して計画することにより、動物全般へ

の影響を低減できる。 

ｐ8-4-1-118 

表 8-4-1-41(7)環境保

全措置の検討状況 

－ 追記 

ｐ8-4-1-118 

表 8-4-1-41(5)環境保

全措置の検討状況 

（保全対象種） 

コガムシ、マツカサガイ 

 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ、

マツカサガイ、ヒラヒダリマキマイマイ 

ｐ8-4-1-118 

表 8-4-1-41(6)環境保

全措置の検討状況 

（保全対象種） 

コガムシ、マツカサガイ 

 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ、

マツカサガイ、ヒラヒダリマキマイマイ 

ｐ8-4-1-119 

表 8-4-1-41(9)環境保

全措置の検討状況 

（保全対象種） 

コガムシ 

 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ 

ｐ8-4-1-120 

表 8-4-1-42 事後調査

の概要 

（調査項目） 

コガムシ、マツカサガイの生息状況調査 

コガタブチサンショウウオ、コガムシ、

マツカサガイ、ヒラヒダリマキマイマイ

の生息状況調査 
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ｐ8-4-1-120 

表 8-4-1-42 事後調査

の概要 

－ （調査内容） 

※専門家の助言を踏まえながら実施す

る。 

ｐ8-4-1-120 

ウ．事後調査の結果に

より環境影響の程度が

著しいことが判明した

場合の対応の方針 

事後調査の結果について、環境影響の

程度が著しいと判明した場合は、その原

因の把握に努めるとともに改善を図るも

のとする。 

事後調査の結果について、環境影響の程

度が著しいと判明した場合は、専門家の

助言を踏まえ、その原因の把握に努める

とともに改善を図るものとする。 

ｐ8-4-1-121 

ア.評価の手法 

ｱ)回避又は低減に係る

評価 

工事の実施（切土工等又は既存の工作

物の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤードの設置）又は鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基

地、換気施設、変電施設）の存在による

動物への影響が、事業者により実行可能

な範囲内で回避又は低減されており、必

要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正にされているかど

うかについて、検討することにより評価

した。 

調査・予測結果及び環境保全措置の検

討を行った結果について、事業者により

実行可能な範囲内で回避又は低減がなさ

れているか、見解を明らかにすることに

より行った。 

ｐ8-4-1-121 

イ.評価結果 

ｱ)回避又は低減に係る

評価 

計画路線は、計画段階において、大部

分をトンネル構造にするなどして、改変

面積を極力小さくする計画とし、動物へ

の影響の回避、低減を図っている。 

一部の種については、生息環境の一部

が保全されない可能性があると予測され

たが、低騒音型、低振動型機械の使用な

どの環境保全措置を実施することで、影

響の回避、低減に努める。 

また、予測し得ない影響が生じた場合

は、専門家の助言等を踏まえて、別途対

策を検討する。 

このことから、環境への影響は事業者

により実行可能な範囲内で回避又は低減

されていると評価する。 

本事業では、大部分をトンネル構造にす

る等して、改変面積を極力小さくする計

画とし、動物への影響の回避又は低減を

図っている。 

一部の種については、生息環境の一部

が保全されない可能性があると予測され

たが、低騒音・低振動型の建設機械の使

用などの環境保全措置を実施すること

で、影響の回避又は低減に努める。 

また、予測し得ない影響が生じた場合

は、専門家の助言を踏まえて、別途対策

を検討する。 

このことから、動物に係る環境影響の

回避又は低減が図られていると評価す

る。 

ｐ8-4-2-1 

2)調査の基本的な手法 

イ．高等植物に係る重

要な種及び群落の分

布、生育の状況及び生

育環境の状況 

 

生育が確認された高等植物に係る種及

び分布が確認された群落の内、表 8-4-2-2 

に示す基準に該当するものを高等植物に

係る重要な種及び群落として選定した。 

生育が確認された高等植物に係る種及

び分布が確認された群落の内、表 8-4-2-2 

に示す基準に該当するものを高等植物に

係る重要な種及び群落として選定した。

なお、重要な種の選定にあたっては、必

要に応じて専門家の指導・助言を受け、

選定した。 

 

ｐ8-4-2-10 

表 8-4-2-5 改変区域と

確認位置の距離に関す

る定義 

－ 追記 

ｐ8-4-2-20、21 

表 8-4-2-9 現地調査で

確認された重要な種の

確認位置 

－ 追記 

ｐ8-4-2-37 

表 8-4-2-11 予測対象

種及び群落 

（区分 高等植物 現地調査で確認され

た種） 

（ザイフリボク） 

（区分 高等植物 現地調査で確認され

た種） 

ザイフリボク 
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№ 種名 
確認種の 
生育環境 

確認位置 

生育環境への 
影響 

改変の
可能性
のある
範囲 

改変の
可能性
のある
範囲の
近傍 

相当離れ
た地域 

1 ヤチスギラン 貧栄養湿地    ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

2 カミガモシダ 
山地の岩上、
林床 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

3 サクラバハンノキ 湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全
されない可能性がある 

4 イヌブナ 
やや乾燥し
た山地 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

5 サイコクヌカボ 
河川敷、低湿
地 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

6 ヤナギヌカボ 水路等岸辺    ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

7 ヌカボタデ 
河川敷等水
辺 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

8 シデコブシ 湿地 ○ ○ ○ 生育環境は保全される 

9 ミスミソウ 
葉広葉樹林
の林床 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

10 カザグルマ 
湿地等の林
縁 

○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全
されない可能性がある 

11 ヘビノボラズ 
湿地等の林
縁 

○ ○ ○ 生育環境は保全される 

12 
トウカイコモウセ
ンゴケ 

貧栄養湿地  ○ ○ 生育環境は保全される 

13 シラヒゲソウ 
山地谷沿い
の湿地 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

14 ユクノキ 山地    ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

15 イヌハギ 
河原等の砂
地 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

16 カキノハグサ 山地の林内  ○ ○ 生育環境は保全される 

17 ハナノキ 
川岸等湿っ
た所 

○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全
されない可能性がある 

18 ミズマツバ 水田、湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全
されない可能性がある 

19 タチモ 
貧栄養の湖
沼、ため池 

 ○ ○ 生育環境は保全される 

20 イブキボウフウ 草地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全
されない可能性がある 

21 ウスギヨウラク 
山地の林縁、
岩陰 

   ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

22 レンゲツツジ 草原、林縁    ○ 
生育環境に変化は生じ
ない 

23 ヒトツバタゴ 
やや湿った
林内 

 ○ ○ 生育環境は保全される 

 

№ 種名 
確認種の 

生育環境 

確認位置 

生育環境への 

影響 
改変の可

能性のあ

る範囲 

改変の可

能性のあ

る範囲の

近傍 

相当離れた

地域 

1 ヤチスギラン 貧栄養湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

2 カミガモシダ 
山地の岩上、林

床 
   ○ 生育環境に変化は生じない

3 サクラバハンノキ 湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

4 イヌブナ 
やや乾燥した

山地 
   ○ 生育環境に変化は生じない

5 サイコクヌカボ 河川敷、低湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

6 ヤナギヌカボ 水路等岸辺    ○ 生育環境に変化は生じない

7 ヌカボタデ 河川敷等水辺    ○ 生育環境に変化は生じない

8 シデコブシ 湿地 ○ ○ ○ 生育環境は保全される 

9 ミスミソウ 
落葉広葉樹林

の林床 
   ○ 生育環境に変化は生じない

10 カザグルマ 湿地等の林縁 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

11 ヘビノボラズ 湿地等の林縁 ○ ○ ○ 生育環境は保全される 

12
トウカイコモウセン

ゴケ 
貧栄養湿地  ○ ○ 生育環境は保全される 

13 シラヒゲソウ 
山地谷沿いの

湿地 
   ○ 生育環境に変化は生じない

14 ザイフリボク 雑木林の林縁 ○ ○ ○ 生育環境は保全される 

15 ユクノキ 山地    ○ 生育環境に変化は生じない

16 イヌハギ 河原等の砂地    ○ 生育環境に変化は生じない

17 カキノハグサ 山地の林内 ○  ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

18 ハナノキ 
川岸等湿った

所 
○ ○ ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

19 ミズマツバ 水田、湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

20 タチモ 
貧栄養の湖沼、

ため池 
 ○ ○ 生育環境は保全される 

21 イブキボウフウ 草地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

22 ウスギヨウラク 
山地の林縁、岩

陰 
  ○ ○ 生育環境は保全される 

23 レンゲツツジ 草原、林縁    ○ 生育環境に変化は生じない

24 ヒトツバタゴ 
やや湿った林

内 
 ○ ○ 生育環境は保全される 
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ｐ8-4-2-38 

図 8-4-2-3 影響予測の

手順 

（環境保全措置の検討） （環境保全措置の検討） 

追記 

ｐ8-4-2-39 

キ．予測結果 
－ 現地調査により確認されている重要な種

及び群落については、対象事業の実施に

よりその生育地や生育環境が改変される

程度について予測した。なお、文献調査

により対象事業実施区域及びその周囲に

生育するとされている重要な種及び群落

のうち、現地調査で確認されなかった種

については、対象事業の実施によりその

種の生育環境が改変される程度を予測し

た。 

 

ｐ8-4-2-39 

ｱ）現地調査で確認され

た重要な種及び群落の

生育環境への影響 

現地調査で確認された重要な種の予測結

果の概要を表 8-4-2-10 に示す。 

また、個別の種に対する詳細な予測結果

を表 8-4-2-11 に示す。 

現地調査で確認された重要な種の予測結

果の概要を表8-4-2-12 に示す。 

また、個別の種に対する詳細な予測結果

を表8-4-2-13 に示す。なお、重要な群落

は確認されなかった。 

 

ｐ8-4-2-40 

表 8-4-2-12(1)重要な

種の予測結果の概要 
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確認位置 

№ 種名 
確認種の 

生育環境 
改変の可

能性のあ

る範囲 

改変の可

能性のあ

る範囲の

近傍 

相当離れた

地域 

生育環境への 

影響 

25 イヌセンブリ 湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

26 スズサイコ 
日当たりのよい

草地 
○ ○ ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

27 ミズトラノオ 湿地 ○   
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

28 スズメハコベ 湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

29 ミカワシオガマ 
日当たりの良い

湿地、林縁 
   ○ 生育環境に変化は生じない

30 オオヒキヨモギ 乾燥した草地    ○ 生育環境に変化は生じない

31 イワタバコ 
湧水のある日陰

の岩場 
 ○ ○ 生育環境は保全される 

32 ミミカキグサ 湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

33 
ホザキノミミカキ

グサ 
湿地 ○  ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

34 
ムラサキミミカキ

グサ 
湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

35 キキョウ 
日当たりのよい

草地 
○ ○ ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

36 ヒダアザミ 
落葉広葉樹林の

林床 
   ○ 生育環境に変化は生じない

37 サワギク 
やや湿り気のあ

る林内 
   ○ 生育環境に変化は生じない

38 アギナシ 
湖沼、ため池、

水田、湿地等 
   ○ 生育環境に変化は生じない

39 ホトトギス 
山地の崖等やや

湿った所 
  ○ 生育環境に変化は生じない

40 
ミカワバイケイソ

ウ 
低山帯の湿原   ○ ○ 生育環境は保全される 

41 
ツクシクロイヌノ

ヒゲ 

干上がったため

池の岸 
   ○ 生育環境に変化は生じない

42 シラタマホシクサ 湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

43 クロホシクサ 湿地 ○   
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

44 ヒメコヌカグサ 山の水湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

45 ヒナザサ 
山野の水辺、湿

地 
   ○ 生育環境に変化は生じない

46 ウンヌケモドキ 山地草原    ○ 生育環境に変化は生じない

47 ウンヌケ 低山草原    ○ 生育環境に変化は生じない

 

確認位置 

№ 種名 
確認種の 

生育環境 
改変の可

能性のあ

る範囲 

改変の可

能性のあ

る範囲の

近傍 

相当離れた

地域 

生育環境への 

影響 

25 イヌセンブリ 湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

26 スズサイコ 
日当たりのよい

草地 
○ ○ ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

27 ミズトラノオ 湿地 ○   
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

28 スズメハコベ 湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

29 ミカワシオガマ 
日当たりの良い

湿地、林縁 
   ○ 生育環境に変化は生じない

30 オオヒキヨモギ 乾燥した草地    ○ 生育環境に変化は生じない

31 イワタバコ 
湧水のある日陰

の岩場 
 ○ ○ 生育環境は保全される 

32 ミミカキグサ 湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

33 
ホザキノミミカキ

グサ 
湿地 ○  ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

34 
ムラサキミミカキ

グサ 
湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

35 キキョウ 
日当たりのよい

草地 
○ ○ ○ 

生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

36 ヒダアザミ 
落葉広葉樹林の

林床 
   ○ 生育環境に変化は生じない

37 サワギク 
やや湿り気のあ

る林内 
   ○ 生育環境に変化は生じない

38 アギナシ 
湖沼、ため池、

水田、湿地等 
   ○ 生育環境に変化は生じない

39 ホトトギス 
山地の崖等やや

湿った所 
  ○ 生育環境に変化は生じない

40 
ミカワバイケイソ

ウ 
低山帯の湿原    ○ 生育環境は保全される 

41 
ツクシクロイヌノ

ヒゲ 

干上がったため

池の岸 
   ○ 生育環境に変化は生じない

42 シラタマホシクサ 湿地    ○ 生育環境に変化は生じない

43 クロホシクサ 湿地 ○   
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

44 ヒメコヌカグサ 山の水湿地 ○ ○ ○ 
生育環境の一部は保全され

ない可能性がある 

45 ヒナザサ 
山野の水辺、湿

地 
   ○ 生育環境に変化は生じない

46 ウンヌケモドキ 山地草原    ○ 生育環境に変化は生じない

47 ウンヌケ 低山草原    ○ 生育環境に変化は生じない
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ｐ8-4-2-41 

表 8-4-2-12(2)重要な

種の予測結果の概要 

  

p8-4-2-43～71 

表 8-4-2-13 重要な種

の予測結果 

土地又は工作物の存在 鉄道施設の存在 

ｐ8-4-2-44 

表 8-4-2-13(3)重要な

種の予測結果 

（確認状況） 

・恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 29 地点 100 個体以上が

確認された。確認された 29 地点 100 個

体以上は改変の可能性のある範囲から

相当離れた地域であった。 

 

 

・多治見市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 4地点 10個体が確認

された。その内、改変の可能性のある

範囲で 1 地点 7 個体、改変の可能性の

ある近傍で 2 地点 2 個体、相当離れた

地域で 1 地点 1 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 6 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、53 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた

め、生育環境は保全される。 

（確認状況） 

・恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 29 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性の

ある範囲の近傍で 3 地点 7 個体、相当

離れた地域で 26 地点 100 個体以上確認

された。 

 

・多治見市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 4地点 10個体が確認

された。その内、改変の可能性のある

範囲で 1 地点 7 個体、改変の可能性の

ある近傍で 1 地点 1 個体、相当離れた

地域で 2 地点 2 個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 8 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、51 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた

め、生育環境は保全される。 

ｐ8-4-2-46 

表 8-4-2-13(8)重要な

種の予測結果 

（確認状況） 

・中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 65 地点 100

個体以上が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 14 地点 31 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 10 地

点 54 個体、相当離れた地域で 41 地点

100 個体以上確認された。 

・恵那市においては、早春季、春季、夏

季及び秋季調査時に合計 38 地点 100 個

（確認状況） 

・中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 65 地点 100

個体以上が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 15 地点 32 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 8 地

点 50 個体、相当離れた地域で 42 地点

100 個体以上確認された。 

・恵那市においては、早春季、春季、夏

季及び秋季調査時に合計 38 地点 100 個
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評価書の該当箇所 環境影響評価準備書 環境影響評価書 

体以上が確認された。確認された 1 地

点 100 個体以上は改変の可能性のある

範囲から相当離れた地域であった。 

・御嵩町においては、早春季、春季及び

夏季調査時に合計 14 地点 100 個体以上

が確認された。確認された 14 地点 100

個体以上は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

 

 

 

・多治見市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 18 地点 100

個体以上が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 2 地点 11 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 3 地

点 4個体、相当離れた地域で 13地点 100

個体以上確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 13 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、117 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた

め、生育環境は保全される。 

 

 

 

 

 

 

 

・その他、本種が確認された 13 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、117 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の一

部が縮小する可能性があるが、周辺に

同質の生育環境が広く分布するため、生

育環境は保全される。 

 

体以上が確認された。その内、改変の

可能性のある範囲の近傍で 4地点 12 個

体、相当離れた地域で 34 地点 100 個体

以上確認された。 

・御嵩町においては、早春季、春季及び

夏季調査時に合計 14 地点 100 個体以上

が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲の近傍で 1 地点 2 個体、相

当離れた地域で 13 地点 100 個体以上確

認された。 

 

・多治見市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 18 地点 100

個体以上が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 2 地点 11 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 2 地

点3個体、相当離れた地域で14地点100

個体以上確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 17 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により、中津川

市瀬戸・駒場地区（6 地点）、中津川

市千旦林地区（8 地点）、多治見市西

山町・大針町地区（2 地点）において、

生育環境の一部が消失する可能性があ

るが、同地区で改変の可能性のある範

囲外にも本種が多数確認されており、

周辺に同質の環境が広く分布すると考

えられることから、同地区の生育環境

は保全される。 

 

・その他、本種が確認された 15 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、114 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の一

部が縮小する可能性があるが、周辺に

同質の生育環境が広く分布するため、

生育環境は保全される。 

 

ｐ8-4-2-48 

表 8-4-2-13(11)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 18 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性の

ある範囲の近傍で 2 地点 8 個体、相当

離れた地域で 16 地点 100 個体以上確認

された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 2 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、34 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた

（確認状況） 

・恵那市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 18 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性の

ある範囲の近傍で 3 地点 13 個体、相当

離れた地域で 15 地点 100 個体以上確認

された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 3 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、31 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた
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め、生育環境は保全される。 め、生育環境は保全される。 

ｐ8-4-2-50 

表 8-4-2-13(14)重要

な種の予測結果 

－ 追記 

ザイフリボク 

ｐ8-4-2-51 

表 8-4-2-13(17)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・御嵩町においては、秋季調査時に合計 3

地点 22 個体が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲の近傍で1地点4

個体、相当離れた地域で 2 地点 18 個体

確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 1 地点は改変の可能

性のある範囲の近傍、4 地点は相当離れ

た地域であり、生育環境の一部が縮小

する可能性があるが、周辺に同質の生

育環境が広く分布するため、生育環境

は保全される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・したがって、生育環境は保全されると

予測する。 

（確認状況） 

・御嵩町においては、秋季調査時に合計 3

地点 22 個体が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲で 1 地点 4 個体、

相当離れた地域で 2 地点 18 個体確認さ

れた。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・ 本種が確認された 1 地点は改変の可

能性のある範囲であった。 

 

 

 

 

・そのため、工事の実施により、御嵩町

美佐野地区（1 地点）において主な生育

環境の一部が消失する可能性がある。。

・その他、本種が確認された 4 地点は、

相当離れた地域であり、生育環境の一

部が縮小する可能性があるが、周辺に

同質の生育環境が広く分布するため、

生育環境は保全される。 

 

・したがって、御嵩町美佐野地区の一部

は保全されない可能性があると予測す

る。 

ｐ8-4-2-52 

表 8-4-2-13(18)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 44 地点 100

個体以上が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 6 地点 9 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 5 地

点 5 個体、相当離れた地域で 33 地点 96

個体確認された。 

・恵那市においては、早春季、春季、夏

季及び秋季調査時に合計 8 地点 12 個体

が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲の近傍で 1 地点 1 個体、相

当離れた地域で 7 地点 11 個体確認され

た。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 6 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により、中津川

市千旦林地区（6 地点）において、主な

生育環境の一部が消失する可能性があ

る。 

・その他、本種が確認された 6 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、63 地点

（確認状況） 

・中津川市においては、早春季、春季、

夏季及び秋季調査時に合計 44 地点 100

個体以上が確認された。その内、改変

の可能性のある範囲で 7 地点 10 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 3 地

点 3 個体、相当離れた地域で 34 地点 97

個体確認された。 

・恵那市においては、早春季、春季、夏

季及び秋季調査時に合計 8 地点 12 個体

が確認された。その内、改変の可能性

のある範囲の近傍で 2 地点 6 個体、相

当離れた地域で 6 地点 6 個体確認され

た。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 7 地点は改変の可能

性のある範囲であった。 

そのため、工事の実施により、中津川

市千旦林地区（6 地点）、茄子川地区（1

地点）において、主な生育環境の一部

が消失する可能性がある。 

・その他、本種が確認された 5 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、63 地点
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は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた

め、生育環境は保全される。 

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布するた

め、生育環境は保全される。 

ｐ8-4-2-53 

表 8-4-2-13(20)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・可児市においては、夏季調査時に合計 1

地点(広範囲での疎生)が確認された。

確認された 1 地点(広範囲での疎生)は

改変の可能性のある範囲から相当離れ

た地域であった。 

（確認状況） 

・可児市においては、夏季及び秋季調査

時に合計1地点(広範囲での疎生)が確

認された。確認された1地点(広範囲で

の疎生)は改変の可能性のある範囲か

ら相当離れた地域であった。 

ｐ8-4-2-54 

表 8-4-2-13(21)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・可児市において、春季及び夏季調査時

に 4 地点 82 個体が確認された。その内、

改変の可能性のある範囲で 1 地点 50 個

体、改変の可能性のある範囲の近傍で 1

地点 3 個体、相当離れた地域で 2 地点

29 個体確認された。 

（確認状況） 

・可児市において、春季、夏季及び秋季

調査時に4地点82個体が確認された。そ

の内、改変の可能性のある範囲で1地点

50個体、改変の可能性のある範囲の近

傍で1地点3個体、相当離れた地域で2地

点29個体確認された。 

ｐ8-4-2-54 

表 8-4-2-13(22)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・御嵩町においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 11 地点 100 個体以上が

確認された。確認された 11 地点 100 個

体以上は改変の可能性のある範囲から

相当離れた地域であった。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 18 地点はすべて相当

離れた地域であるため、生育環境に変化

は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

・したがって、生育環境に変化は生じな

いと予測する。 

（確認状況） 

・御嵩町においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 11 地点 100 個体以上が

確認された。その内、改変の可能性の

ある範囲の近傍で 2 地点 32 個体、改変

の可能性のある範囲から相当離れた地

域で 9 地点 100 個体以上確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 2 地点は、改変の可

能性のある範囲の近傍、16 地点は相当

離れた地域であり、生育環境の一部が

縮小する可能性があるが、周辺に同質

の生育環境が広く分布するため、生育環

境は保全される。 

・また、工事の実施に伴う排水は、必要

に応じて沈砂池、濁水処理設備を配置

し、処理することから、本種の生育環

境への影響は及ばない。 

・したがって、生育環境は保全されると

予測する。 

ｐ8-4-2-63 

表 8-4-2-13(40)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・恵那市においては、春季及び夏季調査

時に合計 15 地点 100 個体以上が確認さ

れた。確認された 15 地点 100 個体以上

は改変の可能性のある範囲から相当離

れた地域であった。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 21 地点はすべて相当

離れた地域であるため、生育環境に変

化は生じない。 

・したがって、生育環境に変化は生じな

いと予測する。 

（確認状況） 

・恵那市においては、春季及び夏季調査

時に合計 15 地点 100 個体以上が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範

囲の近傍で 1 地点 10 個体、相当離れた

地域で 14 地点 100 個体以上確認され

た。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 1 地点は改変の可能

性のある範囲の近傍、20 地点は相当離

れた地域であり、生育環境の一部が縮

小する可能性があるが、周辺に同質の

生育環境が広く分布するため、生育環

境は保全される。 
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・また、工事の実施に伴う排水は、必要

に応じて沈砂池、濁水処理設備を配置

し、処理することから、本種の生育環

境への影響は及ばない。 

・したがって、生育環境は保全されると

予測する。 

ｐ8-4-2-64 

表 8-4-2-13(44)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・中津川市においては、春季調査時に合

計 2 地点 35 個体が確認された。その内、

改変の可能性のある範囲の近傍で 1 地

点 5 個体、相当離れた地域で 1 地点 30

個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 2 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、3 地点は

相当離れた地域であり、生育環境の一

部が縮小する可能性があるが、周辺に

同質の生育環境が広く分布するため、生

育環境は保全される。 

（確認状況） 

・中津川市においては、春季調査時に合

計2地点35個体が確認された。確認され

た2地点35個体は改変の可能性のある

範囲から相当離れた地域であった。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された1地点は改変

の可能性のある範囲の近傍、4地点は相

当離れた地域であり、生育環境の一部

が縮小する可能性があるが、周辺に同

質の生育環境が広く分布するため、生

育環境は保全される。 

ｐ8-4-2-66 

表 8-4-2-13(50)重要

な種の予測結果 

 

（確認状況） 

・瑞浪市においては、早春季調査時に合

計 1 地点(カヤに着床)が確認された。

確認された 1 地点(カヤに着床)は改変

の可能性のある範囲から相当離れた地

域であった。 

（確認状況） 

・中津川市においては、早春季、夏季及

び秋季調査時に合計1地点(カヤに着

床)が確認された。確認された1地点(カ

ヤに着床)は改変の可能性のある範囲

から相当離れた地域であった。 

ｐ8-4-2-67 

表 8-4-2-13(52)重要

な種の予測結果 

（確認状況） 

・可児市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 9 地点 19 個体が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範

囲で 1 地点 5 個体、改変の可能性のあ

る範囲の近傍で 2 地点 2 個体、相当離

れた地域で 6 地点 12 個体確認された。

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 3 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、10 地点

は相当離れた地域であり、生育環境の

一部が縮小する可能性があるが、周辺

に同質の生育環境が広く分布すると考

えられることから、生育環境は保全さ

れる。 

（確認状況） 

・可児市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計 9 地点 19 個体が確認さ

れた。その内、改変の可能性のある範

囲で 1 地点 5 個体、改変の可能性のあ

る範囲の近傍で 3 地点 3 個体、相当離

れた地域で 5 地点 11 個体確認された。

 

（予測結果、工事の実施） 

・その他、本種が確認された 4 地点は改

変の可能性のある範囲の近傍、9 地点は

相当離れた地域であり、生育環境の一

部が縮小する可能性があるが、周辺に

同質の生育環境が広く分布すると考え

られることから、生育環境は保全され

る。 

 

ｐ8-4-2-69 

表 8-4-2-13(55)重要

な種の予測結果 

 

（確認状況） 

・瑞浪市においては、夏季調査時に合計 1

地点 6 個体が確認された。確認された 1

地点 6 個体は改変の可能性のある範囲

から相当離れた地域であった。 

（確認状況） 

・瑞浪市においては、夏季及び秋季調査

時に合計1地点6個体が確認された。確

認された1地点6個体は改変の可能性の

ある範囲から相当離れた地域であっ

た。 

 

ｐ8-4-2-70 

表 8-4-2-13(57)重要

な種の予測結果 

 

（確認状況） 

・中津川市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 26 地点 99 個体が確

認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲の近傍で 2 地点 5 個体、相当離

（確認状況） 

・中津川市においては、春季、夏季及び

秋季調査時に合計 26 地点 99 個体が確

認された。その内、改変の可能性のあ

る範囲で 1 地点 2 個体、改変の可能性
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れた地域で 24 地点 94 個体確認された。

 

 

 

・可児市においては、秋季調査時に合計 4

地点 12 個体が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲の近傍で 2 地点

10 個体、相当離れた地域で 2 地点 2 個

体確認された。 

 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された 5 地点は改変の可能

性のある範囲の近傍、33 地点は相当離

れた地域であり、生育環境の一部が縮

小する可能性があるが、周辺に同質の

生育環境が広く分布すると考えられる

ことから、生育環境は保全される。 

 

のある範囲の近傍で 2 地点 13 個体、相

当離れた地域で 23 地点 84 個体確認さ

れた。 

 

・可児市においては、秋季調査時に合計 4

地点 12 個体が確認された。その内、改

変の可能性のある範囲で 1 地点 4 個体、

改変の可能性のある範囲の近傍で 1 地

点 6 個体、相当離れた地域で 2 地点 2

個体確認された。 

 

（予測結果、工事の実施） 

・本種が確認された中津川市の1地点、可

児市の1地点は改変の可能性のある範

囲であったが、本種を重要な種と位置

づける御嵩町（御嵩町版レッドデータ

ブック）では、改変の可能性のある範

囲から相当離れた地域で確認されてい

るため、御嵩町の本種の生育環境は保

全される。 

ｐ8-4-2-71 

表 8-4-2-13(59)重要

な種の予測結果 

 

（確認状況） 

・瑞浪市においては、春季調査時に合計 1

地点 6 個体(ウメに着床)が確認された。

確認された 1 地点 6 個体(ウメに着床)

は改変の可能性のある範囲から相当離

れた地域であった。 

 

（確認状況） 

・瑞浪市においては、春季、夏季及び秋

季調査時に合計1地点6個体(ウメに着

床)が確認された。確認された1地点6個

体(ウメに着床)は改変の可能性のある

範囲から相当離れた地域であった。 

ｐ8-4-2-72 

ア．環境保全措置の検

討の状況 

本事業では、計画の立案の段階において、

植物に係る環境影響を回避又は低減する

ため「重要な種の生育環境の全体又は一

部を回避」、「工事に伴う改変区域をで

きる限り小さくする」、「重要な種の生

育環境の創出」、「重要な種の移植・播

種」、「汚濁処理施設及び仮設沈砂池の

設置」及び「工事従事者への講習・指導」

について検討した。さらに、事業者によ

り実行可能な範囲内で、工事の実施（切

土工等又は既存の工作物の除去、トンネ

ルの工事又は工事施工ヤード及び工事用

道路の設置）及び鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基

地、換気施設、変電施設）の存在による

植物に係る環境影響を回避又は低減する

ことを目的として、環境保全措置の検討

を行った。 

本事業では、計画の立案の段階において、

植物に係る環境影響を回避又は低減する

ため「重要な種の生育環境の全体又は一

部を回避」、「工事に伴う改変区域をで

きる限り小さくする」及び「工事施工ヤ

ード等の林縁保護植栽の実施」について

検討した。さらに、事業者により実行可

能な範囲内で、工事の実施（切土工等又

は既存の工作物の除去、トンネルの工事

又は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施

設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上 

式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）

の存在による植物に係る環境影響を回避

又は低減することを目的として、環境保

全措置の検討を行った。 

ｐ8-4-2-73 

表 8-4-2-14 環境保全

措置の検討の状況 

（重要な種の移植・播種、保全対象種） 

サクラバハンノキ、カザグルマ、ハナノ

キ、ミズマツバ、イブキボウフウ、スズ

サイコ、ミズトラノオ、ミミカキグサ、

ホザキノミミカキグサ、キキョウ、クロ

ホシクサ、ヒメコヌカグサ、キンラン 

 

（重要な種の移植・播種、保全対象種） 

サクラバハンノキ、カザグルマ、カキノ

ハグサ、ハナノキ、ミズマツバ、イブキ

ボウフウ、スズサイコ、ミズトラノオ、

ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、

キキョウ、クロホシクサ、ヒメコヌカグ

サ、キンラン 
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－ 追記 

（工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実

施） 

（外来種の拡大抑制） 

ｐ8-4-2-74 

イ．環境保全措置の実

施主体、方法その他の

環境保全措置の実施の

内容 

本事業では、工事の実施（切土工等又は

既存の工作物の除去、トンネルの工事又

は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施設

（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、

駅、車両基地、換気施設、変電施設）の

存在による植物に係る環境影響を低減さ

せるため、環境保全措置として「重要な

種の生育環境の全体又は一部を回避」、

「工事に伴う改変区域をできる限り小さ

くする」、「重要な種の生育環境の創出」、

「重要な種の移植・播種」、「汚濁処理

施設及び仮設沈砂池の設置」及び「工事

従事者への講習・指導」を実施する。 

本事業では、工事の実施（切土工等又は

既存の工作物の除去、トンネルの工事又

は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施設

（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、

駅、車両基地、換気施設、変電施設）の

存在による植物に係る環境影響を低減さ

せるため、環境保全措置として「重要な

種の生育環境の全体又は一部を回避」、

「工事に伴う改変区域をできる限り小さ

くする」、「重要な種の生育環境の創出」、

「工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実

施」、「重要な種の移植・播種」、「汚

濁処理施設及び仮設沈砂池の設置」、「工

事従事者への講習・指導」及び「外来種

の拡大抑制」を実施する。 

ｐ8-4-2-75 

表 8-4-2-15(5)環境保

全措置の内容 

（保全対象種） 

サクラバハンノキ、カザグルマ、ハナノ

キ、ミズマツバ、イブキボウフウ、スズ

サイコ、ミズトラノオ、ミミカキグサ、

ホザキノミミカキグサ、キキョウ、クロ

ホシクサ、ヒメコヌカグサ、キンラン 

（保全対象種） 

サクラバハンノキ、カザグルマ、カキノ

ハグサ、ハナノキ、ミズマツバ、イブキ

ボウフウ、スズサイコ、ミズトラノオ、

ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、

キキョウ、クロホシクサ、ヒメコヌカグ

サ、キンラン 

ｐ8-4-2-75、76 

表 8-4-2-15(4)、(8)環

境保全措置の内容 

－ 

 

追記 

（工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実

施） 

（外来種の拡大抑制） 

ｐ8-4-2-77 

表 8-4-2-16 事後調査

の概要 

－ （調査内容） 

※専門家の助言を踏まえながら実施す

る。 

ｐ8-4-2-77 

ウ．事後調査の結果に

より環境影響の程度が

著しいことが判明した

場合の対応の方針 

事後調査の結果について、環境影響の

程度が著しいと判明した場合は、その原

因の解明に努めるとともに改善を図るも

のとする。 

事後調査の結果について、環境影響の程

度が著しいと判明した場合は、専門家の

助言を踏まえ、その原因の把握に努める

とともに改善を図るものとする。 

ｐ8-4-2-78 

イ．評価結果 

ｱ)回避又は低減に係る

評価 

計画路線は、計画段階において、大部

分をトンネル構造にする等して、改変面

積を極力小さくする計画とし、植物への

影響の回避又は低減を図っている。 

一部の種は、保全されない可能性があ

ると予測されたが、重要な種の生育環境

の創出、重要な種の移植・播種及び工事

従事者への講習・指導等の環境保全措置

を実施することで、影響の回避又は低減

に努める。 

なお、重要な種の生育環境の創出、重

要な種の移植・播種は、環境保全措置の

効果に不確実性が生じるため、事後調査

を実施する。また、予測し得ない影響が

生じた場合は、専門家の助言等を踏まえ

て、別途対策を検討する。 

本事業では、大部分をトンネル構造にす

る等して、改変面積を極力小さくする計

画とし、植物への影響の回避又は低減を

図っている。 

一部の種は、保全されない可能性があ

ると予測されたが、重要な種の生育環境

の創出、重要な種の移植・播種及び工事

従事者への講習・指導等の環境保全措置

を実施することで、影響の回避又は低減

に努める。 

なお、重要な種の生育環境の創出、重

要な種の移植・播種は、環境保全措置の

効果に不確実性が生じるため、事後調査

を実施する。また、予測し得ない影響が

生じた場合は、専門家の助言を踏まえて、

別途対策を検討する。 
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このことから、事業者により実行可能

な範囲内で回避又は低減が図られている

と評価する。 

このことから、植物に係る環境影響の

回避又は低減が図られていると評価す

る。 

ｐ8-4-3-3 

表 8-4-3-2 その他の自

然環境の概況 

（水系 主な概況） 

木曽川は、長野県の鉢盛山を水源に南

西に流れ、中津川、阿木川、可児川が支

川となっている。中津川は恵那山を水源

とし、中津川市の南側の地域、阿木川は

中津川市と恵那市の境にある焼山を水源

として中津川市域の北東側の地域、可児

川は瑞浪市西部の日吉町付近を水源と

し、御嵩町の南側の地域にそれぞれ分布

している。 

（水系 主な概況） 

木曽川は、長野県の鉢盛山を水源に南

西に流れ、中津川、阿木川、可児川が支

川となっている。中津川は恵那山を水源

とし、中津川市の南側の地域、阿木川は

中津川市と恵那市の境にある焼山を水源

として恵那市域の北東側の地域、可児川

は瑞浪市西部の日吉町付近を水源とし、

御嵩町の南側の地域にそれぞれ分布して

いる。 

ｐ8-4-3-24 

表 8-4-3-8(1)注目種

等の生態一覧 

 

（オオタカ、現地調査での確認状況） 

猛禽類調査において東濃地域（全ての

調査地域）の丘陵地を中心に目視により

飛翔等を確認した。中津川市、恵那市、

可児市で 7 ペアの繁殖行動を確認し、中

津川市で 2 ヶ所、恵那市で 1 ヶ所、可児

市で 1 ヶ所で繁殖(雛の確認)を確認した。

（オオタカ、現地調査での確認状況） 

猛禽類調査において東濃地域（全ての

調査地域）の丘陵地を中心に目視により

飛翔等を確認した。中津川市、恵那市、

可児市で7ペアの繁殖行動を確認し、中津

川市で3ヶ所、恵那市で2ヶ所、可児市で1

ヶ所で繁殖(雛の確認)を確認した。 

 

ｐ8-4-3-25 

表 8-4-3-8(2)注目種

等の生態一覧 

 

（ギフチョウ、現地調査での確認状況） 

中津川市、恵那市、御嵩町、可児市の

低山地や丘陵地の落葉広葉樹やアカマツ

林等カタクリやカンアオイの生育する林

床や尾根部で早春季に成体を捕獲、目撃

により確認した。 

（ギフチョウ、現地調査での確認状況） 

中津川市、恵那市、御嵩町、可児市、

多治見市の低山地や丘陵地の落葉広葉樹

林やアカマツ林等カタクリやカンアオイ

の生育する林床や尾根部で早春季に成体

を捕獲、目撃により確認した。 

ｐ8-4-3-27、28 

a)山地の生態系（東濃

地域） 

樹林地ではニホンカモシカが広く生息

しており、ホンドキツネ、ヤマガラ等も

見られる。スギ植林等では上位性の代表

種であるオオタカの営巣が確認されてお

り、水辺ではカワセミ、アマゴ、タゴガ

エル、水田ではサギ類、トノサマガエル

等が確認されている。 

 

（中略） 

開放水面では、ヨシ、ツルヨシ等が生

産者となり、一次消費者にミヤマカワト

ンボ等が、二次消費者としてアマゴ、ウ

グイ等が生息している。これらの水生生

物はより高次の消費者のヤマセミやカワ

セミ等により捕食される。 

樹林地ではニホンカモシカが広く生息

しており、ホンドキツネ、ヤマガラ等も

見られる。スギ植林等では上位性の代表

種であるオオタカの営巣が確認されてお

り、水辺ではカワセミ、アマゴ、タゴガ

エル、水田ではトノサマガエル等が確認

されている。 

 

（中略） 

開放水面では、ツルヨシ等が生産者と

なり、一次消費者にミヤマカワトンボ等

が、二次消費者としてアマゴ、ウグイ等

が生息している。これらの水生生物はよ

り高次の消費者のヤマセミやカワセミ等

により捕食される。 

ｐ8-4-3-29、30 

b)里地・里山の生態系

（東濃地域） 

山地から丘陵地にかけては森林、平地

部では、水田、耕作地、市街地としての

土地利用がなされている。当該地域の森

林は、スギ・ヒノキ・サワラ植林、コナ

ラ‐アベマキ群落、アカマツ群落が大部

分を占めている。これらの森林には、ホ

ンドタヌキ、ホンドキツネ、アオゲラ、

カラ類、ギフチョウ等が生息し、スギ・

ヒノキ・サワラ植林では、上位性の注目

種であるオオタカの営巣が確認されてい

る。 

山地から丘陵地にかけては森林、平地

部では、水田、耕作地、市街地としての

土地利用がなされている。当該地域の森

林は、スギ・ヒノキ・サワラ植林、コナ

ラ‐アベマキ群落、アカマツ群落が大部

分を占めている。これらの森林には、ホ

ンドタヌキ、ホンドキツネ、アオゲラ、

ギフチョウ等が生息し、スギ・ヒノキ・

サワラ植林では、上位性の注目種である

オオタカの営巣が確認されている。 
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（中略） 

開放水域では、ミゾソバ、ヨシ等が生

産者となり、これらを食す草食性昆虫の

バッタ類、チョウ類等の昆虫類が低次消

費者にカゲロウ類、トビケラ類等が、二

次消費者としてカワムツが生息してい

る。 

（中略） 

開放水域では、ミゾソバ、ヨシ等が生

産者となり、これらを餌場等として利用

するバッタ類、チョウ類等の昆虫類が低

次消費者となっている。カゲロウ類、ト

ビケラ類等は、二次消費者として生息す

るカワムツ等水生生物に捕食される。 

ｐ8-4-3-38 

① オオタカのハビタ

ット（生息環境）

の状況 

 

予測評価の対象とした中津川市瀬戸地

区で確認されたつがい（瀬戸ペア）のハ

ビタットは、中津川市瀬戸地区及びその

周辺において、営巣エリアが 31.8ha 存在

するが、工事の実施及び鉄道施設の存在

による改変の可能性がある範囲外であっ

た。また、繁殖エリアは 340.6ha、生息エ

リアは 1,356.0ha 存在し、この内、工事

の実施及び鉄道施設の存在により、繁殖

エリアは 3.3ha(1.0%)、生息エリアは

4.5ha(0.3%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

予測評価の対象とした中津川市瀬戸地

区で確認されたつがい（瀬戸ペア）のハ

ビタットは、中津川市瀬戸地区及びその

周辺において、営巣エリアが 31.8ha 存在

するが、工事の実施及び鉄道施設の存在

による改変の可能性のある範囲外であっ

た。また、繁殖エリアは 340.6ha、生息エ

リアは 1,356.0ha 存在し、この内、工事

の実施及び鉄道施設の存在により、繁殖

エリアは 5.2ha(1.5%)、生息エリアは

10.3ha(0.8%)が改変の可能性のある範囲

であった。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

ｐ8-4-3-38～80 

表 8-4-3-12,15,18, 

21,24,27,30,33,36,39

,42,45,48,51 ○○の

予測範囲におけるハビ

タット分布面積と 

改変の程度 

A.ハビタット面積 

B.改変の可能性がある面積 

A.予測の対象としたハビタット面積 

B.改変の可能性のある範囲内のハビタッ

ト面積 

ｐ8-4-3-38 

 

表 8-4-3-12 オオタ

カの予測範囲における

ハビタット分布面積と

改変の程度（瀬戸ペア） 

予測評価の対象とした中津川市瀬戸地

区で確認されたつがい（瀬戸ペア）のハ

ビタットは、中津川市瀬戸地区及びその

周辺において、営巣エリアが 31.8ha 存在

するが、工事の実施及び鉄道施設の存在

による改変の可能性がある範囲外であっ

た。また、繁殖エリアは 340.6ha、生息エ

リアは 1,356.0ha 存在し、この内、工事

の実施及び鉄道施設の存在により、繁殖

エリアは 3.3ha(1.0%)、生息エリアは

4.5ha(0.3%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした中津川市瀬戸地

区で確認されたつがい（瀬戸ペア）のハ

ビタットは、中津川市瀬戸地区及びその

周辺において、営巣エリアが 31.8ha 存在

するが、工事の実施及び鉄道施設の存在

による改変の可能性のおある範囲外であ

った。また、繁殖エリアは 340.6ha、生息

エリアは 1,356.0ha 存在し、この内、工

事の実施及び鉄道施設の存在により、繁

殖エリアは 5.2ha(1.5%)、生息エリアは

10.3ha(0.8%)が改変の可能性のある範囲

であった。 

ｐ8-4-3-40 

②ヤマセミのハビタッ

ト（生息環境）の状況 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ
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トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

ｐ8-4-3-43 

 

表 8-4-3-18 ヤマガ

ラの予測範囲における

ハビタット分布面積と

改変の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖・生息可能

性エリアが、329.9ha 存在し、この内、工

事の実施及び鉄道施設の存在により、

17.8ha(5.4%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖・生息可能

性エリアが、329.9ha 存在し、この内、工

事の実施及び鉄道施設の存在により、

10.0ha(3.0%)が改変の可能性のある範囲

であった。 

ｐ8-4-3-43 

③ヤマガラのハビタッ

ト（生息環境）の状況

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

ｐ8-4-3-45 

 

表 8-4-3-21 スギ・ヒ

ノキ・サワラ植林の予

測範囲におけるハビタ

ット分布面積と改変の

程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において生育エリアが、

111.8ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、4.4ha(3.9%)が改

変の可能性がある範囲であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において生育エリアが、

111.8ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、7.3ha(6.5%)が改

変の可能性のある範囲であった。 

ｐ8-4-3-48 

 

表 8-4-3-24 ホンド

キツネの予測範囲にお

けるハビタット分布面

積と改変の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、1,074.8ha、生息可能性エリアは

1,943.4ha 存在し、この内、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖可能性エ

リアは 46.0ha(4.3%)、生息可能性エリア

は 84.3ha(4.3%)が改変の可能性がある範

囲であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、1,074.8ha、生息可能性エリアは

1,943.4ha 存在し、この内、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖可能性エ

リアは 63.6ha(5.9%)、生息可能性エリア

は 104.1ha(5.4%)が改変の可能性のある

範囲であった。 

ｐ8-4-3-48 

①ホンドキツネのハビ

タット（生息環境）の

状況 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

 

ｐ8-4-3-53 

 

ｐ8-4-3-54 

表 8-4-3-27(2) オオ

タカの予測範囲におけ

るハビタット分布面積

と改変の程度（大井ペ

ア） 

 

表 8-4-3-27(3) オオ

タカの予測範囲におけ

るハビタット分布面積

と改変の程度（久々利

予測評価の対象とした中津川市茄子

川・恵那市大井町地区で確認されたつが

い（大井ペア）のハビタットは、中津川

市茄子川・恵那市大井町地区及びその周

辺において、営巣エリアが 14.2ha 存在す

るが、工事の実施及び鉄道施設の存在に

よる改変の可能性がある範囲外であっ

た。また、繁殖エリアは 85.2ha、生息エ

リアは 439.2ha 存在し、この内、工事の

実施及び鉄道施設の存在により、繁殖エ

リアは 0.7ha(0.8%)、生息エリアは

3.6ha(0.8%)が改変の可能性がある範囲

予測評価の対象とした中津川市茄子川

地区で確認されたつがい（大井ペア）の

ハビタットは、中津川市茄子川地区及び

その周辺において、営巣エリアが 14.2ha

存在するが、工事の実施及び鉄道施設の

存在による改変の可能性のある範囲外で

あった。また、繁殖エリアは 85.2ha、生

息エリアは 439.2ha 存在し、この内、工

事の実施及び鉄道施設の存在により、繁

殖エリアは 1.4ha(1.6%)、生息エリアは

6.7ha(1.5%)が改変の可能性のある範囲

であった。そのため、工事の実施及び鉄
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ペア） 

 
であった。そのため、工事の実施及び鉄

道施設の存在により、本種のハビタット

の一部が改変を受ける可能性はあるが、

周辺に同質のハビタットが広く分布する

ことから、主なハビタットの縮小の程度

は小さいと予測する。 

予測評価の対象とした可児市久々利川

地区で確認されたつがい（久々利ペア）

のハビタットは、可児市久々利川地区及

びその周辺において、営巣中心域が

31.7ha 存在するが、工事の実施及び鉄道

施設の存在による改変の可能性がある範

囲外であった。また、繁殖エリアは

209.9ha、生息エリアは 715.1ha 存在し、

工事の実施及び鉄道施設の存在により、

繁殖エリアは 1.9ha(0.9%)、生息エリアは

2.9ha(0.4%)が改変の可能性がある範囲

であった。そのため、工事の実施及び鉄

道施設の存在により、本種のハビタット

の一部が改変を受ける可能性はあるが、

周辺に同質のハビタットが広く分布する

ことから、主なハビタットの縮小の程度

は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

道施設の存在により、本種のハビタット

の一部が改変を受ける可能性はあるが、

周辺に同質のハビタットが広く分布する

ことから、主なハビタットの縮小の程度

は小さいと予測する。 

予測評価の対象とした可児市久々利地

区で確認されたつがい（久々利ペア）の

ハビタットは、可児市久々利地区及びそ

の周辺において、営巣中心域が 31.7ha 存

在するが、工事の実施及び鉄道施設の存

在による改変の可能性のある範囲外であ

った。また、繁殖エリアは 209.9ha、生息

エリアは 715.1ha 存在し、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖エリアは

2.5ha(1.2%)、生息エリアは 12.1ha(1.7%)

が改変の可能性のある範囲であった。そ

のため、工事の実施及び鉄道施設の存在

により、本種のハビタットの一部が改変

を受ける可能性はあるが、周辺に同質の

ハビタットが広く分布することから、主

なハビタットの縮小の程度は小さいと予

測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

ｐ8-4-3-54 

表 8-4-3-27(1) オオ

タカの予測範囲にお

けるハビタット分布

面積と改変の程度（千

旦林ペア） 

（エリア名称、B.改変の可能性のある範

囲内のハビタット面積(ha)、B/A（％））

 

繁殖エリア、 25.6、23.0 

生息エリア、101.1、11.4 

（エリア名称、B.改変の可能性のある範

囲内のハビタット面積(ha)、B/A（％））

 

繁殖エリア、 27.8、25.0 

生息エリア、103.4、11.7 

ｐ8-4-3-56 

 

表 8-4-3-30 ケリの

予測範囲におけるハビ

タット分布面積と改変

の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタット

は、予測範囲において繁殖可能性エリア

が、509.7ha、生息可能性エリアは 785.3ha

存在し、この内、工事の実施及び鉄道施

設の存在により、繁殖可能性エリアは

34.2ha(6.7%)、生息可能性エリアは

37.1ha(4.7%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタット

は、予測範囲において繁殖可能性エリア

が、509.7ha、生息可能性エリアは 785.3ha

存在し、この内、工事の実施及び鉄道施

設の存在により、繁殖可能性エリアは

36.0ha(7.1%)、生息可能性エリアは

39.7ha(5.1%)が改変の可能性のある範囲

であった。 

ｐ8-4-3-56 

③ケリのハビタット

（生息環境）の状況 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 
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ｐ8-4-3-61 

 

表 8-4-3-33 トノサ

マガエルの予測範囲

におけるハビタット

分布面積と改変の程

度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、389.6ha、生息可能性エリアは

1,152.5ha 存在し、この内、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖可能性エ

リアは 17.8ha(4.6%)、生息可能性エリア

は 65.2ha(5.7%)が改変の可能性がある範

囲であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、389.6ha、生息可能性エリアは

1,152.5ha存在し、この内、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖可能性エ

リアは19.2ha(4.9%)、生息可能性エリア

は74.6ha(6.5%)が改変の可能性のある範

囲であった。 

ｐ8-4-3-61 

④トノサマガエルのハ

ビタット（生息環境）

の状況 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

ｐ8-4-3-66 

 

表 8-4-3-36 ギフチ

ョウの予測範囲にお

けるハビタット分布

面積と改変の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、614.6ha、生息可能性エリアは

2,346.3ha 存在し、この内、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖可能性エ

リアは 27.2ha(4.4%)、生息可能性エリア

は 41.8ha(1.8%)が改変の可能性がある範

囲であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、614.6ha、生息可能性エリアは

2,346.3ha存在し、この内、工事の実施及

び鉄道施設の存在により、繁殖可能性エ

リアは41.9ha(6.8%)、生息可能性エリア

は58.5ha(2.5%)が改変の可能性のある範

囲であった。 

ｐ8-4-3-66 

⑤ギフチョウのハビタ

ット（生息環境）の状

況 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、その影響は工事区域近傍に限られ

ると想定され、周辺に同質のハビタット

が広く分布することから、ハビタットの

質的変化の程度は小さいと予測する。 

また、工事の実施による騒音及び振動

に対する一時的な忌避反応の可能性があ

るが、必要に応じて低騒音・低振動型の

建設機械等を使用するほか、必要に応じ

て防音シート又は防音扉を設置すること

により、その影響は工事区域近傍に限ら

れると想定され、周辺に同質のハビタッ

トが広く分布することから、ハビタット

の質的変化の程度は小さいと予測する。 

ｐ8-4-3-71 

 

表 8-4-3-39 ヒメタ

イコウチの予測範囲

におけるハビタット

分布面積と改変の程

度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖・生息可能

性エリアが、17.6ha 存在し、この内、工

事の実施及び鉄道施設の存在により、

1.1ha(6.3%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖・生息可能

性エリアが、12.2ha存在し、この内、工

事の実施及び鉄道施設の存在により、

0.8ha(6.2%)が改変の可能性のある範囲

であった。 

ｐ8-4-3-72 

 

表 8-4-3-42 シデコ

ブシの予測範囲におけ

るハビタット分布面積

と改変の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において生育エリアが、

52.9ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、4.6ha(8.7%)が改

変の可能性がある範囲であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において生育エリアが、

47.4ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、4.4ha(9.3%)が改

変の可能性のある範囲であった。 

ｐ8-4-3-74 

 

表 8-4-3-45 モズの

予測範囲におけるハビ

タット分布面積と改変

の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、48.8ha、生息可能性エリアは

146.0ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、繁殖可能性エリ

アは 1.5ha(3.1%)、生息可能性エリアは

3.0ha(2.1%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、48.8ha、生息可能性エリアは

145.0ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、繁殖可能性エリ

アは 2.8ha(5.7%)、生息可能性エリアは

6.6ha(4.6%)が改変の可能性のある範囲

であった。 
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ｐ8-4-3-77 

 

表 8-4-3-48 スズメ

の予測範囲におけるハ

ビタット分布面積と改

変の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、146.1ha、生息可能性エリアは

208.3ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、繁殖可能性エリ

アは 2.2ha(1.5%)、生息可能性エリアは

2.6ha(1.3%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタッ

トは、予測範囲において繁殖可能性エリ

アが、146.1ha、生息可能性エリアは

208.3ha 存在し、この内、工事の実施及び

鉄道施設の存在により、繁殖可能性エリ

アは 5.3ha(3.6%)、生息可能性エリアは

7.3ha(3.5%)が改変の可能性のある範囲

であった。 

ｐ8-4-3-80 

 

表 8-4-3-51 ナミア

ゲハの予測範囲におけ

るハビタット分布面積

と改変の程度 

予測評価の対象とした本種のハビタット

は、予測範囲において繁殖可能性エリア

が、154.1ha、生息可能性エリアは 412.7ha

存在し、この内、工事の実施及び鉄道施

設の存在により、繁殖可能性エリアは

2.2ha(1.4%) 、 生 息 可 能 性 エ リ ア は

2.7ha(0.7%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

予測評価の対象とした本種のハビタット

は、予測範囲において繁殖可能性エリア

が、154.1ha、生息可能性エリアは412.7ha

存在し、この内、工事の実施及び鉄道施

設の存在により、繁殖可能性エリアは

6.4ha(4.2%) 、 生 息 可 能 性 エ リ ア は

7.3ha(1.8%)が改変の可能性がある範囲

であった。 

ｐ8-4-3-87 

表 8-4-3-52(6)注目種

等の予測結果 

 

（スズメ、鉄道施設の存在、ハビタット

の質的変化） 

‐ 

追記 

（スズメ、鉄道施設の存在、ハビタット

の質的変化） 

・したがって、ハビタットは保全される。

 

ｐ8-4-3-89 

 

表 8-4-3-53 山地の

生態系への影響 

（事業の実施による影響） 

山地の生態系では、事業の実施によって

改変の可能性がある環境は、植林地及び

落葉広葉樹林等の一部であり、それらの

面積は、7.6ha で、山地の生態系の全体に

占める割合は、1.9%となる。 

（事業の実施による影響） 

山地の生態系では、事業の実施によって

改変の可能性のある環境は、植林地及び

落葉広葉樹林等の一部であり、それらの

面積は、13.4haで、山地の生態系の全体

に占める割合は、3.3%となる。 

ｐ8-4-3-89 

表 8-4-3-53 山地の生

態系への影響 

（工事の実施による影響） 

また、建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音及

び振動等に対して、工事箇所の周辺に生

息する動物の一時的な忌避反応が生じる

可能性があるが、その影響は工事区域近

傍に限られると想定され、周辺に同質の

ハビタットが広く分布することから、ハ

ビタットの質的変化の程度は小さいと予

測する。 

（工事の実施による影響） 

また、建設機械の稼働、資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行に伴う騒音及び

振動等に対して、工事箇所の周辺に生息

する動物の一時的な忌避反応が生じる可

能性があるが、必要に応じて低騒音・低

振動型の建設機械等を使用するほか、必

要に応じて防音シート又は防音扉を設置

することにより、その影響は工事区域近

傍に限られると想定され、周辺に同質の

ハビタットが広く分布することから、ハ

ビタットの質的変化の程度は小さいと予

測する。 

 

ｐ8-4-3-90 

 

表 8-4-3-54 里地・里

山の生態系への影響 

（事業の実施による影響） 

里地・里山の生態系では、事業の実施に

よって改変の可能性がある環境は、植林

地及び市街地等の一部であり、それらの

面積は、175.4ha で、里地・里山の生態系

の全体に占める割合は、6.3%となる。 

（事業の実施による影響） 

里地・里山の生態系では、事業の実施

によって改変の可能性のある環境は、植

林地及び市街地等の一部であり、それら

の面積は、208.9ha で、里地・里山の生態

系の全体に占める割合は、7.5%となる。 

 

ｐ8-4-3-90 

表 8-4-3-54 里地・里山

の生態系への影響 

○工事の実施 

また、建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音及

び振動等に対して、工事箇所の周辺に生

息する動物の一時的な忌避反応が生じる

○工事の実施 

また、建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音及

び振動等に対して、工事箇所の周辺に生

息する動物の一時的な忌避反応が生じる
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可能性があるが、その影響は工事区域近

傍に限られると想定され、周辺に同質の

ハビタットが広く分布することから、ハ

ビタットの質的変化の程度は小さいと予

測する。 

可能性があるが、必要に応じて低騒音・

低振動型の建設機械等を使用するほか、

必要に応じて防音シート又は防音扉を設

置することにより、その影響は工事区域

近傍に限られると想定され、周辺に同質

のハビタットが広く分布することから、

ハビタットの質的変化の程度は小さいと

予測する。 

ｐ8-4-3-91 

 

表 8-4-3-55 市街地

の生態系への影響 

（事業の実施による影響） 

市街地の生態系では、事業の実施によっ

て改変の可能性がある環境は、市街地及

び落葉広葉樹林の一部であり、それらの

面積は、5.2ha で、市街地の生態系の全体

に占める割合は、2.0%となる。 

（事業の実施による影響） 

市街地の生態系では、事業の実施によっ

て改変の可能性のある環境は、市街地及

び落葉広葉樹林の一部であり、それらの

面積は、11.0haで、市街地の生態系の全

体に占める割合は、4.3%となる。 

ｐ8-4-3-91 

表 8-4-3-55 市街地の

生態系への影響 

○工事の実施 

また、建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音及

び振動等に対して、工事箇所の周辺に生

息する動物の一時的な忌避反応が生じる

可能性があるが、その影響は工事区域近

傍に限られると想定され、生息する動物

は市街地環境に適応していることから、

ハビタットの質的変化の程度は小さいと

予測する。 

○工事の実施 

また、建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音及

び振動等に対して、工事箇所の周辺に生

息する動物の一時的な忌避反応が生じる

可能性があるが、必要に応じて低騒音・

低振動型の建設機械等を使用するほか、

必要に応じて防音シート又は防音扉を設

置することにより、その影響は工事区域

近傍に限られると想定され、生息する動

物は市街地環境に適応していることか

ら、ハビタットの質的変化の程度は小さ

いと予測する。 

ｐ8-4-3-92 

ア．環境保全措置の検

討の状況 

本事業では、計画の立案の段階において、

生態系に係る環境影響を回避又は低減す

るため「注目種の生息地の全体又は一部

を回避」、「工事に伴う改変区域をでき

る限り小さくする」、「資材運搬等の適

切化」、「防音シート、防音扉、低騒音・

低振動型の建設機械の採用」及び「汚濁

処理施設及び仮設沈砂池の設置」につい

て検討した。 

本事業では、計画の立案の段階において、

生態系に係る環境影響を回避又は低減す

るため「注目種等の生息地の全体又は一

部を回避」、「工事に伴う改変区域をで

きる限り小さくする」、「資材運搬等の

適正化」、「防音シート、防音扉、低騒

音・低振動型の建設機械の採用」、「汚

濁処理施設及び仮設沈砂池の設置」及び

「工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実 

施」について検討した。 

ｐ8-4-3-93 

表 8-4-3-56 環境保全

措置の検討の状況 

（資材運搬等の適切化、適否の理由） 

車両の運行ルートや配車計画を適切に行

うことにより動物全般への影響を低減で

きることから、環境保全措置として採用

する。 

（資材運搬等の適正化、適否の理由） 

車両の運行ルートは既存の道路を活用す

ると共に、配車計画を運行ルートに応じ

た車両の台数及び速度、運転方法等に留

意して計画することにより、動物全般の

影響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

－ 追加 

（工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実

施） 

ｐ8-4-3-94 

表 8-4-3-56 環境保全

措置の検討の状況 

ｐ8-4-3-95 

イ．環境保全措置の実

施主体、方法その他の

環境保全措置の実施の

本事業では、工事の実施（建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行、切土工等又は既存の工作物の除去、

トンネルの工事又は工事施工ヤードの設

置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又

は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気

本事業では、工事の実施（建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行、切土工等又は既存の工作物の除去、

トンネルの工事又は工事施工ヤードの設

置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又

は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気
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内容 施設、変電施設）の存在による生態系に

係る環境影響を低減させるため、環境保

全措置として「注目種等の生息地の全体

又は一部を回避」、「工事に伴う改変区

域をできる限り小さくする」、「資材運

搬等の適切化」、「防音シート、防音扉、

低騒音・低振動型の建設機械の採用」、

「重要な種の移植・播種」、「汚濁処理

施設及び仮設沈砂池の設置」、「照明の

漏れ出しの抑制」、「コンディショニン

グの実施」及び「工事従事者への講習・

指導」を実施する。 

施設、変電施設）の存在による生態系に

係る環境影響を低減させるため、環境保

全措置として「注目種等の生息地の全体

又は一部を回避」、「工事に伴う改変区

域をできる限り小さくする」、「資材運

搬等の適正化」、「防音シート、防音扉、

低騒音・低振動型の建設機械の採用」、

「重要な種の移植・播種」、「汚濁処理

施設及び仮設沈砂池の設置」、「工事施

工ヤード等の林縁保護植栽の実施」、「照

明の漏れ出しの抑制」、「コンディショ

ニングの実施」及び「工事従事者への講 

習・指導」を実施する。 

ｐ8-4-3-95 

表 8-4-3-57(3)環境保

全措置の内容 

（実施内容、種類・方法） 

資材運搬等の適切化 

 

（環境保全措置の効果） 

動物全般への影響を低減できる。 

（実施内容、種類・方法） 

資材運搬等の適正化 

 

（環境保全措置の効果） 

車両の運行ルートは既存の道路を活用す

ると共に、配車計画を運行ルートに応じ

た車両の台数及び速度、運転方法等に留

意して計画することにより、動物全般の

影響を低減できる。 

 

ｐ8-4-3-96 

表 8-4-3-57(7)環境保

全措置の内容 

 

－ 追加 

（工事施工ヤード等の林縁保護植栽の実

施） 

 

ｐ8-4-3-98 

表 8-4-3-58 事後調査

の概要 

－ （調査内容） 

追加 

※専門家の助言を踏まえながら実施す

る。 

 

ｐ8-4-3-98 

ウ．事後調査の結果に

より環境影響の程度が

著しいことが判明した

場合の対応 

（調査内容） 

事前に予測し得ない環境上の著しい程

度が生じた場合は、事業者が関係機関と

協議し、専門家の意見及び指導を得なが

ら、必要に応じて追加調査等適切な措置

を講じるものとする。 

 

（調査内容） 

事後調査の結果について、環境影響の程

度が著しいと判明した場合は、専門家の

助言を踏まえ、その原因の解明に努める

とともに改善を図るものとする。 

ｐ8-4-3-99 

イ.評価結果 

ｱ）回避又は低減に係る

評価 

このことから、環境影響は事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減が図

られていると評価する。 

 

このことから、生態系に係る環境影響の

回避又は低減が図られていると評価す

る。 

ｐ8-5-1-7 

図 8-5-1-1(2)主要な

眺望点及び日常的な視

点場並びに景観資源の

状況図 

  

 

 

 

 

 

 

 

02大井町旭ヶ丘の地点を修正。 
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ｐ8-5-1-8 

図 8-5-1-1(3)主要な

眺望点及び日常的な視

点場並びに景観資源の

状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 大井町旭ヶ丘の地点を修正。 

 

ｐ8-5-1-14,16,18,20,

22,24,26,28,30 

表 8-5-1-8 主要な眺望

景観の変化の予測結果

－ 追記 

ｐ8-5-1-32,34,36,38,

40 

表 8-5-1-9 日常的な視

点場からの景観の変化

の予測結果 

－ 追記 

ｐ8-5-1-15,17,19,21,

23,25,27,29,31 

図 8-5-1-2 主要な眺望

景観の変化の予測結果

－ 追記 

ｐ8-5-1-33,35,37,39 

,41 

図 8-5-1-3 日常的な視

点場からの景観の変化

の予測結果 

－ 追記 

ｐ8-5-1-43 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（地表式又は掘割式、

嵩上式、車両基地、換気施設）の存在に

よる景観等に係る環境影響を低減させる

ため、表 8-5-1-8 に示した環境保全措置

を確実に実施することから、事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減が図

られているものと評価する。 

本事業では、鉄道施設（地表式又は掘割

式、嵩上式、車両基地、換気施設）の存

在に係る景観等への影響について、一部

の地域において影響があると予測したも

のの、「改変区域をできる限り小さくす

る」及び「構造物の形状の配慮」の環境

保全措置を確実に実施することから、景

観等に係る環境影響の回避又は低減が図

られていると評価する。 

ｐ8-5-2-18 

ｲ) 評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（地表式又は掘割

式、嵩上式、駅、車両基地）の存在によ

る主要な人と自然との触れ合いの活動の

場に係る環境影響を低減させるため、表 

8-5-2-4 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減が図られてい

ると評価する。 

本事業では、鉄道施設（地表式又は掘

割式、嵩上式、駅、車両基地）の存在に

係る人と自然との触れ合いの活動の場へ

の影響について、一部の地域において影

響があると予測したものの、「鉄道施設

の設置位置、構造への配慮」及び「鉄道

施設の形式等の工夫による周辺景観への

調和の配慮」の環境保全措置を確実に実

施することから、人と自然との触れ合い

の活動の場に係る環境影響の回避又は低

減が図られていると評価する。 

ｐ8-6-1-1 

e)予測結果 
また、当該副産物の処理、処分につい

ては、関係法令、要綱及び指針等に基づ

き発生を抑制し再使用又は再利用すると

ともに、その処理に当たっては適正処理

を図る。 

また、当該副産物の処理、処分は、建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法

律（平成12年法律第104号、改正 平成23

年法律第105号）等の関係法令、要綱及び

指針等に基づき発生を抑制し再使用又は

再利用するとともに、その処理に当たっ

ては適正処理を図る。 
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ｐ8-6-1-2 

表 8-6-1-1 建設工事に

伴う副産物の予測結果 

－ 追記 

（主な副産物の種類、発生量） 

建設発生木材、44,000t 

ｐ8-6-1-2 

表 8-6-1-1 建設工事に

伴う副産物の予測結果 

ｐ8-6-1-2 

表 8-6-1-2 環境保全措

置の検討の状況 

－ 追記 

注2.建設発生木材は、コンクリート工事

等の型枠に用いる木材と事業実施区域内

の造成等による森林伐採によって発生す

る木材を合算した量である。 

（建設発生土の再利用、適否の理由） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

適切な処理を図ることで、建設工事に伴

う副産物の発生量を低減できるため、環

境保全措置として採用する。 

（建設発生土の再利用、適否の理由） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

活用を図ることで、取り扱う副産物の量

を低減できるため、環境保全措置として

採用する。 

ｐ8-6-1-2 

表 8-6-1-2 環境保全措

置の検討の状況 

ｐ8-6-1-3 

表 8-6-1-3(1)環境保

全措置の内容 

（建設汚泥の脱水処理、適否の理由） 

脱水処理により減量化を図ることで、建

設工事に伴う副産物の発生量を低減でき

るため、環境保全措置として採用する。 

（建設汚泥の脱水処理、適否の理由） 

真空脱水（ベルトフィルタ）、遠心脱水

（スクリューデカンタ）、加圧脱水（フ

ィルタープレス）、並びに加圧絞り脱水

（ロールプレス、ベルトプレス）等のプ

ラント内の機械を用いて脱水する機械式

脱水処理、天日乾燥、底面脱水、並びに

トレンチ工法などの強制乾燥や自重圧密

により含水比低下を促す自然式脱水処理

等、含水比に応じた脱水処理により減量

化を図ることで、取り扱う副産物の量を

低減できるため、環境保全措置として採

用する。 

 

（副産物の分別・再資源化、適否の理由）

場内で細かく分別し、再資源化に努める

ことで、建設工事に伴う副産物の発生量

を低減できるため、環境保全措置として

採用する。 

（副産物の分別・再資源化、適否の理由）

場内で細かく分別し、再資源化に努める

ことで、取り扱う副産物の量を低減でき

るため、環境保全措置として採用する。 

（環境保全措置の効果） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

適切な処理を図ることで、建設工事に伴

う副産物の発生量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

活用を図ることで、取り扱う副産物の量

を低減できる。 

ｐ8-6-1-3 

表 8-6-1-3(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

脱水処理により減量化を図ることで、建

設工事に伴う副産物の発生量を低減でき

る。 

（環境保全措置の効果） 

真空脱水（ベルトフィルタ）、遠心脱水

（スクリューデカンタ）、加圧脱水（フ

ィルタープレス）、並びに加圧絞り脱水

（ロールプレス、ベルトプレス）等のプ

ラント内の機械を用いて脱水する機械式

脱水処理、天日乾燥、底面脱水、並びに

トレンチ工法などの強制乾燥や自重圧密

により含水比低下を促す自然式脱水処理

等、含水比に応じた脱水処理により減量

化を図ることで、取り扱う副産物の量を

低減できる。 

ｐ8-6-1-3 

表 8-6-1-3(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

場内で細かく分別し再資源化に努めるこ

とで、建設工事に伴う取り扱う副産物の

（環境保全措置の効果） 

場内で細かく分別し再資源化に努めるこ

とで、取り扱う副産物の量を低減できる。
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発生量を低減できる。 

ｐ8-6-1-4 

b) 評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

切土工等又は既存の工作物の除去に係

る建設工事に伴う副産物の発生量を表 

8-6-1-1 に示す。事業の実施にあたって

は、事業者により実行可能な範囲内で、

再利用及び再資源化を図る。なお、再利

用及び再資源化できない場合は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律等の関係法

令を遵守し適正に処理、処分する。汚染

された発生土が発見された場合には、関

連法令等に基づき適切に処理、処分する

（「8-3-3 土壌汚染」参照）。 

なお、副産物の減量化、再資源化にあた

っては、「建設リサイクル推進計画 2008

（中部地方版）」（平成 21 年、中部地方

建設副産物対策連絡協議会）を目標とし

て実施する（表 8-6-1-4 参照）。 

したがって、事業者により実行可能な範

囲内で低減が図られていると評価する。 

本事業では、切土工等又は既存の工作

物の除去に係る建設工事に伴う副産物が

発生するものの、「建設発生土の再利用」、

「建設汚泥の脱水処理」及び「副産物の

分別・再資源化」の環境保全措置を確実

に実施する。なお、再利用及び再資源化

できない場合は、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律等の関係法令を遵守し適正

に処理、処分するとともに、基準不適合

土壌が発見された場合には、土壌汚染対

策法ほか、関係法令等を遵守し適正に処

理、処分する（「8-3-3 土壌汚染」参照）。

また、副産物の減量化、再資源化にあた

っては、表 8-6-1-4 に示す「建設リサイ

クル推進計画 2008（中部地方版）」（平

成 21 年、中部地方建設副産物対策連絡協

議会）を目標として実施する。 

したがって、廃棄物等に係る環境影響の

低減が図られていると評価する。 

ｐ8-6-1-4 

表 8-6-1-4 本事業にお

ける減量化、再資源化

等の目標 

（主な副産物の種類、減量化、再資源化

等の目標） 

建設発生土 90％以上（再利用率） 

（主な副産物の種類、減量化、再資源化

等の目標） 

建設発生土 90％ （有効利用率） 

ｐ8-6-1-4 

表 8-6-1-4 本事業にお

ける減量化、再資源化

等の目標 

ｐ8-6-1-5 

e)予測結果 

－ 追記 

（主な副産物の種類、減量化、再資源化

等の目標） 

建設発生木材、95％以上（再資源化率・

縮減率） 

－ 追記 

・再資源化・縮減率（建設発生木材） 

＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋

焼却による減量化量）／排出量 

トンネルの工事に係る建設工事に伴う副

産物の発生量の予測結果を表 8-6-1-5 に

示す。また、当該副産物の処理、処分は、

関係法令、要綱及び指針等に基づき発生

を抑制し再使用又は再利用するととも

に、その処理に当たっては適正処理を図

る。トンネル工事に係る建設工事に伴う

副産物の一般的な処理、処分の方法は「資

料編 14-3 廃棄物の一般的な処理・処

分の方法」に示す。 

トンネルの工事に係る建設工事に伴う副

産物の発生量の予測結果を表 8-6-1-5に

示す。また、当該副産物の処理、処分は、

建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律（平成12年法律第104号、改正 平

成23年法律第105号）等の関係法令、要綱

及び指針等に基づき発生を抑制し再使用

又は再利用するとともに、その処理に当

たっては適正処理を図る。トンネル工事

に係る建設工事に伴う副産物の一般的な

処理、処分の方法は「資料編 18-5 廃

棄物の一般的な処理・処分の方法」に示

す。 

ｐ8-6-1-5 

表 8-6-1-5 建設工事に

伴う副産物発生量予測

結果 

－ 追記 

（主な副産物の種類、発生量） 

建設発生木材、10,000t 

ｐ8-6-1-5 

表 8-6-1-5 建設工事に

伴う副産物発生量予測

結果 

－ 追記 

注2.建設発生木材は、トンネル坑口ヤー

ドの造成等による森林伐採によって発生

する木材量である。 
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ｐ8-6-1-6 

表 8-6-1-6 環境保全措

置の検討の状況 

（建設発生土の再利用、適否の理由） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

適切な処理を図ることで、建設工事に伴

う副産物の発生量を低減できるため、環

境保全措置として採用する。 

（建設発生土の再利用、適否の理由） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

活用を図ることで、取り扱う副産物の量

を低減できるため、環境保全措置として

採用する。 

ｐ8-6-1-6 

表 8-6-1-6 環境保全措

置の検討の状況 

ｐ8-6-1-6 

表 8-6-1-7(1)環境保

全措置の内容 

（建設汚泥の脱水処理、適否の理由） 

脱水処理により減量化を図ることで、建

設工事に伴う副産物の発生量を低減でき

るため、環境保全措置として採用する。 

（建設汚泥の脱水処理、適否の理由） 

真空脱水（ベルトフィルタ）、遠心脱水

（スクリューデカンタ）、加圧脱水（フ

ィルタープレス）、並びに加圧絞り脱水

（ロールプレス、ベルトプレス）等のプ

ラント内の機械を用いて脱水する機械式

脱水処理、天日乾燥、底面脱水、並びに

トレンチ工法などの強制乾燥や自重圧密

により含水比低下を促す自然式脱水処理

等、含水比に応じた脱水処理により減量

化を図ることで、取り扱う副産物の量を

低減できるため、環境保全措置として採

用する。 

（副産物の分別・再資源化、適否の理由）

場内で細かく分別し、再資源化に努める

ことで、建設工事に伴う副産物の発生量

を低減できるため、環境保全措置として

採用する。 

（副産物の分別・再資源化、適否の理由）

場内で細かく分別し、再資源化に努める

ことで、取り扱う副産物の量を低減でき

るため、環境保全措置として採用する。 

（環境保全措置の効果） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

適切な処理を図ることで、建設工事に伴

う副産物の発生量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

建設発生土は本事業内で再利用、他の公

共事業などへの有効利用に努めるなど、

活用を図ることで、取り扱う副産物の量

を低減できる。 

ｐ8-6-1-6 

表 8-6-1-7(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

脱水処理により減量化を図ることで、建

設工事に伴う副産物の発生量を低減でき

る。 

（環境保全措置の効果） 

真空脱水（ベルトフィルタ）、遠心脱水

（スクリューデカンタ）、加圧脱水（フ

ィルタープレス）、並びに加圧絞り脱水

（ロールプレス、ベルトプレス）等のプ

ラント内の機械を用いて脱水する機械式

脱水処理、天日乾燥、底面脱水、並びに

トレンチ工法などの強制乾燥や自重圧密

により含水比低下を促す自然式脱水処理

等、含水比に応じた脱水処理により減量

化を図ることで、取り扱う副産物の量を

低減できる。 

ｐ8-6-1-7 

表 8-6-1-7(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

場内で細かく分別し再資源化に努めるこ

とで、建設工事に伴う副産物の発生量を

低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

場内で細かく分別し再資源化に努めるこ

とで、取り扱う副産物の量を低減できる。

ｐ8-6-1-7 

①回避又は低減に係る

評価 

トンネルの工事に係る建設工事に伴う

副産物の発生量を表 8-6-1-5 に示す。事

業の実施にあたっては、事業者により実

行可能な範囲内で、再利用及び再資源化

を図る。なお、再利用及び再資源化でき

ない場合は、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律等の関係法令を遵守し適正に処

理、処分する。汚染された発生土が発見

本事業では、トンネルの工事に係る建

設工事に伴う副産物が発生するものの、

「建設発生土の再利用」、「建設汚泥の

脱水処理」及び「副産物の分別・再資源

化」の環境保全措置を確実に実施する。

なお、再利用及び再資源化できない場合

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

等の関係法令を遵守し適正に処理、処分
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された場合には、関連関係法令等に基づ

き適切に処理、処分する（「8-3-3 土壌

汚染」参照）。 

なお、副産物の減量化、再資源化にあ

たっては「建設リサイクル推進計画 2008

（中部地方版）」を目標として実施する

（表 8-6-1-4 参照）。 

したがって、事業者により実行可能な範

囲内で低減が図られていると評価する。 

するとともに、基準不適合土壌が発見さ

れた場合には、土壌汚染対策法ほか、関

係法令等を遵守し適正に処理、処分する

（「8-3-3 土壌汚染」参照）。 

なお、副産物の減量化、再資源化にあ

たっては表 8-6-1-4 に示す「建設リサイ

クル推進計画 2008（中部地方版）」を目

標として実施する。 

したがって、廃棄物等に係る環境影響の

低減が図られていると評価する。 

ｐ8-6-1-8 

f)予測結果 
鉄道施設(駅、車両基地)の供用に伴う

廃棄物の発生量の予測結果を表 8-6-1-8

に示す。また、当該副産物の処理、処分

は、関係法令、要綱及び指針等に基づき

発生を抑制し再使用又は再利用するとと

もに、その処理に当たっては適正処理を

図る。鉄道施設(駅、車両基地)の供用に

伴う廃棄物の一般的な処理、処分の方法

は「資料編 14-3 廃棄物の一般的な処

理・処分の方法」に示す。 

鉄道施設（駅、車両基地）の供用によ

る廃棄物の発生量の予測結果を表 8-6-1 

8に示す。また、当該廃棄物の処理、処分

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号、改正 平成24年

法律第53号）等の関係法令、要綱及び指

針等に基づき発生を抑制し再使用又は再

利用するとともに、その処理に当たって

は適正処理を図る。廃棄物等の一般的な

処理、処分の方法を「資料編18-5 廃棄

物等の一般的な処理、処分の方法」に示

す。 

ｐ8-6-1-9 

表 8-6-1-9 環境保全措

置の検討の状況 

（廃棄物の分別・再資源化、適否の理由）

分別回収施設の設置や利用者への周知

を行い、分別・再資源化の徹底を図るこ

とで、鉄道施設の供用による廃棄物の発

生量を低減できるため、環境保全措置と

して採用する。 

（廃棄物の分別・再資源化、適否の理由）

分別回収施設の設置や利用者への周知

を行い、分別・再資源化の徹底を図るこ

とで、取り扱う廃棄物の量を低減できる

ため、環境保全措置として採用する。 

ｐ8-6-1-9 

表 8-6-1-9 環境保全措

置の検討の状況 

ｐ8-6-1-9 

表 8-6-1-10(1)環境保

全措置の内容 

（廃棄物の処理、処分の円滑化、適否の

理由） 

廃棄物保管場所の設置を適切に行い、廃

棄物の処理、処分の円滑化を図ることで、

分別・再資源化や適正処理を徹底するこ

とができ、鉄道施設の供用による廃棄物

の発生量を低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

 

（廃棄物の処理、処分の円滑化、適否の

理由） 

廃棄物保管場所について、利用者の利便

性や収集作業の効率性を考慮した配置と

するとともに、仕切りの設置、色彩また

は形状の工夫等で区別しやすいようにす

ることにより、廃棄物の処理、処分の円

滑化を図ることで、分別・再資源化や適

正処理を徹底することができ、取り扱う

廃棄物の量を低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

（環境保全措置の効果） 

分別回収施設の設置や利用者への周知を

行い、分別・再資源化の徹底を図ること

で、鉄道施設の供用による廃棄物の発生

量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

分別回収施設の設置や利用者への周知を

行い、分別・再資源化の徹底を図ること

で、取り扱う廃棄物の量を低減できる。 

ｐ8-6-1-10 

表 8-6-1-10(2)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

廃棄物保管場所の設置を適切に行い、廃

棄物の処理、処分の円滑化を図ることで、

分別・再資源化や適正処理を徹底するこ

とができ、鉄道施設の供用による廃棄物

の発生量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

廃棄物保管場所について、利用者の利便

性や収集作業の効率性を考慮した配置と

するとともに、仕切りの設置、色彩また

は形状の工夫等で区別しやすいようにす

ることにより、廃棄物の処理、処分の円

滑化を図ることで、分別・再資源化や適

正処理を徹底することができ、取り扱う

廃棄物の量を低減できる。 
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ｐ8-6-1-10 

b）評価結果 

①回避又は低減に係る

評価 

本事業は、鉄道施設（駅、車両基地）の

供用による廃棄物等に係る環境影響を低

減させるため、表 8-6-1-10 に示した環境

保全措置を確実に実施することから、事

業者により実行可能な範囲内で低減が図

られていると評価する。 

本事業では、鉄道施設（駅、車両基地）

の供用に伴う廃棄物等が発生するもの

の、「廃棄物等の分別・再資源化」及び

「廃棄物の処理、処分の円滑化」の環境

保全措置を確実に実施する。なお、再利

用及び再資源化できない場合は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律等の関係法

令を遵守し適正に処理、処分する。 

したがって廃棄物等に係る環境影響の低

減が図られていると評価する。 

ｐ8-6-2-4 

ｱ)環境保全措置の検討

の状況 

本事業では、計画の立案の段階におい

て、温室効果ガスに係る環境影響を回避

又は低減するため「高効率の建設機械の

選定」、「高負荷運転の抑制」及び「低

燃費車種の選定、積載の効率化、運搬計

画の合理化による運搬距離の最適化」に

ついて検討した。 

本事業では、計画の立案の段階におい

て、温室効果ガスに係る環境影響を回避

又は低減するため「低炭素型建設機械の

選定」、「高負荷運転の抑制」及び「低

燃費車種の選定、積載の効率化、運搬計

画の合理化による運搬距離の最適化」に

ついて検討した。 

ｐ8-6-2-5 

表 8-6-2-4 環境保全措

置の検討の状況 

（高効率の建設機械の選定、適否の理由）

高効率の建設機械の採用により、排出

される温室効果ガスの低減が見込まれる

ため、環境保全措置として採用する。 

（低炭素型建設機械の選定、適否の理由）

低炭素型建設機械（例えば油圧ショベ

ルではCO2排出量が従来型に比べ10％低

減）の採用により、排出される温室効果

ガスの低減が見込まれるため、環境保全

措置として採用する。 

ｐ8-6-2-5 

表 8-6-2-4 環境保全措

置の検討の状況 

ｐ8-6-2-5 

ｲ) 環境保全措置の実

施主体、方法その他の

環境保全措置の実施の

内容 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、温室

効果ガスの排出量を低減できるため、環

境保全措置として採用する。 

 

（工事規模に合わせた建設機械の設定、

適否の理由） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、温室効果ガスの排出量

を低減できるため、環境保全措置として

採用する。 

 

（建設機械の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

適切な点検・整備により建設機械の性能

を維持することで、温室効果ガスの排出

量を低減できるため、環境保全措置とし

て採用する。 

（建設機械の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により建設機械の性能を維

持することで、温室効果ガスの排出量を

低減できるため、環境保全措置として採

用する。 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持、適否の理由） 

適切な点検・整備により資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持すること

で、温室効果ガスの排出量を低減できる

ため、環境保全措置として採用する。 

（資材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持、適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により資材及び機械の運搬

に用いる車両の性能を維持することで、

温室効果ガスの排出量を低減できるた

め、環境保全措置として採用する。 

本事業では、工事の実施（建設機械の

稼働及び資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行）による温室効果ガスに係る環

境影響を低減させるため、環境保全措置

として「高効率の建設機械の選定」、「高

負荷運転の抑制」、「工事規模に合わせ

た建設機械の設定」、「建設機械の点検・

整備による性能維持」、「資材及び機械

本事業では、工事の実施（建設機械の

稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行）による温室効果ガスに係る環境

影響を低減させるため、環境保全措置と

して「低炭素型建設機械の選定」、「高

負荷運転の抑制」、「工事規模に合わせ

た建設機械の設定」、「建設機械の点検・

整備による性能維持」、「資材及び機械
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の運搬に用いる車両の点検・整備による

性能維持」及び「低燃費車種の選定、積

載の効率化、運搬計画の合理化による運

搬距離の最適化」を実施する。 

環境保全措置の内容を表 8-6-2-5 に示す。

の運搬に用いる車両の点検・整備による

性能維持」及び「低燃費車種の選定、積

載の効率化、運搬計画の合理化による運

搬距離の最適化」を実施する。 

環境保全措置の内容を表 8-6-2-5 に示

す。 

ｐ8-6-2-5 

表 8-6-2-5(1)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

高効率の建設機械の採用により、温室

効果ガスの排出量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

低炭素型建設機械（例えば油圧ショベ

ルでは CO2 排出量が従来型に比べ 10％低

減）の採用により、温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

ｐ8-6-2-6 

表 8-6-2-5(3)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な機械の設定により必要以上の建設

機械の配置や稼働を避けることで、温室

効果ガスの排出量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事規模に合わせて必要以上の建設機械

の規格、配置及び稼働とならないように

計画することで、温室効果ガスの排出量

を低減できる。 

ｐ8-6-2-6 

表 8-6-2-5(4)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により建設機械の性能

を維持することで、温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や

日々の点検・整備により建設機械の性能

を維持することで、温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

 

ｐ8-6-2-6 

表 8-6-2-5(5)環境保

全措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

適切な点検・整備により資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持すること

で、温室効果ガスの排出量を低減できる。

（環境保全措置の効果） 

法令上の定めによる定期的な点検や

日々の点検・整備により資材及び機械の

運搬に用いる車両の性能を維持すること

で、温室効果ガスの排出量を低減できる。

 

ｐ8-6-2-7 

ｲ) 評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及

び機械の運搬）に伴い発生する温室効果

ガス排出量は、表 8-6-2-3 に示すとおり

であり、本事業における温室効果ガス年

平均排出量は、岐阜県における 1 年間あ

たりの温室効果ガス 16,305 千 tCO2
(1)と比

較すると 0.22％程度である。 

また本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行）に伴う温室効果ガスの排出に

よる環境負荷を低減させるため、表

8-6-2-5 に示した環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行可

能な範囲内で低減が図られていると評価

する。 

本事業では、工事の実施（建設機械の

稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行）に伴う温室効果ガスが発生する

ものの、本事業における温室効果ガス年

平均排出量は、岐阜県における 1 年間あ

たりの温室効果ガス 16,305 千 tCO2
(1)と比

較すると 0.22％程度であり、「低炭素型

建設機械の選定」、「高負荷運転の抑制」、

「工事規模に合わせた建設機械の設定」、

「建設機械の点検・整備による性能維

持」、「資材及び機械の運搬に用いる車

両の点検・整備による性能維持」及び「低

燃費車種の選定、積載の効率化、運搬計

画の合理化による運搬距離の最適化」の

環境保全措置を確実に実施することか

ら、温室効果ガスに係る環境影響の低減

が図られていると評価する。 

ｐ8-6-2-10 

表 8-6-2-10 環境保全

措置の検討の状況 

（設備機器の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

適切な点検・整備により設備機器の性

能を維持することで、温室効果ガスの排

出量を低減できるため、環境保全措置と

して採用する。 

（設備機器の点検・整備による性能維持、

適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により設備機器の性能を維

持することで、温室効果ガスの排出量を

低減できるため、環境保全措置として採 

用する。 

ｐ8-6-2-11 （設備機器の点検・整備による性能維持、 （設備機器の点検・整備による性能維持、
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表 8-6-2-11(3)環境保

全措置の内容 
適否の理由） 

適切な点検・整備により設備機器の性能

を維持することで、温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

適否の理由） 

法令上の定めによる定期的な点検や日々

の点検・整備により設備機器の性能を維

持することで、温室効果ガスの排出量を

低減できる。 

 

ｐ8-6-2-12 

ｲ) 評価結果 

a)回避又は低減に係る

評価 

鉄道施設（駅、車両基地、換気施設）

の供用に伴い発生する温室効果ガス排出

量は、前記の表 8-6-2-9 に示すとおりで

あり、本事業における温室効果ガス年平

均排出量は、岐阜県における 1 年間あた

りの温室効果ガス 16,305 千 tCO2(2)と比

較すると 0.97％程度である。 

また本事業では、鉄道施設（駅、車両基

地、換気施設）の供用に伴う温室効果ガ

スの排出による環境負荷を低減させるた

め、表 8-6-2-11 に示した環境保全措置を

確実に実施することから、事業者により

実行可能な範囲内で低減が図られている

と評価する。 

本事業では、鉄道施設（駅、車両基地、

換気施設）の供用に伴う温室効果ガスが

発生するものの、本事業における温室効

果ガス年平均排出量は、岐阜県における 1

年間あたりの温室効果ガス16,305千tCO2

と比較すると 0.97％程度であり、「省エ

ネルギー型製品の導入」、「温室効果ガ

スの排出抑制に留意した施設の整備及び

管理」、「設備機器の点検・整備による

性能維持」及び「鉄道施設（車両基地）

の緑化・植栽」の環境保全措置を確実に

実施することから、温室効果ガスに係る

環境影響の低減が図られていると評価す

る。 

 

ｐ10-9 

10-2 具体的な位置・規

模等の計画を明らかに

することが困難な付帯

施設に関する環境保全

措置の内容をより詳細

なものにするための調

査 

－ 追記 

ｐ11-1 

第 11 章対象事業に係

る環境影響の総合的な

評価 

これらの結果から、環境保全措置を実施

することによって、環境への影響につい

て実行可能な範囲内で回避又は低減が図

られ、環境の保全について適正な配慮が

なされている事業であると総合的に評価

する。 

これらの結果から、環境保全措置を実

施することによって、環境への影響につ

いて実行可能な範囲内で回避又は低減が

図られ、環境の保全について適正な配慮

がなされている事業であると総合的に評

価する。 

なお、山梨リニア実験線での成果を含め、

工事期間中に新たな環境保全技術などの

知見が得られた場合には、できる限り取

り入れるよう努める。 
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p.事 2-2～9 

図 2-1(1)～(8)路線概

要（縦断計画） 

平成 25 年 9 月時点の縦断線形を反映 平成 26 年 3 月時点の縦断線形を反映 

p.事 3-2-5 

表 3-2-1（4）工事工程

表 

 
 
 
 
 

 

p.事 3-2-6 

表 3-2-1（5）工事工程

表 

 
 
 

 

p.事 3-2-7 

表 3-2-1（6）工事工程

表 

 
 
 
 
 
 
 

 

p.事 3-2-8  

表 3-2-1（7）工事工程

表 

 
 
 
 
 

 

p.事 3-2-10  

表 3-2-1（9）工事工程

表 

 
 
 
 
 

 

p.事 3-2-16  

表 3-2-1（15）工事工

程表 

 
 
 
 
 

 

p.事 3-2-19  

表 3-2-1（18）工事工

程表 

 
 
 

 

p.事 3-3-1 

3-3 建設機械の台数に

ついて 

建設機械の台数については表 3-3-1 に

示すとおりである。 

建設機械の台数については、下記の手順

に基づき求めた。 

 

・建設する構造物の規模や施工条件（近

接工事、地質条件など）に基づき施工

法を決定し、それに基づく工種及び各

工種で必要な建設機械を選定した。 

・選定した建設機械について、計画の工

期及び建設機械 1台当たりの施工能力

を考慮して台数を求めた。 

 

これらの方法に基づいて算定を行った

建設機械の台数を表 3-3-1 に示す。 

p.事 3-3-4  

表 3-3-1（2）建設機械

の台数 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

電気設備工

Ｅ地区
（変電施設）

造成工

2年目 3年目 11年目7年目 9年目 10年目4年目 8年目5年目 6年目区分 工種 1年目

建屋築造工

Ｄ地区
（橋梁）

区分 工種 11年目8年目 9年目 10年目1年目 2年目 3年目 7年目4年目 5年目 6年目

電気機械設備工

基礎工

下部工

上部工

フード架設工

ガイドウェイ設置工

上部工

下部工

10年目区分 工種 1年目 2年目 3年目 4年目 6年目 11年目7年目 8年目5年目 9年目

造成工

ガイドウェイ設置工

路盤工

建屋築造工

Ｆ地区
（車両基地）

電気機械設備工

Ｆ地区
（高架橋）

基礎工

電気機械設備工

ガイドウェイ設置工

区分 11年目7年目 9年目 10年目4年目 5年目 6年目工種

路盤工

1年目 2年目 3年目 8年目

Ｈ地区
（非常口）

ガイドウェイ設置工

電気機械設備工

ずり処理工

掘削、支保工

非開削
（NATM）

覆工

インバート工

Ｌ地区
（高架橋①）

基礎工

電気機械設備工

下部工

ガイドウェイ設置工

区分 1年目 2年目 3年目 8年目 11年目工種 7年目 9年目 10年目4年目 5年目 6年目

フード架設工

上部工

区分 工種

ガイドウェイ設置工

5年目 7年目 8年目 10年目4年目 11年目1年目 2年目 3年目 9年目6年目

基礎工

フード架設工

下部工

上部工

電気機械設備工

Ｇ地区
（高架橋①）

区分 工種 1年目 2年目 3年目 8年目 11年目4年目 9年目 10年目6年目 7年目5年目

Ｎ地区
（変電施設）

造成工

建屋築造工

電気設備工

Ｄ地区
（橋梁）

区分 工種 11年目8年目 9年目 10年目1年目 2年目 3年目 7年目4年目 5年目 6年目

電気機械設備工

基礎工

下部工

上部工

フード架設工

ガイドウェイ設置工

電気設備工

Ｅ地区
（変電施設）

造成工

2年目 3年目 11年目7年目 9年目 10年目4年目 8年目5年目 6年目区分 工種 1年目

建屋築造工

上部工

下部工

10年目区分 工種 1年目 2年目 3年目 4年目 6年目 11年目7年目 8年目5年目 9年目

造成工

ガイドウェイ設置工

路盤工

建屋築造工

Ｆ地区
（車両基地）

電気機械設備工

Ｆ地区
（高架橋）

基礎工

電気機械設備工

ガイドウェイ設置工

区分 工種

ガイドウェイ設置工

5年目 7年目 8年目 10年目4年目 11年目1年目 2年目 3年目 9年目6年目

基礎工

フード架設工

下部工

上部工

電気機械設備工

Ｇ地区
（高架橋①）

区分 11年目7年目 9年目 10年目4年目 5年目 6年目工種

路盤工

1年目 2年目 3年目 8年目

Ｈ地区
（非常口）

ガイドウェイ設置工

電気機械設備工

ずり処理工

掘削、支保工

非開削
（NATM）

覆工

インバート工

Ｌ地区
（高架橋①）

基礎工

電気機械設備工

下部工

ガイドウェイ設置工

区分 1年目 2年目 3年目 8年目 11年目工種 7年目 9年目 10年目4年目 5年目 6年目

フード架設工

上部工

区分 工種 1年目 2年目 3年目 8年目 11年目4年目 9年目 10年目6年目 7年目5年目

Ｎ地区
（変電施設）

造成工

建屋築造工

電気設備工
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（橋梁・6 電気機械設備工） 

ケーブル延線車,32t（トラック）, 0,0 

 

ダクト蓋敷設車, 32t（トラック），16,32

（橋梁・6 電気機械設備工） 

ケーブル延線車,32t（トラック）, 16,32

 

ダクト蓋敷設車, 32t（トラック），44,44

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（橋梁・6 電気機械設備工） 

保守用車（移動用），32t（トラック），

44,44,0,0 

 

小型電気工事用車，32t（トラック），

66,308,44,44 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（橋梁・6 電気機械設備工） 

保守用車（移動用），32t（トラック），

66,308,44,44 

 

小型電気工事用車，32t（トラック），

0,0,2,6 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（橋梁・6 電気機械設備工） 

位置検知調整車，32t（トラック），2,6 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（橋梁・6 電気機械設備工） 

位置検知調整車，32t（トラック），88,264

p.事 3-3-8 

表 3-3-1（4）建設機械

の台数 

建設機械（名称）,建設機械（規格） 

 

（橋梁・1 基礎工） 

電動式バイブロハンマ，60kW 

建設機械（名称）,建設機械（規格） 

 

（橋梁・1 基礎工） 

アースオーガ併用杭打機（クローラ式杭

打機），21～24m 

p.事 3-3-12 

表 3-3-1（6）建設機械

の台数 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（高架橋・1 基礎工） 

全回転オールケーシング掘削機，φ2,000

㎜，0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（高架橋・1 基礎工） 

全回転オールケーシング掘削機，φ2,000

㎜，81,284 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（高架橋・2.下部工） 

空気圧縮機，14.2m3/min，0,0,0,0 

 

コンクリートブレーカ，20t 級， 

0,0,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（高架橋・2.下部工） 

空気圧縮機，14.2m3/min，56,229,7,7 

 

コンクリートブレーカ，20t 級，

56,229,7,7 

p.事 3-3-14  

表 3-3-1（7）建設機械

の台数 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,4 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,5 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（車両基地・1 造成工） 

電動式バイブロハンマ，60kW，

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

 

クローラークレーン，50～55t，

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,4 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,5 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（車両基地・1 造成工） 

アースオーガ併用杭打機（クローラ式杭

打機），21～24m，

9,9,50,171,92,732,92,678,75,200 

 

油圧圧入引抜機，110～160t，

3,3,17,58,31,248,31,228,25,67 

準備書 

p.事 3-3-20  

表 3-3-1（10）建設機

械の台数 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,4 年

削除 
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目（最大台数/月）,同（総台数/年）,5 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削、支保工） 

コンテナ式運搬車，20m3，

69,414,69,828,69,828,69,828,69,828, 

69,483 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削、支保工） 

バックホウ，0.8m3，23,138 

削除 

（重複するバックホウ 0.8 m3 （2 つ目）

を削除） 

p.事 3-3-20  

表 3-3-1（10）建設機

械の台数 

－ 追記 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削、支保工） 

ドリルジャンボ，ホイール式・2 ブーム・

1 バスケットドリフタ質量 150kg 超級，

23,161 

 

トラクタショベル，1.5m3，23,161 

 

ダンプトラック，10t，69,483 

－ 追記 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・6 ガイドウェイ設置工） 

ラフテレーンクレーン，25t，4,8,4,4,4,4

－ 追記 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電機械設備工） 

ラフテレーンクレーン，25t，22,66 

 

ラフテレーンクレーン，60t，22,66 

 

ミニクレーン，4.9t，22,66 

 

高所作業車，9.7m，22,66 
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建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年），6 年目（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

クレーン装置付トラック，4t 積 2.9t 吊，

23,143,46,423,276,161 

 

バックホウ，0.8m3，

23,230,23,276,276,161 

 

ドリルジャンボ，ホイール式・3 ブーム・

2 バスケットドリフタ質量 150 ㎏超級，

23,138,46,414,276,161 

 

大型ブレーカ，1,300 ㎏，

23,138,46,414,276,161 

 

ホイルローダ，3.0m3，

23,138,46,414,276,161 

 

ラフテレーンクレーン，16t，

23,150,53,433,276,168 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年），6 年目（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

クレーン装置付トラック，4t 積 2.9t 吊，

5,5,23,276,161,276 

 

バックホウ，0.8m3， 

19,76,23,115,161,276 

 

ドリルジャンボ，ホイール式・3 ブーム・

2 バスケットドリフタ質量 150 ㎏超級，

0,0,23,115,161,276 

 

大型ブレーカ，1,300 ㎏，

0,0,23,276,161,276 

 

ホイルローダ，3.0m3， 

0,0,23,115,161,276 

 

ラフテレーンクレーン，16t，

12,12,23,276,161,283 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

コンクリート吹付機，8～22m3，

23,138,46,414,23,276,161 

 

バッチャープラント，15m3/h，

23,138,46,414,23,276,161 

 

モルタル注入機台車 ，2t（トラック），

23,138,46,414,23,276,161 

 

ロックボルト運搬車 ，2t（トラック），

23,138,46,414,23,276,161 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

コンクリート吹付機，8～22m3， 

0,0,23,276,46,253,276 

 

バッチャープラント，15m3/h， 

0,0,23,276,46,253,276 

 

モルタル注入機台車 ，2t（トラック），

0,0,23,276,46,253,276 

 

ロックボルト運搬車 ，2t（トラック），

0,0,23,276,46,253,276 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

モーターグレーダ，3.1m，2,4 

 

ロードローラ，10～12t，3,5 

 

タイヤローラ，8～20t，3,5 

 

アスファルトフィニッシャ，2.4～6m，1,1

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

モーターグレーダ，3.1m，0,0 

 

ロードローラ，10～12t，0,0 

 

タイヤローラ，8～20t，0,0 

 

アスファルトフィニッシャ，2.4～6m，0,0

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 
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（非常口・1 掘削・支保工） 

ブルドーザ，3t 級，20,80 

（非常口・1 掘削・支保工） 

ブルドーザ，3t 級，16,64 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（総台数/年）,3 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,4 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,5 年目（（最大台数/月）,

同（総台数/年）,6 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

ダンプトラック，23t，

414,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（総台数/年）,3 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,4 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,5 年目（（最大台数/月）,

同（総台数/年）,6 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

ダンプトラック，23t，

345,115,621,115,1380,115,1380,115, 

1380 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

ラフテレーンンクレーン，25t，2,2,3 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

ラフテレーンンクレーン，25t，1,1,2 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年）,4 年目（総台数/年）,5

年目（総台数/年）,6 年目（総台数/年）

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

トラックミキサ，4.4m3，

46,276,115,1081,828,828,828,483 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年）,4 年目（総台数/年）,5

年目（総台数/年）,6 年目（総台数/年）

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

トラックミキサ，4.4m3，

0,0,69,644,391,644,644,828 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

バックホウ，0.45m3，4,4 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・1 掘削・支保工） 

バックホウ，0.45m3，0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年）,4 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,5 年目（総台数/年）,6

年目（総台数/年）,7 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・2 覆工） 

コンクリートポンプ車，45m3/h，

12,36,24,12,144,144,108,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年）,4 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,5 年目（総台数/年）,6

年目（総台数/年）,7 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・2 覆工） 

コンクリートポンプ車，45m3/h，

0,0,48,0,0,72,144,12,24 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）3 年

目（総台数/年）,5 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,6 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,7 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・2 覆工） 

ラフテレーンクレーン，16t，

29,62,10,0,0,29,52,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）3 年

目（総台数/年）,5 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,6 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,7 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・2 覆工） 

ラフテレーンクレーン，16t，

0,0,16,10,10,0,0,29,52 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 
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（非常口・2 覆工） 

バックホウ，0.4m3，3,3,0,0,3,3 

 

振動ローラ，0.8～1.1t，3,3,0,0,3,3 

 

振動コンパクタ，50～60kg，2,2,0,0,2,2

 

コンクリートポンプ車，90～110m3/h，

2,2,0,0,2,2 

 

コンクリート吹付機 ，0.8～1.2m3/h，

5,5,0,0,5,5 

 

トラッククレーン，16t，3,3,0,0,3,3 

 

ラフテレーンクレーン，25t，1,1,0,0,1,1

 

タンパ，60～100kg，1,1,0,0,1,1 

（非常口・2 覆工） 

バックホウ，0.4m3，0,0,3,3,0,0 

 

振動ローラ，0.8～1.1t，0,0,3,3,0,0 

 

振動コンパクタ，50～60kg，0,0,2,2,0,0

 

コンクリートポンプ車，90～110m3/h，

0,0,2,2,0,0 

 

コンクリート吹付機 ，0.8～1.2m3/h，

0,0,5,5,0,0 

 

トラッククレーン，16t，0,0,3,3,0,0 

 

ラフテレーンクレーン，25t，0,0,1,1,0,0

 

タンパ，60～100kg，0,0,1,1,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・2 覆工） 

クレーン装置付トラック，4t 積 2.9t 吊，

23,46,0,0,23,46,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・2 覆工） 

クレーン装置付トラック，4t 積 2.9t 吊，

0,0,23,46,0,0,23,46 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,4 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,5 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・3 インバート工） 

大型ブレーカ，1,300kg，

46,46,0,0,0,0,0,0 

 

バックホウ，0.45m3， 

46,46,0,0,0,0,0,0 

 

コンテナ式運搬車，20m3，

92,92,0,0,0,0,0,0 

 

ラフテレーンクレーン，16t，

2,2,0,0,0,0,0,0 

 

ラフテレーンクレーン，25t，

11,11,0,0,0,0,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,4 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,5 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・3 インバート工） 

大型ブレーカ，1,300kg，

0,0,46,46,23,138,46,115 

 

バックホウ，0.45m3，

0,0,46,46,23,138,46,115 

 

コンテナ式運搬車，20m3，

0,0,92,92,46,276,92,230 

 

ラフテレーンクレーン，16t，

0,0,2,2,1,1,2,3 

 

ラフテレーンクレーン，25t，

0,0,11,11,7,7,11,15 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年）,6 年目（総台数/年） 

 

（非常口・4 ずり処理工） 

 

バックホウ，1.6m3，

23,138,46,414,276,161 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,1 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（総台数/年）,6 年目（総台数/年） 

 

（非常口・4 ずり処理工） 

 

バックホウ，1.6m3， 

0,0,23,276,161,276 
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建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・5 路盤工） 

コンクリートポンプ車，90～110m3/h，

29,29,0,0,29,116,319 

 

ラフテレーンクレーン，25t，

10,10,0,0,10,40,110 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・5 路盤工） 

コンクリートポンプ車，90～110m3/h，

0,0,29,58,0,0,261 

 

ラフテレーンクレーン，25t，

0,0,10,20,0,0,90 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・5 路盤工） 

ラフテレーンクレーン，16t，23,69,253 

 

クレーン装置付トラック，4t 積 2.9t 吊，

23,69,253 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,6 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（総台数/年） 

 

（非常口・5 路盤工） 

ラフテレーンクレーン，16t，0,0,207 

 

クレーン装置付トラック，4t 積 2.9t 吊，

0,0,207 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（総台数/年）,8 年目（総台数/年） 

 

（非常口・6 ガイドウェイ設置工） 

 

オールテレーンクレーン，150ｔ，

22,22,0,0,22,198 

 

ガイドウェイ架設車，32ｔ（トラック），

22,22,0,0,22,198 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（総台数/年）,8 年目（総台数/年） 

 

（非常口・6 ガイドウェイ設置工） 

 

門型クレーン，5ｔ， 

0,0,22,44,44,88 

 

ガイドウェイ架設車，32ｔ（トラック），

0,0,22,44,44,88 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・6 ガイドウェイ設置工） 

 

ラフテレーンクレーン，50t， 

4,4,0,0,2,2,2,2 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,2 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,3 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,7 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,8 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・6 ガイドウェイ設置工） 

 

ラフテレーンクレーン，50t， 

0,0,4,8,4,4,4,4 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（総台数/年）,9 年目（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

保守用車（ダクト蓋敷設車），32ｔ（ト

ラック），40,16 

保守用車（作業員輸送車），32ｔ（トラ

ック），220,88 

保守用車（汎用），32ｔ（トラック），

90,36 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,8 年

目（総台数/年）,9 年目（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

保守用車（ダクト蓋敷設車），32ｔ（ト

ラック），16,36 

保守用車（作業員輸送車），32ｔ（トラ

ック），88,198 

保守用車（汎用），32ｔ（トラック），

36,81 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（総台数/年）,10 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（総台数/年）,10 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 
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（非常口・7 電気機械設備工） 

 

ラフテレーンクレーン，400t，64,16,48 

 

ケーブル延線車，32ｔ（トラック），

64,16,48 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

ラフテレーンクレーン，400t，32,0,0 

 

ケーブル延線車，32ｔ（トラック）， 

32,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,10 年目（最大台数/

月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

ラフテレーンクレーン，16t，4,162,236 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,10 年目（最大台数/

月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

ラフテレーンクレーン，16t，16,22,22 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,10

年目（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

ダクト蓋敷設車，32ｔ（トラック），88 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,10

年目（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

ダクト蓋敷設車，32ｔ（トラック），44 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（総台数/年）,10 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,11 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

保守用車（移動用），32ｔ（トラック），

154,110,990,44,88 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（総台数/年）,10 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,11 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

保守用車（移動用），32ｔ（トラック），

220,44,132,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,10

年目（最大台数/月）,同（総台数/年）,11

年目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

小型電気工事用車，32ｔ（トラック），

8,54,14,26 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,10

年目（最大台数/月）,同（総台数/年）,11

年目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

小型電気工事用車，32ｔ（トラック），

4,34,4,16 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,11

年目（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

位置検知調整車，32ｔ（トラック），20 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,11

年目（総台数/年） 

 

（非常口・7 電気機械設備工） 

 

位置検知調整車，32ｔ（トラック），10 

p.事 3-3-38  

表 3-3-1（19）建設機

械の台数 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（総台数/年）,10 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,11 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（変電施設・2 建屋築造工） 

ラフテレーンクレーン，25t， 

61,8,96,8，48 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（総台数/年）,10 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年）,11 年目（最大台数/月）,

同（総台数/年） 

 

（変電施設・2 建屋築造工） 

ラフテレーンクレーン，25t， 

48,0,0,0,0 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,10

年目（最大台数/月）,同（総台数/年）,11

年目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（変電施設・2 建屋築造工） 

ラフテレーンクレーン，16t，

13,81,13,126,9,48 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,10

年目（最大台数/月）,同（総台数/年）,11

年目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（変電施設・2 建屋築造工） 

ラフテレーンクレーン，16t，

9,48,0,0,0,0 
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建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,10

年目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（変電施設・3 電気設備工） 

ラフテレーンクレーン，250t，4,43,6,24

ラフテレーンクレーン，50t，1,6,1,6 

建設機械（名称）,建設機械（規格）,9 年

目（最大台数/月）,同（総台数/年）,10

年目（最大台数/月）,同（総台数/年） 

 

（変電施設・3 電気設備工） 

ラフテレーンクレーン，250t，0,0,0,0 

ラフテレーンクレーン，50t，0,0,0,0 
p.事 3-4-1 

3-4 資材及び機械の運

搬に用いる車両の運行

台数について 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行台数については表 3-4-1 に示すとおり

である。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行台数については、資材の運搬に用いる

車両、機械の運搬に用いる車両及び発生

土等の運搬に用いる車両それぞれに以下

に示す方法で算定し合計した。 

 

(1）資材の運搬に用いる車両台数 

・高架橋、橋梁、地上駅、変電施設、

車両基地の建設工事においては、建

設する構造物の規模や施工手順、建

設機械 1 台当たりの施工能力、配置

可能な建設機械の台数等を考慮し

て、1 月当たりの基礎工、コンクリ

ート打設等の作業数量を算定した。

・その上で、上記の作業数量と、単位

作業数量当たりに必要となる鋼材、

コンクリート等資材の標準的な量か

ら、資材の種類毎に、1 月当たりに

必要となる数量を算出した。 

・種類毎に求めた資材の数量を運搬車

両の能力（1 台当たり積載量）で除

して 1 月当たりの運搬車両の台数を

算定し、種類毎の台数を合計して 1

月当たりの運搬車両の総数を算出し

た。 

・山岳トンネル、非常口の建設工事に

おいても、地質や断面、施工法等を

考慮して 1 月当たりの作業数量（掘

削延長）を算定のうえ、同様に算出

した。 

 

(2）機械の運搬に用いる車両台数 

・3-3 で求めた建設機械の台数に基づ

き、機械の搬入、搬出等が必要とな

る月において、必要台数を計上した。

 

(3)発生土の運搬に用いる車両台数 

・高架橋、橋梁、地上駅、変電施設、

車両基地の建設工事においては、建

設する構造物の規模や施工手順、建

設機械 1 台当たりの施工能力、配置

する建設機械の台数等を考慮して、1

月当たりの掘削土量を算定し、地山

に対する掘削後の体積の増加量を加

味して、1 月当たりの発生土量を算

定した。 

・1 月当たりの発生土量を運搬車両の

能力（1 日 1 台当たり積載量）及び

月当たりの稼働日数で除して 1 月当

たりの運搬車両の台数を算定した。

・山岳トンネル、非常口の建設工事に
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おいても、地質や断面、施工法等を

考慮して算定した 1 月当たりの作業

数量（掘削延長）、掘削断面積をも

とに、同様に算出した。 

 

これらの方法に基づいて算定を行った

それぞれの台数を合計した資材及び機械

の運搬に用いる台数を表 3-4-1 に示す。

なお、予測評価にあたっては、1 日あたり

の台数が必要となるため、1 月当たりの車

両の合計台数を月当たりの稼働日数で除

して 1 日当たりの車両の台数を算定して

用いた。 

p.事 3-4-3  

表 3-4-1（1）車両の運

行台数 

場所，8 年目（最大台数/月）,同（総台数

/年）,9 年目（最大台数/月）,同（総台数

/年）,10 年目（最大台数/月）,同（総台

数/年）,11 年目（最大台数/月）,同（総

台数/年） 

 

F 地区（車両基地） 工事用車両（南），

1,795，16,550，975，9,782，704，4,153，

72，399 

 

運 搬 車 輌（南） 合計，2,434，21,020，

1,510，13,875，743，4,379，72，399 

場所，8 年目（最大台数/月）,同（総台数

/年）,9 年目（最大台数/月）,同（総台数

/年）,10 年目（最大台数/月）,同（総台

数/年）,11 年目（最大台数/月）,同（総

台数/年） 

 

F 地区（車両基地） 工事用車両（南），

1,999，17,798，933，9,629，531，3,457，

0，0 

 

運 搬 車 輌（南） 合計，2,638，22,268，

1,468，13,722，570，3,683，0，0 

場所，8 年目（総台数/年）,9 年目（総台

数/年）,10 年目（最大台数/月）,同（総

台数/年）,11 年目（最大台数/月）,同（総

台数/年） 

 

F 地区（車両基地） 工事用車両（北），

2,112，648，50，408，43，129 

 

運 搬 車 輌（北） 合計，2,112，648，

50，408，43，129 

場所，8 年目（総台数/年）,9 年目（総台

数/年）,10 年目（最大台数/月）,同（総

台数/年）,11 年目（最大台数/月）,同（総

台数/年） 

 

F 地区（車両基地） 工事用車両（北），

2,352，687，43，258，0，0 

 

運 搬 車 輌（北） 合計，2,352，687，

43，258，0，0 

p.事 3-5-1 

3-5 本線トンネル及び

非常口（山岳部）の計

画 

－ 追記 

p.事 4-1-1 

4 施設計画 

－ 追記 

p.事 6-5 

表 6-4-1 隆起量のまと

め 

（10 年、平均隆起速度（㎜/年）） 

-2～-4 

（10 年、平均隆起速度（㎜/年）） 

-4～-2 

（10 万年、平均隆起速度（㎜/年）） 

0.9～ 

（10 万年、平均隆起速度（㎜/年）） 

1.3～2 

p.環 1-1-4 

表 1-1-1 大気質排出量 
※平均稼働率は、「平成 25 年度版建設機

械等損料表」における、運転時間と運

転日数から求めた 1 日当たりの平均運

転時間を、標準としている作業時間で

ある 8 時間で除した値である。 

注1． NOX排出係数及びSPM排出係数は、

「道路環境影響評価の技術手法（平

成24年度版」（平成25年 国土交通

省国土技術政策総合研究所・独立行

政法人土木研究所）に示されている

算出式に、「平成25年度版建設機械

等損料表」（一般社団法人 日本建

設機械施工協会）の燃料消費率等を

代入して算出した。 

注2． 平均稼働率は、「平成25年度版建設

機械等損料表」における、運転時間

と運転日数から求めた1日当たりの
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平均運転時間を、標準としている作

業時間である8時間で除した値であ

る。 

p.環 1-3-28 

1-3-3 鉄道施設（車両

基地）の供用による二

酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の予測に用いる

気象条件 

－ 追記 

p.環 1-4-1 

1-4 大気質の距離毎の

予測値について 

－ 追記 

p.環 1-5-1 

1-5 使用する気象デー

タの期間代表性及び地

域代表性による誤差の

程度について 

－ 追記 

p.環 1-6-1 

1-6 資材及び機械の運

搬に用いる車両の運行

に伴う予測地点より勾

配及びカーブが急な箇

所並びに道路の幅員が

十分でない箇所への影

響について 

－ 追記 

p.環 1-7-1 

1-7 建設機械に関する

発生源配置の考え方 

－ 追記 

p.環 2-6-1 

2-6 建設機械の予測に

係る音源配置の考え方

－ 追記 

p.環 2-7-1 

2-7 騒音の距離毎の予

測値について 

－ 追記 

p.環2-10-1 

2-10 地下の走行に伴

う騒音について 

列車が地下のトンネル内を走行する際

に発生する騒音が、直接地上に伝わるこ

とはない。 

また、非常口においてはトンネルから

地上への換気経路となる部分に、必要に

応じて開閉設備、消音設備、多孔板を設

置している。このうち開閉設備は列車が

通過する前に扉を遮断し、列車通過時の

騒音を低減するものであり、山梨リニア

実験線で約 10dB の騒音低減効果があるこ

とを確認している。消音設備は主に換気

施設のファンの騒音を低減させるために

設置するものであり、多孔板は主にファ

ンの騒音や微気圧波を低減させるための

ものであるが、これらは列車走行により

発生する騒音の低減にも寄与する。これ

らの設備の設置により、非常口の外にお

いては、列車が地下のトンネルを走行す

る際の騒音の影響はない。 

列車が地下のトンネル内を走行する際

に発生する騒音が、直接地上に伝わるこ

とはない。 

また、非常口においてはトンネルから

地上への換気経路となる部分に、必要に

応じて開閉設備、消音設備、多孔板を設

置している。このうち開閉設備は列車が

通過する前に扉を遮断し、列車通過時の

騒音を低減するものであり、山梨リニア

実験線で約10dBの騒音低減効果があるこ

とを確認している。また、開閉設備の稼

働に伴い発生する音はモータで駆動する

音が主体であり、列車通過音と比較する

と騒音や低周波音の影響は非常に小さい

こと、数秒の動作時間をかけて扉を遮断

するものであり、稼働に伴う微気圧波も

発生しないことを確認している。消音設

備は主に換気施設のファンの騒音を低減

させるために設置するものであり、多孔

板は主に微気圧波を低減させるためのも

のであるが、これらはファンの騒音や列

車走行により発生する騒音の低減にも寄

与する。これらの設備の設置により、非
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常口の外においては、列車が地下のトン

ネルを走行する際の騒音の影響はない。 

なお、山梨リニア実験線での試験結果

から開閉設備透過後のパワーレベルを設

定（約120dB）し、消音設備、多孔板の減

衰効果（評価書 表8-1-2-31～32）を考

慮した上で、評価書p.8-1-2-49～50に記

載の「3)鉄道施設（換気施設）の供用、

b)予測式」と同様の予測式を用いて、計

算を行った。その結果、地下の走行に伴

い非常口から発生する列車走行騒音は、

約23dB（換気口中心から20m離れ、1.2m高

さ）と予測し、列車走行に伴う騒音の影

響はないと考える。 

p.環2-10-1 

図2-10-1 開閉設備の

配置 

 

図2-10-2 開閉設備の

開閉状況のイメージ 

－ 追記 

p.環 2-12-1 

2-12 L0 系車両の測定

結果について 

－ 追記 

p.環 2-13-1 

2-13 変電施設の騒音

及び低周波音について 

－ 追記 

p.環 2-14-1 

2-14 騒音の大きさの

目安について 

－ 追記 

p.環 2-15-1 

2-15 低土被りトンネ

ル区間における列車の

走行に係る影響につい

て 

－ 追記 

p.環 3-5-1 

3-5 振動の距離毎の予

測値について 

－ 追記 

p.環 3-7-1 

図 3-7-1 編成両数の相

違 

（グラフの縦軸目盛） 

－ 

（グラフの縦軸目盛） 

追記 

 

p.環 3-9-1 

3-9 L0 系車両の測定結

果について 

－ 追記 

p.環 3-10-1 

3-10 振動の大きさの

目安について 

－ 追記 

p.環 4-3-2 

4-3-2 多孔版 
変動する圧力が多孔板の各孔を出入り

する際の粘性減衰作用によって圧力変動

が低減される。 

 

なお、多孔板（20m）の設置により非常

口出口における微気圧波は約 1/2 に低減

可能であり、基準値を満足することがわ

かっている。 

変動する圧力が多孔板の各孔を出入り

する際の圧力損失作用によって圧力変動

が低減される。 

 

なお、多孔板（20m）の設置により非常

口出口における微気圧波は約 1/2 に低減

可能であり、基準値を満足することがわ

かっている。また、山梨リニア実験線に

て多孔板延長を調整することにより微気

圧波の大きさを小さくできることを確認

している。 
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p.環 4-3-2 

図 4-3-2-1 多孔板の構

造 

  

p.環 4-4-1 

4-4 微気圧波の基準に

ついて 

微気圧波については、（中略）「発破

音の発生防止」を行えると考えられるた

め、上記緩衝工設置の目安を用いること

は妥当と判断した。 

微気圧波は図 4-4-1 に示すとおりパル

ス状の圧力波であり、継続時間が極めて

短いことも勘案して騒音レベルである dB

表示とするより圧力レベルである Pa 表示

とすることが適切とされ、これまで Pa 表

示で測定や対策が進められている。 

微気圧波の基準については、（中略）「発

破音の発生防止」を行えると考えられる

ため、上記緩衝工設置の目安を用いるこ

とは妥当と判断した。 

p.環 4-4-1 

図 4-4-1 微気圧波測定

値（20m 離れ） 

－ 追記 

p.環 4-5-1 

図 4-5-1 山梨リニア実

験線での空気振動測定

データ 

（基準値(案) 20m 離れで 50Pa 

50m 離れで 20Pa）

〔基準値(案)：20m 離れで 50Pa 

民家近傍(50m 離れを想定)で 20Pa〕

p.環 4-6-1 

4-6 L0 系車両の測定結

果について 

－ 追記 

p.環 5-1-1 

5-1 列車走行に伴う低

周波音について 

 

前者については、浮上走行により振動

が少ないこと、乗り心地等を考慮して道

路橋より厳しいたわみ制限を設け、高い

剛性をもち振動しにくい構造としている

ことから影響はない。実際、実験線の明

かり部の標準桁で測定を行った結果で

は、たわみは最大 1mm 程度となっており、

低周波音に関する苦情も発生していな

い。 

後者については、山梨リニア実験線に

おける防音防災フード設置区間での圧力

変動の測定値は 50m 離れで 1Pa 以下、防

音壁設置区間での測定値は 50m 離れで約

12Pa 程度である。 

前者については、浮上走行により振動

が少ないこと、乗り心地等を考慮して表

5-1-1 に示すとおり道路橋より厳しいた

わみ制限を設け、高い剛性をもち振動し

にくい構造としていることから影響はな

い。実際、実験線の明かり部の標準桁で

測定を行った結果では、たわみは最大 1mm

程度となっており、低周波音に関する苦

情も発生していない。 

後者については、これまで一般的な地

上走行区間での苦情は発生していない。

低周波音の評価については、列車の様な

移動する音源に対しての定量的な指標が

ないこと、また、圧力変動の継続時間が

短いものであることから、微気圧波の基

準値である Pa 表示の圧力レベルで比較し

た。山梨リニア実験線における防音防災

フード設置区間での圧力変動の測定値

は、図 5-1-1 に示すとおり 50m 離れで 1Pa

以下、防音壁設置区間での測定値は 50m

離れで約 12Pa 程度である。 

p.環5-1-1 

表5-1-1各交通機関に

おけるたわみ制限（連

続桁の場合） 

－ 追記 

p.環5-1-2 

図5-1-1(1)防音防災フ

ード区間での圧力変動

の測定値（50m離れ） 

 

－ 追記 

 
地表面

多孔板圧縮波の流れ
トンネル

 
地表面 

多孔板 圧縮波の流れ 

 

トンネル 
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図5-1-1(2)防音壁区間

での圧力変動の測定値

（50m離れ） 

p.環6-1-1 

6 水質 
－ 追記 

p.環 8-1-1 

8 水資源 
－ 追記 

p.環 9-1-1 

9 土壌汚染 
－ 追記 

p.環 10-2-1 

10-2 日影時間予測結

果 

－ 追記 

p.環 11-2-4 

付録 
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p.環 12-1-1 

12 文化財 
－ 追記 

p.環 13-5-1 

13-5 車内及びホーム

の磁界 

超電導リニアの車両及びホームについ

ては図 9-5-1 及び図 9-5-2 に示す通り磁

気シールドを設置しているため、車内及

びホームの磁界は、国の基準である国際

非電離放射線防護委員会（ICNIRP）のガ

イドラインの基準値を大幅に下回ってお

り、磁界による影響は極めて小さい。図

9-5-3 及び図 9-5-4 に磁界の測定箇所を、

図 9-5-5 に測定結果を示す。 

超電導リニアの車両及びホームについ

ては図 13-5-1 及び図 13-5-2 に示す通り

磁気シールドを設置しているため、車内

及びホームならびに乗降装置内の磁界

は、国の基準である国際非電離放射線防

護委員会（ICNIRP）のガイドラインの基

準値を大幅に下回っており、磁界による

影響は極めて小さい。 

特殊鉄道告示の解釈基準に基づく、車内

及び乗降装置部の測定箇所を図 13-5-3 及

び図 13-5-4 に、同基準に基づく測定結果

のまとめを図 13-5-5 に示す。（測定の詳

細は「13-8 磁界の測定結果について」付

属資料 5（平成 25 年 12 月 5 日実施の公開

磁界測定）参照。なお、対向列車すれ違

いによる車内変動磁界データは平成 25 年

9 月環境影響評価準備書資料編に既に掲

載済。） 

p.環 13-5-1 

図 13-5-2 ホームへの

磁気シールド設置の概

念図 

  

p.環 13-5-2 

図 13-5-3 車内の磁界

の測定箇所 

  

準備書 

p.環 9-5-2 

図 9-5-4 ホーム上の磁

界の測定箇所 

ホーム上の磁界の測定箇所 削除 
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p.環 9-5-3 

図 9-5-5 車内及びホー

ムの磁界の測定結果 

車内及びホームの磁界の測定結果 削除 

p.環 13-5-2 

図 13-5-4 乗降装置と

車内（出入台）の磁界

の測定箇所 

－ 追記 

p.環 13-5-3 

図 13-5-5 車内及び乗

降装置と車内（出入台）

の磁界の測定結果 

－ 追記 

p.環 13-5-4 

<<付記>> 
－ 追記 

p.環 13-8-1 

13-8 磁界の測定結果

について 

－ 追記 

p.環 14-2-4 

表 14-2-2(3)鳥類確認

種一覧 

（集計欄） 

春季：89 種、繁殖期：65 種、夏季：73 種、

秋季：78 種、冬季：77 種 

（集計欄） 

春季：91 種、繁殖期：67 種、夏季：75 種、

秋季：80 種、冬季：79 種 

p.環 14-3-5～11 

表 14-3-2-1～7 山岳ト

ンネル区間の沢におい

て確認された重要種 

－ 追記 

※：沢水に依存すると考えられる種 

p.環 14-3-12 

(8)その他 
山岳トンネル区間における水質及び水

位への影響は、「本編 8-2-3 地下水の水

質及び水位」に記載のとおり、地質及び

水質の状況より、深層と浅層の地下水は

帯水状態が異なっているといえる。これ

より、深層の地下水がトンネル内に湧出

したとしても、その影響が沢の水質及び

水位に及ぶ可能性は小さいと考えられ

る。また、断層付近の破砕帯を通過する

区間や洪積層の浅層部は、一部の浅層の

地下水への影響があると考えられるが、

周辺に同質の生息環境が広く分布してい

ることから、動物の生息環境は保全され

ると予測する。 

山岳トンネル区間においては、動物の

生息環境である沢の水質及び水位と関係

する地下水の水質及び水位による影響に

ついて「本編 8-2-3 地下水の水質及び水

位」で示すとおり、トンネル区間全般と

しては地下水の水質及び水位への影響は

小さいものの、断層付近の破砕帯を通過

する区間や洪積層の浅層部は、一部の地

下水の水位への影響を及ぼす可能性があ

ると予測している。そのため、トンネル

上部の沢に生息し沢水に依存する動物へ

の影響については、トンネル区間全般で

は影響は小さいものの、断層付近の破砕

帯を通過する区間や洪積層の浅層部は、

影響を及ぼす可能性があると考えられ

る。 

今後は、高橋の水文学的方法による予

測検討範囲内における断層付近の破砕帯

を通過する区間や洪積層の浅層部につい

ては、評価書において調査した箇所以外

の沢についても、文献調査等により重要

種が存在する可能性がある場合は、代表

的な箇所を選定して調査を行う。また、

工事中は、「本編 8-2-4 水資源」におい

て環境影響評価法に基づく事後調査とし

て実施する予測検討範囲内にある河川の

流量と共に、トンネルの湧水を測定して、

減水の傾向が認められ動物への影響の可

能性が考えられる場合は、専門家の助言

を踏まえた上で、その影響の程度や範囲

に応じた動物のモニタリングを行う。そ

の結果、重要種への影響が確認された場

合は、「重要な種の移植」などの環境保

全措置を講じる。 
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p.環 15-3-5 

表 15-3-2-1 山岳トン

ネル区間の沢において

確認された重要種（高

等植物） 

－ 追記 

※：沢水に依存すると考えられる種 

p.環 15-3-6 

15-3-3 その他 
山岳トンネル区間における水質及び水

位への影響は、「本編 8-2-3 地下水の水

質及び水位」に記載のとおり、地質及び

水質の状況より、深層と浅層の地下水は

帯水状態が異なっているといえる。これ

より、深層の地下水がトンネル内に湧出

したとしても、その影響が沢の水質及び

水位に及ぶ可能性は小さいと考えられ

る。また、断層付近の破砕帯を通過する

区間や洪積層の浅層部は、一部の浅層の

地下水への影響があると考えられるが、

周辺に同質の生育環境が広く分布してい

ることから、植物の生育環境は保全され

ると予測する。 

山岳トンネル区間においては、植物の生

育環境である沢の水質及び水位と関係す

る地下水の水質及び水位による影響につ

いて「本編 8-2-3 地下水の水質及び水

位」で示すとおり、トンネル区間全般と

しては地下水の水質及び水位への影響は

小さいものの、断層付近の破砕帯を通過

する区間や洪積層の浅層部は、一部の地

下水の水位への影響を及ぼす可能性があ

ると予測している。そのため、トンネル

上部の沢に生育し沢水に依存する植物へ

の影響については、トンネル区間全般で

は影響は小さいものの、断層付近の破砕

帯を通過する区間や洪積層の浅層部は、

影響を及ぼす可能性があると考えられ

る。 

今後は、高橋の水文学的方法による予測

検討範囲内における断層付近の破砕帯を

通過する区間や洪積層の浅層部について

は、評価書において調査した箇所以外の

沢についても、文献調査等により重要種

が存在する可能性がある場合は、代表的

な箇所を選定して調査を行う。また、工

事中は、「本編 8-2-4 水資源」において

環境影響評価法に基づく事後調査として

実施する予測検討範囲内にある河川の流

量と共に、トンネルの湧水を測定して、

減水の傾向が認められ植物への影響の可

能性が考えられる場合は、専門家の助言

を踏まえた上で、その影響の程度や範囲

に応じた植物のモニタリングを行う。そ

の結果、重要種への影響が確認された場

合は、「重要な種の移植・播種」などの

環境保全措置を講じる。 

p.環 16-1-1 

16-1 生態系における

ハビタットの設定の考

え方について 

－ 追記 

 

p.環 16-2-10 

表 16-2-2-3 湿地で確

認された重要種(高等

植物) 

－ 追記 

No.10（科名、種名、⑥、⑨） 

ユリ科、イワショウブ、○、○ 

No.11（科名、種名、⑥、⑦、⑧、⑨） 

ユリ科、ミカワバイケイソウ、○、NT、

VU、○ 

（集計欄） 

9 科 12 種 ⑥：10 種 ⑦：8 種 

⑧：11 種 ⑨：10 種 

（集計欄） 

10 科 14 種 ⑥：12 種 ⑦：9 種 

⑧：12 種 ⑨：12 種 

p.環 16-2-11 

表 16-2-2-4 代表湿地

で確認された重要な種 

－ 追記 

（高等植物（湿性の重要な種）、湿地 No.1）

ｲﾜｼｮｳﾌﾞ 

（高等植物（湿性の重要な種）、湿地 No.2）

ｲﾜｼｮｳﾌﾞ 
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（昆虫類（湿性の重要な種）、湿地 No.2）

ﾋﾒﾋｶｹﾞ本州中部亜種 

Lealia 属 

（昆虫類（湿性の重要な種）、湿地 No.2）

 ﾋﾒﾋｶｹﾞ 

 ｽｹﾞﾄﾞｸｶﾞ属 

（昆虫類（湿性の重要な種）、湿地 No.2）

ﾋﾒﾋｶｹﾞ本州中部亜種 

Lealia 属 

p.環 16-2-12 

表 16-2-2-5 代表湿地

の地形・地質 

 

（基盤地質、湿地 No.1） 

土岐砂礫層 

（基盤地質、湿地 No.1） 

濃飛流紋岩 

（基盤地質、湿地 No.2） 

土岐砂礫層 

（基盤地質、湿地 No.2） 

土岐花崗岩 

（基盤地質、湿地 No.3） 

土岐砂礫層 

（基盤地質、湿地 No.3） 

美濃帯堆積岩類 

p.環 16-2-13 

(3)代表湿地の水文・地

質環境 

さらに、湿地を形成する表層地質は、粘

土などの細粒分を多く含み、また、ボー

リング孔の調査結果により、土岐砂礫層

の透水係数は 1.7×10-7～7.0×10-8ｍ/ｓ

とおおむね難透水性を示している。この

ことから、地表付近に分布する粘土等が

不透水層並びに難透水層の役割を果た

し、降水が地中深くに浸透し難く、斜面

の崩れた箇所から不透水層等を境に湧水

が滲み出していると推定される。 

さらに、湿地を形成する表層地質は、シ

ルトなどの細粒分を多く含み、また、ボ

ーリング孔の調査結果により、土岐砂礫

層の透水係数は 1.7×10-7～7.0×10-8ｍ/

ｓとおおむね難透水性を示している。こ

のことから、地表付近に分布するシルト

などが不透水層並びに難透水層の役割を

果たし、降水が地中深くに浸透し難く、

斜面の崩れた箇所から不透水層等を境に

湧水が滲み出していると推定される。 

p.環 16-2-13 

(4)その他 
東濃地域の湧水湿地は、文献調査及び

現地調査結果より、地層中の不透水層並

びに難透水層の存在が湧水及び湿地環境

を創出していることから、不透水層等の

下を通過するトンネルによる影響はほと

んどなく、保全されると予測する（図

12-1-2-1 参照）。 

東濃地域の湧水湿地は、文献調査及び現

地調査結果より、地層中の不透水層並び

に難透水層の存在が湧水及び湿地環境を

創出していることから、不透水層等の下

を通過するトンネルによる影響はほとん

どなく、保全されると予測する（図

16-2-2-1 参照）。 

なお、東濃地域の湧水湿地については、

「本編 8-2-3 地下水の水質及び水位」に

示す予測検討範囲内のうち、湿地環境及

び専門家の助言を踏まえ、指標となる種

の生息・生育状況より、一定の地域の単

位で地点を選定し、モニタリングを実施

する。 

p.環 17-1-3～7 

【防音防災フード】 

 

【橋脚】 

 

【橋側歩道】 

 

【排水管】 

 

【桁部】 

 

【防音壁部】 

－ 追記 

p.環 17-1-8 

イ．新形式高架橋 
桁式高架橋と同様の検討に加え、煩雑

性の軽減の観点から、橋脚の幅を厚くし

て線路方向の中間梁を無くすとともに、

防音壁部においては排水管について主な

視点から見えない側の窪みに配置するこ

ととした。また、形状に新規性があり斬

新なイメージの創出に繋がるとともに、

桁厚と橋脚幅が小さく圧迫感が小さいこ

とから、住居地域も含め積極的に適用し

ていくこととした。新形式高架橋のイメ

当社が技術開発を行った新形式高架橋

は、形状に新規性があり斬新なイメージ

の創出に繋がるとともに、桁厚と橋脚幅

が小さく圧迫感が小さいことから、住居

地域も含め積極的に適用していくことと

した。新形式高架橋のイメージを、図

17-1-8、図 17-1-9 に示す。防音防災フー

ド及び橋側歩道について、桁式高架橋と

の連続性の観点から桁式高架橋の検討結

果を適用した。一方、新形式高架橋独自
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ージを図 13-1-2-2 及び図 13-1-2-3 に示

す。また、桁式高架橋との境界部におい

ては、両側からの構造の連続性に配慮し

つつ自然な形で構造の変化点を表現する

形状とした。桁式高架橋と新形式高架橋

の境界部の概要を図 13-1-2-4 に示す。 

 

の検討として煩雑性の軽減の観点から、

橋脚の幅を厚くして線路方向の中間梁を

不要とする検討を行った。新形式高架橋

の中間梁の有無に関する比較検討を、図

17-1-10 に示す。防音壁部においては排水

管について主な視点から見えない側の窪

みに配置することとした。また、桁式高

架橋との境界部においては、なめらかに

擦り付ける案、橋脚形状を変更する案を

比較検討し、両側からの構造の連続性に

配慮しつつ橋脚形状をより近い距離にあ

る新形式高架橋に合せた形状とすること

で自然な形で構造の変化点を表現する形

状とした。新形式高架橋と桁式高架橋の

境界部に関する比較検討を、図 17-1-11

に示す。 

p.環 17-1-9 

図 17-1-10 新形式高架

橋の中間梁の有無に関

する比較検討 

 

図 17-1-11 新形式高架

橋と桁式高架橋の境界

部に関する比較検討 

－ 追記 

準備書 

p.環 13-1-4 

図 13-1-2-4 桁式高架

橋と新形式高架橋境界

部の処理 

桁式高架橋と新形式高架橋境界部の処理 削除 

p.環 17-1-10 

3）長大橋梁の設計検討 
景観上の重要な箇所であり、景観の創

出の観点から長大橋梁を視対象とした視

点場を必要に応じて設定するともに、煩

雑な印象を与える異種構造物とのデザイ

ン的統合を図る観点に加えて「長大橋梁

の側径間部も含めた径間のバランス」、

「橋脚と桁のバランス」、及び「全体的

な重量感の軽減」に配慮した。検討を行

った橋梁についてのフォトモンタージュ

を図 13-1-2-5～図 13-1-2-15 に示す。な

お、概略条件下で基本事項を踏まえて検

討したものであるため、最終的な形式及

び形状等は今後の詳細検討や設計を経て

確定していく。 

長大橋梁については、景観上の重要な

箇所であり、景観の創出の観点から長大

橋梁を視対象とした視点場を必要に応じ

て設定するともに、下記の構造要件、交

差条件、及び一般高架橋における検討結

果を踏まえ基本案を策定した。 

 

【構造要件】 

・桁端部の遊間を抑え、推進力を確保

するため、桁長は一定以下に抑える。

そのため、桁の伸縮の大きい鋼橋につ

いては、単径間に限られる。 

・たわみ制限が厳しいため、剛性の高

い構造形式とする必要がある。 

・斜角の桁の採用はガイドウェイやコ

イルの配置の関係から不可能であ

る。 

 

作成した基本案に対して、専門家のご

意見を踏まえ検討を進め、下記の点につ

いて改善を図った。繁雑な印象を与える

異種構造物とのデザイン的統合を図る観

点に加えて「長大橋梁の側径間部も含め

た径間のバランス」、「橋脚と桁のバラ

ンス」、及び「全体的な重量感の軽減」

に配慮した。検討を行った橋梁について

のフォトモンタージュを図 17-1-12～図

17-1-20 に示す。また、岐阜県内において
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特に重点的に検討を行った第 2 木曽川橋

梁、久々利高架橋についての検討内容を

図 17-1-21～図 17-1-24 に示す。なお、概

略条件下で基本事項を踏まえて検討した

ものであるため、最終的な形式及び形状

等は今後の詳細検討や設計を経て確定し

ていく。 

準備書 

p.環 13-1-7 

図 13-1-2-14 第 2 木曽

川橋梁 

第 2 木曽川橋梁 削除 

準備書 

p.環 13-1-8 

図 13-1-2-15 久々利高

架橋 

久々利高架橋 削除 

p.環 17-1-14 

【第 2 木曽川橋梁】 
－ 追記 

 

p.環 17-1-16 

【久々利高架橋】 
－ 追記 

p.環 17-1-18 

2)岐阜県内の視点の選

定過程 

－ 追記 

p.環 17-2-1 

17-2 駅部の景観につ

いて 

－ 追記 

p.環 18-1-1 

表 18-1-1 建設工事に

伴う副産物の発生量 

－ 追記 

建設発生木材、44,000t、10,000t 

注．建設発生土は、トラック運搬量を想

定し、掘削土をほぐした後の膨張量

を加算した土量である。 

 

注1． 建設発生土は、トラック運搬量を想

定し、掘削土をほぐした後の膨張量

を加算した土量である。 

注2． 切土工等又は既存の工作物の除去

における、建設発生木材は、コンク

リート工事等の型枠に用いる木材

と事業実施区域内の造成等による

森林伐採によって発生する木材を

合算した量である。 

注3． トンネルの工事における建設発生

木材は、トンネル坑口ヤードの造成

等による森林伐採によって発生す

る木材量である。 

p.環 18-2-1 

(5)建設発生木材 
－ 追記 

 

p.環 18-3-1 

18-3 新たな発生土置

き場の取扱い 

－ 

 

追記 

p.環 18-4-1 

18-4 建設発生土等の

の抑制 

－ 追記 
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p.環 18-5-1 

図 18-5-1-1 建設工事

に伴う副産物の一般的

な処理・処分の流れ 

  

p.環 18-5-2 

図 18-5-2-1 施設の供

用に伴う廃棄物の一般

的な処理・処分の流れ 

  

p.環 19-1-1 

表 19-1-1-1(1)建設機

械の稼働に用いた原単

位 

（クローラークレーン 90t、平均稼働率）

0.129 

（クローラークレーン 90t、平均稼働率）

0.729 

p.環 19-1-3 

表 19-1-1-1 建設機械

の稼働に用いた原単位 

－ 追記 

注 1．「平成 25 年度版建設機械等損料表」

（一般社団法人 日本建設機械化協

会）に示された値を用いた。ただし、

記載のない機械については規格・規

模等が同程度のものを適用した。 

注 2．運転 1 時間あたり燃料消費量（L/h）

＝定格出力（kW）×運転 1 時間あた

り燃料消費率(L/kWh) 

注 3．「平成 25 年度版建設機械等損料表」

に示された値より算出した。 

平均稼働率=年間標準運転時間（時

間）/（年間標準運転日数(日)×8 時

間）ただし、記載のないものは 1.000

とした。 

注 4．「地球温暖化対策の推進に関する法

律施行令」（平成 22 年政令第 20 号）

別表 1 より算出した。 

注 5．「地球温暖化対策の推進に関する法

律施行令」に示された値を用いた。

 

一次処理

二次処理

建設発生土

埋立処分場 流動化処理土埋立

建設汚泥

泥水処理

中間処理施設

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

再資源化施設

切土工等
（掘割式、嵩上式、地上駅）

トンネルの工事
（山岳トンネル、非常口（山岳部））

掘削工 場所打杭工 廃土 泥水

既存の工作物の
除去

 
駅、車両基地

の供用

一般廃棄物

ごみ処理施設 再資源化施設

産業廃棄物

再利用

汚染された土

一次処理※2

二次処理※3

切土工等
（地表式又は掘割式、高架橋、

橋梁、地上駅、車両基地）

トンネル工事
（山岳トンネル、

非常口（山岳部））

泥水処理※1

建設汚泥

中間処理施設※4

最終処分※7有効利用

・自ら利用

・他事業へ転用

・発生土置場

汚染土壌処理施設※6

・浄化等処理施設

・セメント製造施設

・埋立処理施設

・分別等処理施設

コンクリート塊

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設発生木材

再資源化施設※5

再利用

既存の工作物の除去

建設発生土

コンクリート塊

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設発生木材

再資源化施設※5

再利用

 

※1 泥水処理： 泥水が発生する場合に想定。ただし、脱水の状況により濁水処理のみを行い、水と脱

水ケーキに分類し、脱水ケーキを建設汚泥として処理する場合もある。 
※2 一次処理： 土砂（74μm を超えるもの）と濁水の分離により、泥状の状態でなく流動性を呈さなく

なるようにする処理。 
※3 二次処理： 一次処理後の濁水について濁水処理を行い、水と脱水ケーキに分類する処理。脱水ケ

ーキを建設汚泥として処理する。 
※4 中間処理施設： 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号、改正 平成 24 年法

律第 53 号）」で規定される中間処理業者が設置する産業廃棄物処理施設として、産業

廃棄物を最終処分する前に分別、減容、無害化、安定化などの処理をする施設で、設

置許可が必要な施設を想定している。 
※5 再資源化施設： 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号、改正 平

成 23 年法律第 105 号）」で示される概念として、特定建設資材に係る再生資源化を 

行う施設全般を想定している。なお、処理方法としては、破砕処理、焼成処理、溶融

処理、脱水処理等がある。 
※6 汚染土壌処理施設：「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号、改正 平成 23 年法律第 74 号）で規定

される汚染土壌の処理の事業の用に供する施設として、浄化、セメント製造、埋立及

び分別による処理を行う施設を想定している。なお、処理方法としては、浄化処理、

焼成処理、溶融処理、脱水処理等がある。 

※7 最終処分： 埋立処分、海洋投入処分等をいう。 

 

最終処分 再利用 

駅、車両基地 
の供用 

中間処理施設 

ごみ処理施設 

一般廃棄物 産業廃棄物 

※１廃棄物の処理及び清掃に関する法 
律で規定される一般廃棄物処理施設の 
うち「ごみ処理施設」として規定され 
る施設を想定している。 
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p.環 19-2-1 

19-2 列車の走行に伴

う温室効果ガス排出量

列車走行に伴う温室効果ガス排出量に

ついては、東京都～大阪府間で全線開業

時に、開業前と同程度の排出量となる。

以下に算出根拠を示す。 

中央新幹線の開業に伴う環境への効果

としては、国土交通省の交通政策審議会

の第 9 回中央新幹線小委員会において、

2027年の名古屋までの開業及び2045年の

全線開業を前提として環境等改善便益と

して 11 億円と算定されている。これに関

わるものとして、東京都～大阪府間の中

央新幹線の列車の走行に伴う温室効果ガ

ス排出量について検討を行った。以下に

算出結果を示す。 

p.環 19-2-1 

19-2-1 大阪開業時 
－ 追記 

p.環 19-2-6 

19-2-2 名古屋開業時 
－ 追記 

p.環 19-2-9 

19-2-3 列車の走行に

伴う温室効果ガス排出

量の原単位について 

－ 追記 

p.環 19-2-14 

19-2-4 他のケースに

おける CO2 排出量及び

CO2排出割合について 

－ 追記 

p.環 20 

20 モニタリング等に

ついて 

－ 追記 

 

 


